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第１章 序 論 

 

１－１ 研究の背景 

１－１－１ 高齢化の現状と予測 

中国は、一人っ子政策などで高齢化が急速的に進行している。2012 年の高齢者人口は 1.94億

人に達し、総人口の 14.30％を占める。中国人口と発展研究センターは、2013年に 2.02 億人

（14.80％）、2025年に 3億人、2055 年に 4.87 億人に達すると予測している 1）。また、80 歳以

上高齢者人口も継続的に増えており、2012 年に 0.22億人、2013年に 0.23億人に達する見込み

である 2）（図１－１）。 

                     

また中国老齢工作委員会は、21世紀の中国における人口の高齢化は、以下の 3段階を経過す

ると予測している 3）（表１－１）。 

①快速に進む段階（2001～2020）：この段階では 60 歳以上の高齢者人口は平均的に 596万、3.28％

の割合で増加する。2020年に高齢者人口は 2.48億人に達し、17.17％を占める。そのうち、80

歳以上高齢者は 3067万人、高齢者人口の 12.37％を占める。 

②加速的に進む段階（2021～2050 ）：この段階では高齢者人口が平均的に毎年 620万人で増加

し、2023 年に 2.7億人に達し、0～14歳人口に等しくなると指摘されている。2050 年に 4 億人

を超え、高齢化率は 30％以上に至る。そのうち、80歳以上高齢者は 9,448万人、高齢者人口の

21.78％に達する。 

③高度高齢化段階（2051～2100 ）：2051年に、60歳以上高齢者は 4.37 億人、0～14歳人口の 2

倍に至る。この段階では、60 歳以上高齢者人口は 3～4 億人（31％前後）で安定し、80歳以上

高齢者人口は高齢者人口の 25～30％の間に保つ。  

出典： 三井住友海上：中国におけるシルバー産業事情と日系企業の参入状況について（一部修正あり） 

図１－１．60歳以上高齢者の推移 

高齢化の現状 

予測値 
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表１－１．高齢化発展趨勢の予測 

年 発展段階 60 歳以上高齢者人口 80 歳以上高齢者人口 

2001～2020 快速に進む段階 2.48億人 3,067 万人 

2021～2050 加速的に進む段階 4 億人以上 9,448 万人 

2051～2100 重度高齢化段階 4.37億人 7,500 万人～1.2億人 

出典：李昺偉 等：中国城市老人社区照顧総合服務模式的探索，社会科学文献出版社，p35，2011.3 

 

要介護高齢者について、｢全国城郷失能老年人（すなわち、身体機能の一部または全部を失っ

た高齢者）状況研究｣によると、2010年末時点で約 3300 万人、高齢者人口全体の 19％を占める。

2015年、要介護高齢者は 4000 万人に達し、高齢者人口全体の 19.5％を占める見通しである 4）。 

 

１－１－２ 家族扶助の衰弱化 

中国人の観念から見ると、伝統的な考え方では、親に対する考行をかなり重視する文化がある。

古代は「考経」、「論語」がある。現代では「中華人民共和国婚姻法」中にも孝行に対する規定が

ある。1996年に中国政府により、「中華人民共和国老年人権益保障法」が生み出され、さらに高

齢者の権力を守る法的な規定が定められた。 

しかし、社会発展、生活状況の改善などにしたがい、中国の家族形態が大きく変貌している。

長期的な一人っ子政策により、夫婦２人が両側の親４人、子供１人を養う「４・２・１家庭」と

いう中国特有の家庭モデルが急増している 5、6）。また、核家族や出稼ぎが進行し、「空き巣家庭

（何らかの原因で子供がなく、高齢者のみの家庭）」が増えている 5）。2005に行われた北京、上

海、広州、武漢、成都、瀋陽、成安の７都市における 2,252 人（14～60 歳）市民に対する訪問

調査では、親の介護等について、「完全に社会保障に依頼する」が最も多く 29%、次に「子供と

社会保障」が 26.5%、そして「高齢者と社会保障」が 17.4%であった 9）。一方、高齢者施設に入

居したい高齢者は依然として尐ない。2012年 7月に公布された「2010年中国城郷老年人口追跡

調査」によると、都市部高齢者のうち、老人ホームへの入所希望者は 11.3％しかおらず、多数

の高齢者は地域で暮らすことを望んでいる 61）。 

 

１－１－３ 高齢者福祉が単位から地域への移行 

1956年に「卖位」制度は中国全国で実施された。当時「卖位（企業、学校、軍、政府機関な

ど、全ての職場組織を意味している）」は、あらゆる面で従業員の生活保障に貢献していた。食

堂、託児園、学校、医務室などが設けられ、一時期住居を提供することもあった 7）。 

1978年末から対外開放が実施され、国有企業の資産売却と人員整理が進められ、その所有、

経営していた学校や病院などが企業から切り離された結果、都市住民は職場であり多くの場合生

活の場でもあった「卖位」との紐帯を失いつつある。3000 万～4000万人が一気にリストラされ、

社会に投げ捨てられた。同時に 4000万人以上の退職した人が涌きこんだ。2003年に統計された

失業者は 800万人であるが、実際には大幅に多く、中国の都市では 2200 万人以上の最低生活保

障の対象となっている。これまで卖位が従業員のすべての生活要求の供給を担う仕組みが崩壊し、
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卖位で老後を保障する体制が廃止された 7）。 

この影響を受け、1980年代から地域住民に対するサービス、特に高齢者サービスが地域で徐々

に提供されるようになり、地域が高齢者サービスを担う傾向が見られた 8）。近年、身体、経済、

精神、日常生活などの様々な面におけるサービスのニーズが一層高まってきており、高齢者在宅

サービス供給源として社区コミュニティづくりや家政サービス産業が注目をされている 9）。 

 

１－１－４ 高齢者サービス産業化の促進 

2007年に全国老齢工作委員会が公開した「中国城郷老年人口状況追跡調査」によると、「仕事

の忙しさで親を世話する時間がない」が 50％、「経済能力が原因で親の医療費が負担できない」

が 36％、「家事負担が過重だと思う」が 21％である 52）。若者は自分の家庭や仕事が忙しく、親

の介護等は、家庭外に依拠する傾向が強い。また、生活水準の高まりとともに、生活の質に対す

る要求が高くなり、サービスの多様化、充実化、専門化が求められているため、福祉サービスの

購入が頻繁に見られるようになった 10）。 

その一方、現在、中国の失業者は 600万人近くに達し、毎年新しい卒業者を加え 1,450～2,000

万人が仕事を求めている。また貧困などにより農村から都会へ、地方都市から大都市への出稼ぎ

者が年々増加している。統計によると、現在中国農村部の余剰労働力は 1.4 億人である 11）。彼

らの就労先の一つとして、高齢者サービスが注目されている。 

 このような影響を受け、1990年代から中国政府により、高齢者サービス業の発展を促進する

一連の政策が打ち出され、それに関する施策が行われた。社区サービスと民間事業者による家政

サービスをサービス業に位置づけ、社区コミュニティづくりを推進する同時に、民間業者の参入

を積極的に取り入れるようになった 9、12）。 

 

１－２ 研究の目的 

本論文の目的は、中国長春市を事例として、社区における高齢者在宅介護サービスの現状を明

らかにすることである。 

今後更に高齢化が進む中国では、高齢者地域居住づくりに関する基盤整備が早急に進められて

いる。高齢者在宅介護サービスの整備は、社区という地域社会範囲として捉えるのが一般的であ

る。本論文では、以下の２点を通じて、社区における高齢者在宅介護サービスが存在する問題点

を明らかにし、分析・考察する。 

 

① 社区における高齢者在宅介護サービスを明らかにするために、まず社区に居住している要介

護高齢者の生活現状を知る必要がある。中国全国と本研究の対象地である長春市における高

齢者の現状を把握した（第２章）上で、中国で最初の先進社区、長春市の「十委社区」を事

例として、要介護高齢者の介護や住宅状況における生活実態を明らかにし、分類・分析を行

う（第３章）。 

② 中国の高齢者在宅介護サービスと社区の現状を把握した上（第２章）で、長春市を事例とし
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て、社区における公的な福祉組織「社区居民委員会事務所」で提供されている高齢者在宅サ

ービスの現状とその在宅サービスに対する評価を把握し、分類・分析を行う（第４、５章）。

また、近年高齢者サービスの産業化が進められている。家庭全般に関するサービスを賄う「家

政会社」が注目され、社区における高齢者在宅介護サービスの主な供給源として「家政会社」

を合わせて検討する必要があった。そのため、筆者は第６章で長春市を事例として、家政会

社における高齢者向け在宅サービスの現状を把握した。 

 

これらを受け最後の第７章に、各章をまとめ、課題を整理し、高齢者の需要に合わせた持続可

能なサービスの提供と利用、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するための福祉サービス供給

源である「社区居民委員会事務所」と「家政会社」の役割分担などについて提案し、今後社区に

おける高齢者在宅介護サービスのあり方を検討する。 

 

１－３ 研究の位置づけと意義 

（１）既往研究から見られた本研究の特色 

高齢者在宅介護サービスに関する研究が多く、その中で高齢者に日常生活などから見たサービ

スの必要性に関するものや高齢者在宅サービスの現状を調査するものが多くみられた。それに対

して、高齢者サービスの産業化に関する研究が尐なく、特に民間事業者を対象とした研究は極め

て尐なかった。本研究に関連する主な既往研究を以下に挙げる。 

 

●高齢者の日常生活に関するもの 

・中国政府による一部地域における高齢者の生活全般に関する調査 13）（高齢者の収入、身体、

住宅、社区サービスなど）※「中国城郷老年人口一次性抽様調査（2000年）」、「中国城郷老年人口追跡調査（2006、

2010年）」 

・高齢者に対する扶養や介護意識 15）、また高齢者自らの生活意識 16）に関する研究 

・日常生活から見た介護・支援の必要性 14、17－18、49） 

・高齢者の地域生活から見たサービスの必要性 19-21） 

 

●高齢者在宅サービスの現状に関するもの 

・中国の高齢者在宅サービスの全般の現状に関する研究 22-24） 

・中国の各地における高齢者在宅サービスに関する事例研究 25、26） 

・高齢者在宅サービスの産業化についての研究 27、28） 

・高齢者サービスに関する人材についての研究 58－60） 

 

●社区における高齢者在宅サービスの現状に関する研究 

・サービスの必要性に関する研究 48－49） 

・社区及び社区サービスの発展から高齢者在宅サービスを述べるもの 29、31－32、54－55） 
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・社区の役割などから見た現状に関する研究 30、33） 

・サービスそのもの現状及び課題に関する研究 34-38、50－53） 

 

●家政サービスと家政会社に関するもの 

・女性の権利や社会進出から論じた研究 11、39-42） 

・家政サービスのフォーマル化に関する研究 10、11） 

・家政サービスの産業化、サービスの多様化に関する研究 6、43-45） 

・家政サービス員の専門性から家政サービス・家政会社を論じた研究 46） 

 

高齢者の日常生活に関しては、介護が必要であるかどうかを関係なく、多数の高齢者は住みな

れた地域で暮らすことが望まれ、社区サービスやそれに関する整備の推進が必要であることを指

摘している。地域における高齢者の継続居住のための社区における高齢者在宅介護サービスにつ

いて研究する重要性が改めて確認できた。しかし要介護高齢者を対象とした訪問調査が極めて尐

なく、住宅や介護による要介護高齢者の生活実態が十分に研究されていないと思われる。 

中国の高齢者在宅サービスの全般の現状に関して、ほぼ全ての研究が在宅の高齢者に対するサ

ービスは、社区が非常に重要であり、今後促進すべきだと指摘した。また、高齢者サービスの産

業化が進み、今後社区に注目し、サービスや提供者の専門性などに対する整備、需要に満たすた

めに民間事業者の参入を更に拡大すべきなども指摘されている。しかし、今後地域社会で社区と

民間事業者は、在宅の高齢者に対する支援サービスを具体的にどのように分担するのか、課題に

向けてどのように整備していくのかなどに関する研究は見られていなかった。 

社区における高齢者在宅サービスの現状に関して、既往研究では高齢化などによるサービス需

要の拡大とそれに対する中国政府による整備が進められており、社区は高齢者だけではなく子供

や女性など住民全体の地域における生活支援を行っているなどが分かった。また、多くの文献で

は高齢者在宅サービスの提供が限られており、課題が非常に多いことが指摘されている。社区が

重要視される中で、それに関する研究が多く、現状はある程度把握されていることが判断できる。

しかし、中国は各面で地域における格差が大きく、地方政府による社区における高齢者在宅サー

ビス整備も異なっている。既往文献のうち、サービス全体また北京や上海などの大都市を事例に

したもの多く、それに対して地方都市に関するものが尐なく、現状に対する把握が不十分だと考

えられる。 

家政サービスと家政会社に関しては、以上の既往研究により、近年高齢化等によるサービス需

要の拡大と農村からの出稼ぎ者や失業者等の増加が一致したことで、家政サービスと家政会社は

飛躍的な発展を遂げたが、それに関する課題も多いことが指摘された。しかし家政サービスにお

ける高齢者向けサービスの必要性が指摘されている一方、女性や職場創出また従事者の角度から

述べるものが多く、高齢者サービスの全体から触れたものがあったが、高齢者の視点から家政サ

ービス、家政会社を具体的に把握する研究がほぼ見られていなかった。家政会社における高齢者

サービスの現状は未だに明らかにされていないことが分かった。 
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以上から見られた本研究の特色は、先行研究の比較的に尐ない地方都市に着目した点、また要

介護高齢者の生活実態を明らかにすることによりサービスの必要性を確定し、社区居民委員会事

務所と家政会社の両方に調査を行い、公的と私的の二つの視点から検討を行う点、さらに、全体

を通じて、以上のサービス利用者と提供者の両者から課題を把握するところにある。このような

手法を用いて、社区における高齢者在宅介護サービスを明らかにした研究はみられない。 

 

（２）社区におけるコミュニティづくりと高齢者在宅サービス提供の地域格差 

社区コミュニティづくりは、中国語で「社区建設」である。2000 年の「全国における都市部

社区建設の推進に関する意見」では、「社区建設とは、党と政府の領導の下で社区の力を借り、

社区の資源を活用して、社区の機能を強化し、社区の問題を解決し、社区における政治、経済、

文化、環境の強調的、健全な発展を促進し、社区住民の生活水準と質を高めることである。」と

定義された 47）。 

中国政府は社区コミュニティづくりを推進する一方、具体的な実施は地方政府に任されており、

地方による独自の施策も認められている。地方におけるコミュニティづくりは国の総合計画を基

づき、それぞれの事情や地域性などによって地元政府の指示に従い、整備が進んでいる 53－54）。

しかし地方に対する統一の行政指導や管理体制は実施されていないことにしたがい、福祉サービ

スの提供における相違が生じている（表１－２）。 

北京や上海などの大都市では、街道弁事処が各種社区サービスセンターを設置し、社区居民委

員会がそこで行われるサービスを補完するという形で、社区内住民に様々な福祉サービスが提供

されている 52－53、55）。高齢者在宅サービスを見ると、北京や上海では、論文本文で述べる長春市

で提供されているサービス内容以外にデイサービス、訪問看護、リハビリ、配食などのサービス

も整備されており、より充実している。また、青島、天津、大連などにおいても、街道弁事処を

主体としてサービスの提供を行っている 53－54）。 

それに対して、「社区民主自治」の典型的事例として広く知られる「瀋陽モデル」も注目され

ており、武漢や長春などの都市に採用された。瀋陽市は社区民主自治を強化するため、社区業務

と行政の業務を別々に分け、居民委員会の代表は民主選挙で選出している。また、社区コミュニ

ティにおいて社区居民委員会が主要な担い手とされ、社区サービスを提供することを主な任務に

付けられ、住民や企業参加が促進された。所属する区政府もしくは街道弁事処の指導や支援を受

けるが、社区内住民への具体的な福祉サービスの提供は、主に社区居民委員会が担っており、社

区居民委員会事務所がサービス提供の主体である 53－54、56－57）。 

本研究は、中国の地方都市長春市における高齢者在宅介護サービスに焦点を当て、サービスが

最も必要とされている要介護高齢者、主なサービス供給源である社区居民委員会事務所（公的）

及び家政会社（私的）の二角度、三者から検討を行い、それらの関係性を考慮しながら今後高齢

者在宅介護サービスのあり方を検討するものである。 

以上を踏まえると、本研究は主に地方都市が実施している居民自治型高齢者在宅介護サービス

のあり方を追求する先駆研究として位置付けることができ、研究の意義があると考える。 
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表１－２．社区における高齢者在宅サービスの比較 

出典：「高齢者人口」のデータは、北京市は http://bjwb.bjd.com.cn/html/2012-10/23/content_151697.htm、 

上海市は、http://www.shmzj.gov.cn/gb/shmzj/node8/node194/userobject1ai32031.html、 

瀋陽市は、http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2012/09/10/010003414.shtml による。 

「地方政府による社区業務支出」において、北京市は http://www.bjcz.gov.cn/zwxx/czyjsxx/t20110722_364076.htm 

上海は http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node22404/node24961/u21ai541169.html による。 

また「高齢者在宅サービス」は、地方政府による居家養老サービスに関する政策や既往文献を参考し、まとめた。 

 

１－４ 調査対象地域と方法・概要 

（１）調査対象地域 

長春市（図１－２）は中国の東北部に位置している。東北三省（遼寧省、吉林省、黒竜江省）

の一つである吉林省の省都で、省内の政治、経済、文化の中心地となっている。嘗て中国の最も

早く整備された工業基地の一つである。国有企業が多く、従業員の生活全般をカバーしてきた卖

位制度が根強い。改革開放により企業破綻、従業員のレイオフが進められ、経済発展が他地域よ

り遅れた。高齢者福祉において、従業員の養老年金を始め、高齢者向け在宅サービスにおける卖

位から社区への移行も遅れていた 51）。 

長春市の人口は 756.5万人、そのうち 60歳以上の高齢者は 10.5%、81人である。総面積は 4,789 

ｋ㎡、市内には 6 区（朝陽区・单関区・寛城区・二道区・緑園区・双陽区）があり、そのうち双

陽区以外の 5区が都市部に位置する。また 65 街道 381 社区を抱えている。都心部社区の面積は

小さく、郊外では大きい。 

中国の社区における高齢者在宅介護サービスは都市部を中心に展開しているため、本研究にお

いても、長春市都市部を対象とした。 

 

 

 

 
高齢者 

人口 

地方政府に

よる社区業

務支出 

高齢者在宅サービス 

対象 主な提供方法 内容 財源 

北京市 
247.9万人

（19.4％） 
371.9億元 

具体的な基準

が異なるが、

重点は、60歳

以上経済的に

生活困難な高

齢者、また経

済状況、年齢、

身体状況、家

族状況によっ

てサービス内

容や補助が異

なる 

①街道弁事所に属する社区サ

ービスセンター：サービス対

象者の認定やホームヘルパー

の派遣など 

②社区居民委員会事務所：各

種住民活動、設備の利用など 

訪問看護・介護、

家事援助、ショ

ートステイー、

ディサービス、

緊急時支援、配

食、法律相談、

精神的・心理的

ケア、ターミナ

ルケアなど 

①主に宝くじの利益、障

害者就職保証金、失業保

険金で賄う 

②不足部分は政府财政で

補充する 

上海市 
347.76万人

（24.5％） 
14.3億元 

②高齢者在宅介護サービス

は、主に街道に設置されてい

るデイサービスセンター（日

照服務中心）、ホームヘルプサ

ービス事業者（養老服務社）

によって提供されている 

②社区居民委員会事務所：各

種住民活動、設備の利用など 

①市と区の宝くじ利益：

年に 1000万元 

②残りは市、区が 1 対 1

で補助する 

瀋陽市 
123.99万人

（15.30％） 
－ 

①社区居民委員会事務所：住

民への福祉サービス、各種活

動設備の利用など 

②高齢者活動センター（星光

之家）：文化や娯楽活動など 

生活の世話、医

療・保険、心理

的ケア、文化教

育、体育・娯楽、

法律相談など 

市、区レベルの財政、宝

くじの利益、社会寄付、

街道及び社区自ら経費を

集める 
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（２）調査方法と概要 

まず、文献を整理することによって、中国全体と調査地における高齢者、在宅介護サービス、

社区に関わる基本的情報を得る（第２章）。その上で、現地調査を実施している（表１－３）。 

調査１は、調査２の事前調査である。2008年 3月に長春市民政局が紹介して下さった「十委

社区」と「沿河社区」において、社区や職員の概要、高齢者活動などについて調べた。「十委社

区」は、90 年代の中国では最も早く先進的な社区になり、「模範社区」と呼ばれた。今は国、省、

市レベルの「先進社区」である。「沿河社区」は、省と市レベルの「先進社区」である。 

調査１を通じて、十委社区居民委員会事務所の職員は調査２の協力を同意した。調査２では、

十委社区を事例として、そこに居住する要介護高齢者の介護や住宅状況などの生活実態を把握し

た。調査は、社区居民委員会事務所の居家養老サービス担当事務職員も同行し、2008年 7 月～8

月で行った。 

調査４では、長春市都市部にある 30社区居民委員会事務所が提供している高齢者在宅サービ

スの提供者の概要や提供流れ、またサービスの内容などの現状について把握した。最低保障の対

象者が最も多いことから、在宅サービスの重点である生活困難な高齢者が多いと想定した二道区

を対象としたが、時間の余裕があったため他区に所属する 5社区、合わせて 30社区を調査した。 

調査５は調査４の続きで、社区居民委員会事務所で提供されている高齢者在宅サービスに対す

る評価である。2012年 8月～9月に行った調査４で取り上げた 22 サービスに対して、サービス

を利用している 250人の高齢者に評価をしてもらった。 

以上の調査は、社区における公的な高齢者在宅サービスが中心である。それに対して調査３は、

私的福祉組織「家政会社」に対する調査である。2009年 11 月～12 月の間に、長春市の市区中心

部に位置する 22の家政会社に対して、家政会社や家政サービス員の概要、高齢者在宅サービス

の提供と利用状況などについてヒアリング調査を行った。この調査は、詳細を取り上げることは

中国 

吉林省 

十委社区 

沿河社区 

図１－２．調査の対象と概要 

※出典：長春市人民政府と「ウィキペディアーフリー百科事典」の

サイトに載っていた地図を元に作図。 

長春市 

長春市 

都市部 
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しないが、本論文の分析に際し、基本的な知見を得ているものとして位置付ける。 

以上、長春市を事例として、中国の地方都市における高齢者在宅サービスの現状について分析

を行う。 

 

表１－３．調査概要 

   調査概要                関連章  

調査１ 

十委社区と沿河社区の概要と高齢者活動に関するヒアリング調査 

第２章 
調査期間 2008 年 3 月 

ヒアリング対象 
十委社区と沿河社区居民委員会事務所の居家養老サービス担当事務

職員 

調査２  

要介護高齢者の生活実態に関するヒアリング調査・観察調査        

第３章 
調査期間     2008 年 7 月～8 月                       

ヒアリング対象  十委社区が住所を把握している要介護高齢者 19人（60 歳以上）  

観察対象     上記高齢者の家                        

調査３  
家政会社における高齢者向け在宅サービスの現状に関するヒアリング調査  

第６章 調査期間     2009 年 11月～12月                      

ヒアリング対象  22 の家政会社の管理・事務職員                 

調査４  
社区居民委員会事務所による高齢者在宅サービスに関するヒアリング調査                       

第４章 調査期間     2011 年 8 月～9 月                       

ヒアリング対象  30 の社区居民委員会事務所の居家養老サービス担当事務職員    

調査５  

社区居民委員会事務所による高齢者在宅サービスに対する評価に関する調査                       

第５章 
調査期間     2012年 8 月～9 月 

ヒアリング対象  
社区居民委員会事務所による高齢者在宅サービスを利用している高

齢者 250 人 

 

１－５ 論文の構成 

本研究は全７章で構成されている（図１－３）。 

第１章は、本論文の序論である。本研究の背景、目的を明記し、既往文献の整理と中国社区コ

ミュニティづくりの現状によって、本研究の位置付けを行っている。また、調査対象地の紹介と

調査方法及び概要を述べている。 

第２章は、「研究の目的の①、②」の背景に相当する。中国全国と調査対象地である長春市に

おける高齢者の状況、在宅介護サービスの発展と社区の変遷また現状について基本的文献を整理

し、現地調査による社区の概要や高齢者活動の状況などを概略的に把握する。 

第３章は、「研究の目的の①」に対応するものである。要介護高齢者の介護と住宅状況を分析

し、生活実態を把握する。 

第４章及び第５章は、「研究の目的の②」の現状に相当する。社区居民委員会事務所で提供さ

れている高齢者在宅サービスの現状及び高齢者の評価を把握し、サービス内容やその評価を分

類・分析する。 

第６章は、「研究の目的②」の現状に相当する。家政会社における高齢者向け在宅サービスの

現状を把握し、分析する。 

第７章では、上記の「研究の目的」の２点をまとめ、要介護高齢者の現状を合わせた公的と私
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序論                   

第１章 研究の背景と目的             

第Ⅰ部 中国における高齢者在宅介護サービスに対する把握           

第２章 中国における高齢者在宅介護サービスと社区の現状                               

第３章 要介護高齢者の生活実態－長春市の十委社区を事例として－ 

第Ⅱ部 長春市における高齢者在宅介護サービスの現状                

社区居民委員会事務所 
 

第４章 長春市の社区居民委員会事務所による高 

齢者在宅サービスの現状 
 

第５章 社区居民委員会事務所が提供する高齢者 

向け在宅サービスに対する利用者の評価 

について 

結論                      

第７章 研究の総括と今後の課題                     

家政会社 
 

第６章 長春市の家政会社に 

おける高齢者向け在 

宅サービスの現状 

図１－３．論文構成 

的の福祉組織の現状における問題とその役割分担に着目して分析し、結論とする。 
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第２章 中国における高齢者在宅介護サービスと社区の現状 

 

２－１ 本章の目的 

高齢化が急速的に進む中国では、あらゆる面における高齢者サービス整備が速められている。

本章では、中国の高齢者政策や先行文献を整理し、高齢者の状況、社会福祉制度などにおけるこ

れまでの発展及びその方向性と整備の状況について把握する。また、在宅介護サービスの主な担

い手である社区の発展、定義、仕組み、サービス内容などについて把握する。 

中国全体の状況をまとめた上で、長春市を事例として、高齢者、社区、在宅介護サービスの状

況について文献調査を行い、整理する。また、現地調査による社区における高齢者活動の概況を

加え、中国における高齢者在宅介護サービスの基盤整備状況を把握する。 

以上を踏まえて、本章の目的は、中国における高齢者在宅介護サービスと社区の現状を明らか

にすることである。 

 

２－２ 高齢者の現状 

（１）高齢者の定義 

 国連（UN）によると、国や地域の 60 歳以上の人口は 10%以上、あるいは 65歳の人口は 7%以上

になると高齢化社会に至る。1982 年に行われた高齢者問題世界大会で公表した高齢化の基準は

表２－１の通りである。 

 

表２－１．1982 年に打ち出した高齢化の基準 

人口指標 青年型 成年型 老齢型 

60 歳以上人口の割合 5%以下 5%～10% 10%以上 

0～14 歳人口の割合 40%以上 30%～40%以上 30%以下 

老若の比率 15%以下 15%～30% 30%以上 

年齢中位数 20 歳以下 20～30歳 30 歳以上 

出典：仝利民：老年社会工作，華東理工大学出版社，p7，2006.5 

 

通常、発展途上国は 60 歳、先進国は 65 歳を高齢者の法定退職や養老年金保険の年齢となる

が、社会的、生理的、心理的の変化によってその基準が異なる場合がある。 

1996年 10月 1日に实行された「中華人民共和国の高齢者権益保障法」の第二条では、本法に

おいて 60歳以上の国民を対象すると明記された。また、中国の養老保険の対象年齢も 60歳以上

である。また 1999 年に労働社会保障部が定めた「国家規定に違反して企業労働者を早期に退職

させることを抑制し、是非する問題に関する通知」において、法律で企業従業員の退職年齢を男

性 60歳、女性 55歳としている。このように中国では、一般的に 60 歳以上の者を高齢者とする

ため、本研究においても 60 歳以上の者を対象とした。 
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（２）高齢化の特徴 

中国の高齢化は主に以下の特徴がある 1－2）。 

①高齢者人口の規模が大きい：中国の高齢者人口は 2000 年に 1.3億人（10.3％）、2006年に 1.43

億人（11％）、さらに 2010 年の人口センサスにより高齢者人口は 1.78億人に達し、全国人口の

13.26%を占める。高齢者人口が最も多い国であり、世界高齢者人口の 23.6％を占める。 

②高齢化の進行が速い：中国の高齢者人口は 1982 年の時点で 5%を占め、「成年型」に入った。

1999年に 10%に達し、「高齢型」になった。20 年もかからず、既に高齢化社会に入った。今毎年

3%以上のスピードで増加している。 

③豊かになる前に高齢化になった：先進国では、一般的に 1人当たり GDPが 1 万ドルを超えて

から高齢化社会に入るが、中国は 2001 年から 5,000～1 万ドルを超えたばかりである。2012年

の一人当たり GDPにおいて、日本は

46,706 ドル、アメリカは 51,703 ド

ルに対し、中国は 6,071 米ドルに過

ぎない（図２－１）。中国は典型的

な「豊かになる前に高齢化になっ

た」国だと言える。 

④地域及び、都市部と農村部の格差

が大きい：中国では地域によって大

きな格差が存在している。①北京、

上海、天津などの沿海地域が 1990

年には既に高齢化になり、「高齢型」

になっていた。特に上海は 1980 年

に高齢化社会に入った。②河南省、

湖南省、遼寧省、吉林省、内モンゴルなどの内陸地域は間もなく高齢型に加える地域である。③

西部の辺境地域においての高齢化は後進であり、全国より 20 年も遅れている。また、近年農村

から都市への人口移動が激しく、2000 年から農村部の高齢化率は都市部を超えた。2000 年に都

市部高齢化率は 6.4％に対し、農村部は 7.5％である。また、2006 年の都市部高齢化率は 6.86％、

それに対して農村部は 14.49％である。 

（３）要介護状況とサービスの需要 

近年、家族扶養・介護の衰弱化が進行する一方、高齢者の生活状況も深刻している。中国の平

均寿命が延び、それに対して一世帯あたりの平均人数が年々減尐している（表２－２）。空き巣

高齢者が増加し、2012年に 0.99億人に達し、2013年に 1億人を突破すると予測されている。ま

た、高齢者の収入が尐なく、現在 921～1,168 人の貧困な高齢者がいると推測されている 3）。健

康状況において、慢性病を抱える高齢者が増えており、2012 年に 0.97億人、2013 年に 1億人を

突破すると予測されている 4。 

また、中国老齢科学研究センターが 2010 年に発布した「全国城郷失能老年人状況研究」によ

図２－１．中国における一人当たり GDPの推移 
（USドル） 

出典：IMF - World Economic Outlook Databases (2013.10) 
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ると、2010 年の要介護高齢者は 3,300 万人、高齢者人口の 19％を占める。2015 年に 4000 万人

に達っし、高齢者人口の 19.5％を占めると予測されている（表２－３）。家族扶養・介護の衰弱

化が顕在化する一方、高齢者の生活保障が深刻である。 

 

 

表２－２．一世帯当たりの平均人数と平均寿命の状況 

年 1953 1964 1982 1990 2000 2010 

一世帯当たりの平均人数（人） 4.33 4.43 4.41 3.96 3.44 3.10 

平均寿命（歳） ― ― ― 68.55 71.40 74.83 

出典：『中国人口普査資料』（2000、2010年） 中国統計出版社 

 

 

表２－３．高齢者の要介護状況 

年 2000 2006 2010 2015 

60 以上人口（万人） 12,998 14,657 17,765 22,100 

要介護高齢者人口（万人） 2,260 2,834 3,300 4,000 

要支援高齢者 1,461 1,894 2220 2,760 

要介護高齢者 799 940 1080 1,240 

要支援・介護率（％） 17.4 19.3 19.0 19.5 

出典：石田路子：中国における高齢者介護サービスの現状と課題，城西国際大学紀要第 21巻第 4号，p11，2013.3 

公益財団法人大阪市都市型産業振興センター 新産業創造推進室： 急速な高齢化の進展で需要が高まる中国高齢 

者市場～高齢者人口は日本の 4倍、日本の総人口とほぼ同じ、40年後には 4億人市場に～ 

http://b-innov.jp/business/2012/business06.htmlにより 

 

 

表２－４．都市の住民における社区サービスの需給状況 

サービス内容 

需要 供給（平均値） 

世帯数 

（万） 

全体の比率 

（％） 

サービスを得た

世帯数（万） 

サービスが得られて

いない世帯数（万） 
家庭訪問電気修理 

新聞配達 

家の修理 

パートタイマー 

家庭教師 

定時野菜配達 

病人や高齢者の介護 

訪問洗濯 

子供の預かり 

学生の食事提供 

高齢者の食事提供 

朝食配達 

生徒の送り迎い 

高齢者の話相手 

昼食配達 

夕食配達 

買い物代理 

350.84 

296.71 

223.72 

202.19 

142.74 

138.68 

105.53 

98.31 

79.66 

71.51 

70.09 

58.53 

55.10 

48.95 

35.98 

30.02 

24.52 

42.8 

36.2 

27.3 

24.7 

17.4 

16.9 

12.9 

12.0 

9.7 

8.7 

8.5 

7.1 

6.7 

6.0 

4.4 

3.7 

3.0 

240.0 

237.1 

127.6 

120.2 

87.8 

44.0 

42.7 

39.7 

37.1 

36.6 

32.6 

32.5 

18.7 

13.5 

12.9 

6.1 

4.2 

110.0 

59.6 

96.1 

82.0 

55.0 

54.3 

62.9 

40.0 

43.4 

33.5 

106.1 

22.6 

30.2 

45.0 

23.1 

23.9 

20.3 

出典：北京美蘭徳情報公司 
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現在高齢者や子供に対する世話が必要としている者は、都市部で 1.2 億人である。64％の都市

部の家庭は家政サービスを必要とすることに対し、61％の家庭は経済的に家政サービスを購入す

る能力があるとされている 5）。2000 年に中国国家統計局に所属する「北京美蘭徳情報公司」は

北京、上海、広州、成都、西安、瀋陽、青島の 7 つの都市の住民 1900人が社区サービスに対す

る意識調査を行った。調査の結果によると、70％以上の家庭が病人や高齢者の介護、高齢者の付

き添い、子供の通学送り迎え、子供の世話、お弁当の訪問配達、買い物の代理などの 17 サービ

スを必要としていることが分かった（表２－４）。 

 

２－３ 高齢者事業の発展 

２－３－１ 高齢者に関する重要な機構（表２－５） 

中国は昔から親孝行を重視する国である。孔子を祖とする教学「儒学」の影響で、数々の詩

句、文献がつくられた。毎日の朝、昼、晩怠けることがなく、親にご機嫌をうかがい、親の食事

の回数に合わせて摂取する皇帝もいた。 

また、退職官吏と普通の高齢者を対象とする優遇制度があった。521 年.に扶養者のないと自

力で生活の出来ない高齢者に対して衣食を給付し、住所を提供するといった制度が打ち出された。

それに、扶養者のないと自力で生活の出来ない高齢者と子供に対して、収容する機構「孤独園」

が造られた。これは中国における初めての養老救済機構である。その後の各王朝においてもこの

ような社会救済の仕方が継承され、その規模も拡大され、各地域の機関でも自分で生活の出来な

いと思われる高齢者に食べ物、医薬品、布団や服、住む場所などを与えるような最低生活保障の

サービスが提供された。 

中国は昔から「孝行」の文化、国や地域による高齢者に対する保障制度があるが、近代になっ

て中国内部、外部との戦争で高齢者に対する社会保障制度があまり発展することができなかった。

1954 年中華人民共和国が成立してから、計画経済が实施され、すべての国民の基本生活が保障

されていたので、また高齢者人口は顕著ではないため、1982 年までに高齢者問題は中国政府に

重視されていなかった。高齢者福祉の研究も白紙であった。 

中国は国連の加盟国の一つで、1982 年 7 月に開催される「高齢者問題世界大会」に参加する

ため、3月に「老齢問題世界大会中国委員会」を創立した。1982 年 10月に国務院は「老齢問題

世界大会中国委員会」を「中国老齢問題全国委員会（全国老齢委）」に改名し、さらに 1995 年 2

月に「中国高齢者協会」に変更した。また、1986 年 4 月 9 日に国家経済体制改革委員会により

「中国老年学学会」、1989年 3月に国家人事部により「中国高齢者科学研究センター」を創立し、

中国高齢者問題における研究、業務の推進に重要な役割を果たした。今中国の都市部ではほとん

どこの 3 つの機関が設立されている。さらに、2001 年 4 月 11 日に「中国老年学学会」の下に、

「中国老年学学会老齢産業委員会」を発足した。 
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表２－５．中国の高齢者における重要な機構の設置 

年・月 認定の機関 組織名 

1982.3 国務院 中国老齢問題全国委員会 

1986.4 国務院 中国老年学学会 

1986.5 － 中国老年基金会 

1989.3 中国老齢問題全国委員会 中国高齢者科学研究センター 

1999.10 国務院 中国老齢工作委員会 

出典：王国忠 2006年博士論文 「中国の都市部における高齢者の居宅介護研究」とその他資料より整理した。 

 

1999 年10 月に高齢化社会に対応するために、国務院が直属し、高齢者事業全般を統括する「中

国老齢工作委員会」が設置された。「中国老齢工作委員会」のメンバーは、公安部、民政部、司

法部、財政部、国家人口計画委員会、国家統計局、全国婦女連合会、中国老齢協会などの28部門

である。2005年8月に民政部内に、「中国老齢工作委員会」の事務所として高齢者事業運営上の

諸事務を行う「全国老齢工作委員会弁公室」を発足した。年金制度や生活保障制度などの社会保

障制度の整備、福祉施設の充实、社区における高齢者向けサービスや高齢者介護サービス体系づ

くりなどの整備と推進事業が「全国老齢工作委員会弁公室」の日常業務に盛り込まれた。 

 

２－３－２ 高齢者に関する社会保障制度 

現在の高齢者に関する社会保障制度は、主に中国 80 年代の経済改革によって発展ができたと

見られる。ここでは、以下の 3つの面から説明するとする。 

（１）養老年金保険制度（年金制度）[表（２－６）～表（２－７）] 

1951 年に、中国政府は「中華人民共和国労働保険暫定条例」を打ち出し、都市部を中心とす

る社会保障制度が確立した。この条例により、従業員の疾病、就労中の事故による負傷、医療、

退職、死亡などを完全に賄う法的な養老保険制度ができた。 

1986年から、従業員の給料の 3%を納めるようになった。 

1997 年の「統一の企業従業員基本養老保険制度を定める制度に関する決定」により、いくつ

かの法案が統一され、これを規準とし、政府、企業、個人の 3 つの面から養老年金を賄うように

なった。また、経済発展の水準により養老年金を高めることも定められた。 

また、1990 年代から中国における企業従業員養老保険制度発展の目標は社会保障の社会化管

理を推進し、養老金は社会服務機構により配布し、人員管理も社区がするとなった。2000 年か

ら国務院は遼寧省を先頭とし、それから吉林省と黒龍江省がテスト地域となった。2005 年に「完

善企業従業員基本養老保険制度に関する決定」が打ち出され、中国東北 3省で实施した経験がま

とめられ、全国へ展開された。一方、農村部の養老年金制度は、1991 年の「農村社会養老保険

基本方案」と 1992 年の「県級農村社会養老保険基本法案（試行）」により普及を促した。 

2009年に農村部住民を対象とする年金制度「新型農村社会年金」を打ち出し、さらに 2011 年に

「都市従業者基本年金」に加入できなかった者を対象に、「都市住民社会年金制度」を創った。

中国国務院が発表した 2011 年 9 月に「中国老齢事業発展“十二五”計画」では、養老年金保険

制度を健全化し、全国で養老年金保険制度を普及に取り組むことが明らかになった。現在都市部 
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表２－６．養老保険に関する法律・政策 

年 制定・認定の機関 法律・政策 

1951 ― 中華人民共和国労働保険暫定条例 

1955 ― 国家機関人員退職処理暫定弁法 

1958 ― 個人、職員退職処理の暫定規定 

1991.6．26 国務院 企業従業員養老保険制度改革に関する決定 

1991 国務院 農村社会養老保険基本方案 

1992 民政部 県級農村社会養老保険基本法案（試行） 

1995 国務院 企業従業員養老保険制度の強化に関する意見」 

1995 労働保障部 企業補充老保険制度の定めに関する意見の通知の印発に関して 

1997.7.16 国務院 統一の企業従業員基本養老保険制度を定める制度に関する決定 

1999 国務院 社会保険費を納める暫定条例 

2000 国務院 都市と町社会保障体系を完全するテスト地域に関する方案 

2004 労働と社会保障部 企業年金試行弁法 

2004 
労働と社会保障部、銀監

会、証監会、保監会 
企業年金基金管理試行弁法 

2005.12.3 国務院 完善企業従業員基本養老保険制度に関する決定 

2009 国務院 新型農村社会年金試行の展開に関する指導意見 

2011 国務院 都市住民社会年金試行の展開に関する指導意見 

出典：陳叔紅 2007年 『養老服務与産業発展』 湖南人民出版社 

仝利民 2006年 『老年社会工作』 華東理工大学出版社 

華迎放 2007年 『社会保障』 中国労働社会保障出版社 

朱青、郭雪剣 2007年 『養老保障多支柱養老体系下的公共養老金計画』 中国社会出版社などにより、筆者が 

作成したもの。 

 

において、政府財政による補助額を引上げ、2011 年度では、給付総額の 17.8％を占める 2,272

億元を補助した。都市部加入者は 2.84 億人である。 

都市部では、養老年金は高齢者の収入源の 66.3％を占めている。人力資源・社会保障部の発

表によると、2011年度の全国年金総額は約 8,000 億元～9,000 億元、平均受給額は 1,531 元／月

である（吉林省の平均受給額は 1,370 元／月である）。さらに毎年受給額の引き上げをしており、

2020 年に 2 兆 8,145 億元、2030 年に 7 兆 3219 億元に達すると予測されている。しかし、2030

年に高齢化ピークだと言われている時期であり、国民経済増加の速度は 6%に対し、年金給付対

賃金の比率は 42.3%に至ると予測されている。中国の養老保険制度はこのまま維持できるかどう

かは大きな課題となっている。 

（２）医療保険制度[表（２－８）～表（２－９）] 

1952 年に「全国人民政府、党派、団体及び所属する事業単位の国家工作人員を対象し、公費

医療予防に関する指示」指定される病院で受診すると、規定される範囲の医療費が賄われるよう

になった。 

1994年に江蘇省と江西省でテストし、1996 年にさらにテストの範囲を海南、深圳、青島など

に拡大した。入院に対する医療保険などを实験し、個人の医療保険のための通帳を作り、その通

帳に援助費を送っていた。 

1998 年に国務院は「城鎮従業員基本医療保険制度に関する決定」を打ち出し、全国で従業員

基本医療保険を实施した。吉林省では、2000 年に「吉林省城鎮従業員基本医療保険制度総体規

画」を発表した。翌年、長春政府は「長春市城鎮従業員基本医療保険制度实施方案」を打ち出し 
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た。しかし、労働と社会保障部の統計によると、2002年にレイオフ、退職した人の中で 2474 万

人しか医療保険に加入しておらず、39%の人は医療保険に加入していなかった。多くの企業は経

営不調に悩まされ、医療費の補助を出せなかった。 

また、対外開放の影響で多くの失業者が生み出されたため、中国政府は 2003 年に「城鎮の定

職のない人員が基本医療保険の参加に関する指導意見」を打ち出した。これで、定職に就く人だ

けではなく、フリーター、農村からの出稼ぎ者も医療保険に加入することができた。2005 年ま

で、医療保険の加入者は 13,709 万人、そのうち定職のない人は 300万～400万人である。 

さらに、2005 年に、都市部の居民最低生活保障の対象者で医療保険を加入していない者のた

めに、医療救済制度（「都市医療救助制度テスト地域を定める工作に関する意見」）を創った。2

年間以内にテストし、その後の 2～3年の間で全国の都市部で普及するとの計画であった。 

2009年 3 月に国務院により「医薬衛生体制改革の深化に関する意見」と「医薬衛生体制改革 

表２－７．現行の養老年金保険制度 

※保険料は、地方政府に統括管理されるため、地域によって保険料算定基準や保険率などが異なる。 

出典：人力資源・社会保障部「2011 年度人的資源及び社会保障事業発展統計公報」、日本貿易振興機構「中国高齢者産業

調査報告書」などにより 
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表２－８．医療保障制度に関する政策 

年 制定・認定の機関 政策 

1952 ― 
「全国人民政府、党派、団体及び所属する事業単位の国家工作人員

を対象し、公費医療予防に関する指示」 

1994 
国家体改委、財政部、労

働部、衛生部 
「従業員の医療制度改革のテスト地域に関する意見」 

1996 
国家体改委、財政部、労

働部、衛生部 
「従業員の医療保障制度改革テスト地域の拡大を関する意見」 

1998.12.14 国務院 「城鎮従業員基本医療保険制度に関する決定」 

2003 労働保障部 「城鎮の定職のない人員が基本医療保険の参加に関する指導意見」 

2005 
民政部、衛生部、労働と

社会保障部、財政部 
「都市医療救助制度テスト地域を定める工作に関する意見」 

2007 国務院 「都市部住民医療保険制度の試行に関する指導意見」 

2009.3.17 中国共産党中央、国務院 「医薬衛生体制改革の深化に関する意見」 

2009.3.18 国務院 「医薬衛生体制改革实施方案（2009－2011）」 

出典：華迎放 2007年 『社会保障』 中国労働社会保障出版社、深化医薬衛生体制改革 http://www.gov.cn/ztzl/ygzt/ 

により筆者が作ったもの。 

 

 

表２－９．現行の医療保険制度 

 対象者 
加入 

形式 
保険料基準 

※地域によって異なる 

加入者数 

（2012 年まで） 

収入額 

（2012年まで） 

給付額 

（2012年まで） 

都市従業員基

本医療保険（城

鎮職工基本医療

保険） 

都市就

労者 

都市

戸籍 
強制 

概ね企業：10％、 

個人負担：2％ 
2億 6,486万人 

6,939億元 5,544 億元 

農村

戸籍 
任意 

都市住民医療

保険（城鎮居民

医療保険） 

就労していな

い都市住民 
任意 

長春市の場合、 

18歳以下：年間 315元 

19～59歳：年間 480元 

60歳以上：年間 480元 

2億 7,156万人 

新型農村合作

医療保険 
農村戸籍 任意 － 

2,566県（市、区）

实行 
－ － 

出典：2012年人力資源和社会保障事業発展統計公報 

http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/shizhengyaowen/201305/t20130528_103939.htm 

長春市調整 2013年城鎮居民基本医療保険納費和補助基準 

http://www.ccnews.gov.cn/zcxw/zcyw/201304/t20130411_1035728.htm などにより、まとめた。  

 

 

实施方案（2009－2011）」を打ち出し、「従業員基本医療保険」、「都市住民医療保険」、「新型農村

合作医療保険」といった全国民医療保険が進められた。 

現行の医療保険基準は地域によって異なるが、「従業員基本医療保険」は概ね企業が 10％前後、

個人負担が 2％前後である。2012年まで「従業員基本医療保険」の加入者は 53,641 万人である。 

また「都市住民医療保険」において、長春市の場合、2007 年 10 月 25 日に長春市政府は「長

春市城鎮居民基本医療保険試点实施方案」を打ち出し、その後も保険基準を調整した。2013年 4

月に長春市政府は「2013年城鎮居民基本医療保険交付と補助の基準に関する通知」を発表した。

現行の保険基準は、18歳以下は年間 315元、そのうち個人負担が 35元、政府補助が 280 元であ

る。19～59歳は年間 480 元、そのうち個人負担が 200元、政府補助が 280 元である。60歳以上
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は年間 480 元、そのうち個人負担が 100 元、政府補助が 380 元である。また、60 歳以上の高齢

者の政府補助のうち、中央政府は 156元、省政府は 74.4 元、市と区政府はそれぞれ 24.8 元、市

の総工会は 100 元である。 

（３）社会救済制度 

1949年から 1955年の間、昔の慈善団体と救済機構を継承し、主に自分で生活の出来ないと思

われる高齢者を対象とする養老院、親戚のない孤独な子供と高齢者を対象とする生産教養院が設

立した。1956 年に都市部では生産教養院における高齢者と子供の業務が分離され、残老院と児

童教養院となった。その後、それぞれ社会福利院と養老院と改名された。1980 年から中国政府

は社会救済、社会福祉における新たな推進方法を検討し始めた。生活困難の高齢者だけではなく、

各家庭の状況により自費で入居するサービスも定められた。今中国の都市部において、労働力の

ない高齢者に対して、収入のないあるいは養ってくれる家族のない、家族の収入で高齢者の生活

を負担することができないのような場合、社会福利院という老人ホームに通じて高齢者の基本的

な生活を保障している。しかし、統計によると、約 1400 万以上の高齢者は高齢者福利機構に入

居する希望があるが、中国の各種福利院は 100個ぐらいのベットしかない厳しい状況である。 

また、地域で生活している生活困難な高齢者に対して、主に最低生活保障制度(日本の生活保

護制度に相当する)で賄っている。1999 年 10 月に中国政府は「都市居民最低生活保障条例」を

打ち出した。戸籍が都市部のすべての国民に対して、一緒に生活している家族全員の平均収入は

該当都市の居民最低生活保障の基準より低い場合、該当地の政府から基本的な生活物質をいただ

ける権力があると明確されていた。制度当初は、都市部住民だけを対象していたが、現在は農村

部も適用できる。それ以外に、中央あるいは地域の政府、地域管理コミュニティから、また高齢

者事業に貢献したい企業や個人の寄付により、地域基層組織を通じ、臨時的な援助がある。さら

に、90歳以上あるいは 100 歳以上の高齢者を対象に経済的に支援、優遇制度もある。 

2012年末まで、都市部の居民最低生活保障の対象者は 1114.9 万住戸、2143.5 万人である。政

府財政支出資金は 674.3 億元、そのうち中央政府補助 439.1 億元、65.1％を占める。2012 年全

国最低生活保障の平均基準は 330.1元／月、それに対して全国補助の平均額は 239.1元である 6）。 

 

２－３－３ 高齢者向け在宅サービスの社区化・産業化 

（１）高齢者向け在宅サービスの社区化・産業化の促進整備（表２－１０） 

国から高齢者生活の保障制度、民間で生活が困っている高齢者を同情し、彼らを収容する場

所を与えたりするのが中国の古代における主な高齢者福祉の方式である。 

1954 年に中国政府は「都市居民委員会組織法」を打ち出し、地域における地域住民で構成さ

れた管理組織が誕生した。当時は中国の各地域の行政の目として、行政とその出先機関の仕事を

助けたり、地域の治安を守ったり、地域住民の生活を把握したりする組織であった。同時に、国

や単位は全額で公務員や従業員の医療、年金などすべての生活保障サービスを提供する社会保障

制度が推進され、「単位」はその行う担い手となった。しかし、1978年に対外開放が实施され、

市場経済体制が導入され、これまでの単位による社会保障制度が崩壊された。 
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表２－１０．高齢者サービスの社区化に関する法律・政策・会議 

年・月 
主催、制定、認定

の機関 
法律・政策・会議 

1954 ― 都市居民委員会組織法 

1979 ― 社会救済福祉業務会議 

1984 民政部 全国都市社会福祉事業単位改革整備工作経験交流会議 

1987 民政部 全国社区サービス工作座談会 

1987 民政部 大連市社区服務事業座談会 

1987 民政部 全国社区服務事業座談会 

1989 民政部 全国都市社会福祉事業単位進化改革工作座談会 

1992.6 中共中央、民政部 第三産業における発展の加速に関する決定 

1993 中央 14の部委局 社区サービス業における発展の加速に関する発展 

1994 民政部 全国都市社区服務経験交流会 

1994 民政部等 中国老齢工作七年発展綱要（1994～2000年） 

1995 第十五期五中全会 国民経済と社会発展“九五”計画と 2010年長期計画の意見に関する制定 

1995 民政部 社区サービスモデル都市における規準 

1996 
第八期全国人大常

委会第 21次会議 
中華人民共和国老年人権益保障法 

1999 民政部 全国における社区建設のモデル地域の工作方案 

1999 国務院 全国老齢工作委員会設立に関する国務院通達 

1999 建設部、民政部 老年人建築設計規範 

1999 民政部 社会福利機構管理暫定弁法 

2000.8 中共中央・国務院 老齢工作の強化に関する決定 

2000 
民政部、国家計委等 

11の部門 
社会福祉社会化の促進に関する通知 

2000.11 中共中央・民政部 全国における都市部社区建設の推進に関する意見 

2001 民政部 社区老年福利サービス星光計画 

2001 国務院 中国老齢事業発展十五計画綱要（2001～2005年） 

2004 国務院 中国高齢者事業発展の“十一五”計画（2006～2010） 

2005 全国民政工作会議 養老サービス社会化のテスト活動に関する通知 

2005 民政部 社会の力による社会福利機構の設立に関する意見 

2006 国務院 社区サービス工作の強化と改善に関する意見 

2006.2 全国老齢委 中国高齢者事業発展“十一五”計画（2006～2010年） 

2006.2 国務院 養老サービスの発展を加速することに関する意見 

2006 民政部 全国で養老サービス社会化のテスト単位を定める活動に関する通知 

2007 民政部・国家発改委 “十一五”社区サービス体系発展の計画 

2008.1 
民政部、労働保障部

などの 9部門 
高齢者向け在宅サービスの推進に関する意見 

2011.9 国務院 中国老齢事業発展“十二五”計画（2011～2015年） 

2011.12 国務院 社会養老服務体系建設規画（2011～2015年） 

2012.7 民政部 
民政部の民間資本の高齢者サービス分野への参入を奨励と誘導に関する实

施意見 

2012.12 国務院 サービス業発展“十二五”計画 

出典：各文献により、筆者が作成したもの。 

 

1985 年から中国政府の指示により、地域基層組織「街道弁事処」と「居民委員会」は尐しず

つ地域住民にサービスを提供するようになった。これは社区サービスにおける高齢者向けサービ

スの始まりである。その後、社区サービスにおける社会保障サービス計画、高齢者業務における

発展計画、国民の社会保障サービスは地域で賄う傾向の政策が次と打ち出された。 

一方、福祉サービスも市場経済のこの波に巻き込まれ、1992 年の「第三産業における発展の

加速に関する決定」と1993年の「社区サービス業における発展の加速に関する発展」により、住
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民への福祉サービスを含めて、今後第三次産業事業として発展していくという福祉サービスの産

業化が始まった。また、その後も引き続き、公的機関や組織だけでなく、民間の社会団体や企業

を誘致し、全面的に高齢者在宅介護サービスの供給の整備に関する政策が絶え間なく打ち出され

た。 

また、在宅介護サービスの必要な介護人材の育成においても制度化されつつある。2000 年に

労働社会保障部により、「家政服務員（家政婦）国家職業規準」、「養老護理院（ホームヘルパー）

国家職業規準」が打ち出された。しかし、これら仕事に関する知識や訓練を受け、国家資格をも

っている介護人材は北京や上海などの大都市に集中し、地方都市において再就職による講座、訓

練は社区サービスの一部であるが、国家資格をもっている介護員ほとんど見当たらないのが現状

である。 

（２）高齢在宅介護サービスに関する国家資格整備の現状 

①社会工作師 

社会工作師は 7）、社会福祉活動に従事する専門職である。2006 年 7 月に「社会工作者職業水

準評価暫定規定」と「助理社会工作師、社会工作師職業水準試験实施方法」が制定された。これ

らにより、社会工作師（Social Worker）と助理社会工作師（Junior Social Worker）は国家資

格となり、助理社会工作師、社会工作師、高級社会工作師（評価方法は別途制定）の三ランクが

設けられた。 

社会工作師の国家資格試験は、2008 年 6月から始め毎年一回 6月に实施されている。2012 年

までに「社会工作師」と「助理社会工作師」の国家資格を有する者の合計は全国で 84,126 人で

ある 6）。また、2011年 5月 29 日に打ち出された民政部の「全国民政人材中長期発展規画（2010

－2020）」により、2010 年までに 11万 3,000 人のソーシャルワーカーに携わっており、2020年

までに 150万人が必要とされている 8）。 

②家政サービス員 

家政サービス員は中国 1,838 職業の一つであり、これまで同居家族や親族、コミュニティ等に

おいて行われてきた家事、介護、育児、看護などの再生産労働を、賃金によって代替し提供する

人員のことである 9）。 

中国の家政サービスは改革開放後に発展した。1983 年ごろに、エージェンシーとして創られ

た「朝陽区三八家務服務公司（現在の「北京市三八服務中心」）は中国初の家政会社である 10）

中国統計局によると 2007年末までに、中国全国の家政会社と家政サービスを提供する事業所注 1）

は 50 万近くになっている 11）。 

中国家庭服務業協会（CHINA HOME SERVICE ASSOCIATION，略称：CHSA）は民政部の許可を得て

1994 年 6 月に創立された 12）。その翌年に中国労働部は家政サービス員を新たな職業として国家

職業技能検定に位置付けた 9）。そして、2000 年 7 月に労働・社会保障部が国家職業資格の基準

として「家政サービス員国家資格職業基準（家政服務員国家職業標準）」を制定した 13）。過去、

主に知人や親族の紹介などによる労使関係であった家政サービスを正式な職業として位置付け、

家政サービス員を初級、中級、高級の三レベルに分けた。また、この国家資格職業基準では、日
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常のマナー、家事、妊産婦の世話、育児、高齢者の世話、病人の世話などについて規定している。

国家職業技能検定を受験するための講義で、高齢者の世話は必修科目であり、試験においても必

要科目である。 

現在、中国全国で 68 家庭服務協会の支部がある。中国家庭服務業協会によると、今家政サー

ビスは 200 項目以上があり、従事者は 2,500 万人、家政サービス事業所は 60 万以上である 14）。

90％が女性であり、年齢は 16－48 歳である。また家政サービス従事者は比較的に学歴の低い都

市部失業した者と農村からの出稼ぎ者が構成されている 15）。 

また、労働保障部が2000年に行った都市部における家政サービスの需要に関する調査によると、

今全国で1,500～2,200万人の家政サービス員が必要である。しかし、現状では40％程度しか満た

していないにもかかわらず、需要が今後も伸び続ける16）。 

そのため、中国総工会は、2011 から 2015 年までの間に毎年 20 万の家政従事者を育成し、そ

のうちの 80％以上の人員を就職を助ける計画である 17）。 

③養老護理員 

「家政服務員国家資格職業標準」の制定と同年に、高齢者の生活支援や介護などに携わる者に

対して、「養老護理員（高齢者介護サービス員）国家職業標準」が制定された 14）。これにより、

高齢者サービスを初級、中級、高級、技師の四つのレベルに分けそれぞれ目標を設定した。また、

レベル別に必要な知識と技術を細かく規定した。 

民政部は、2010 年から養老護理員の育成プロジェクトを開始し、介護サービスの研修体制を

整える同時に、資格取得者への就職サポートも行っている。2015 年まで中国全国で養老護理員

の認定試験制度を普及する計画である。民政部職業技能鑑定指導センターによると、中国全国

34 省のうち、北京市、四川省、吉林省などの 20省に養老護理員の検定ステーションを認定した。

訓練基地は北京市、天津市、雲南省などの 11省に及ぶ 28 箇所である。そのうち、7 省は検定ス

テーションの設置が認定されたが、訓練活動は遅れている。残りの 14 省はまだ養老護理員の検

定と訓練を始めていない 19）。 

2012年まで養老護理員の国家資格を持っている人は 5,838 人である（2012年までに 6,444 人

が検定に参加した）20）。また、2011年 5 月 29日に打ち出された民政部の「全国民政人材中長期

発展規画（2010－2020）」により、2010 年までに 3 万人が介護の仕事に携わっているが、2020

年までに 600万人が必要とされる 8）。 

 

２－４ 社区の現状 

２－４－１ 社区の発展と現状 

1887年にドイツの社会学者 F.Tonnies が出版した「Gemeinschaft und Gesellschaft（英訳：

Community and Society）」という本で、初めて社会学の角度から「Community」を述べていた。

1933年に、中国の社会学者費考通等により中国語の「社区」に翻訳した 20）。 

第一界全国人民代表大会第四回会議では、1954年 12月に「都市街道弁事処組織条例」と「都

市居民委員会組織条例」が発布され、地域社会を管理し易くするため、各区を幾つかの区域に分
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け、「街道」と名づけた。そして各街道に居住する住民管理業務を担う区政府の出先機関「街道

弁事処」を設けた。それに、「街道」の下に住民の住所によっていくつかの区画が分けられ、そ

の区域の住民で結成された自治組織「居民委員会」が設けられた 21－22）。これで、中国都市にお

ける地域管理組織は「区政府」、「街道弁事処」、「居民委員会」の三つのレベルで構成された。 

また、街道弁事処は行政管理体制の末端機関として、民政科、司法科、文教科、財務科などの

組織で構成されている 23－24）。管轄範囲において、「都市街道弁事処組織条例」により、「人口が

10 万以上の区・区を設置していない人口 10万以上の市においては、街道弁事処を設置しなけれ

ばならない。人口が 5 万以上 10 万以下の区・区を設置していない人口 5万以上 10 万以下の市に

おいては、必要に応じて街道弁事処を設置しても良い。人口が 5 万以下の区・区を設置していな

い人口 5 万以下の市では、原則的として街道弁事処を設置しない。」と規定されている。また、

同条例では、街道弁事処の管轄区域は一般的に市街地の各所に設けられた市の警察の派出機関で

ある公安派出所 25）（地域面積、人口、社会事情、業務の必要によって設立される）の管轄区域

と同様であると規定している。本論文で行政という場合、「街道弁事処」までを意味する。 

それに対して、1950 年に住民の治安組織として天津市で中国初の「居民委員会」が成立し、

これが「社区居民委員会」の起源だと言われている。1954年 12月に打ち出された「都市居民委

員会組織条例」において、「居民委員会は住民の居住状況により、住民自治に便宜を図る原則に

基づき、原則的に 100世帯～600 世帯の範囲で設立する。」と明記された。「居民委員会」は法律

上で行政機構の一部ではない、住民の自治組織であるが、实際には地域基層組織に対して指示、

協力、応援する組織とし、その活動が地方政府の行政活動に深く組み込まれている。普段の業務

として、政策宣伝、大衆運動、社会救済、食料配給などを担っていた。1989 年 12 月に公布され

た「中華人民共和国都市居民委員会組織法」により、住民自治に便宜を図るために居民委員会の

管轄規模は政策上 100 世帯～700 世帯と規定されていた。 

1991 年 5 月に、中央政府は新たな都市コミュニティ政策である「社区建設（コミュニティづ

くり）」を打ち出した。1999 年末まで、中国は 5904の街道弁事処、11.5万の居民委員会がある。 

1999 年に民政部が打ち出された「全国における社区建設のモデル地域の工作方案」により、

上海、北京、青島、瀋陽、南京、武漢、長春など 26 都市で社区コミュニティづくりの試行が始

まった。97 年に行われた試行前の調査において、居民委員会の管轄地域の平均面積 は 0.6k ㎡

であると分かった。その後、テストを繰り返し、ついに 2000 年に中央政府民政部が打ち出した

「全国における都市部社区建設の推進に関する意見」により全国範囲での社区コミュニティづく

りが進められた。この意見では、「社区とは、一定地域の範囲内に住む人々によって構成される

社会生活の共同体を指す。現在の都市部社区の範囲は、一般的に社区の体制管理後に規模調整さ

れた居民委員会管轄区を指す。」と述べられている。本研究では、この意味の「社区」を使用す

る。また、同年に出された「都市社区居民委員会建設工作に関する意見」により、原則的に１社

区に１社区居民委員会（一般的に 5～9 人で構成される。）を設置し、また業務上で必要な事務所、

サービス施設、設備及び職員は各市（区）政府により整備・雇用されることになった 26）。 
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市（市政府） 

社区 

 (社区居民委員会） 

区（区政府） 

街道 

（街道弁事処） 

  

  

  

社区サービスセンター 

各街道に居住する住民管

理業務を担う街道弁事処を

設けた。街道弁事処は、区政

府の出先機構であり、行政の

末端機関でもある。 

社区住民によって構成し、

区または街道弁事所の指示

を受けながら、社区内住民の

利益を図るための公共事業

を行う。 

住民向けの活動室・設備、屋

外トレーニング設備などが設け

られ、社区の管理、福祉サービ

スの提供などを担う社区の管

理、総合的な施設である。 

図２－２．中国都市基層管理組織 

表２－１１．2005年までの中国都市部における社区の人口規模（人） 

 街道平均 社区平均 

全国都市部 － 7,031 人 

2002年北京市 40,000－60,000 人 10,000－20,000 人 

2006年上海市 50,000 20,000 人 

瀋陽市 － 3,120 住戸 

出典：侯岩：中国城市社区服務体系建設研究報告，中国経済出版社，p247，2009.6 

        張文帥：瀋陽市社区管理模式研究，2008年修士論文，遼寧大学 

 

 

 

 

 

表２－１２．社区の現状（箇所） 

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

街道 

（街道弁事処） 
6,152 6,355 6,434 6,524 6,686 6,923 7,194 7,282 

社区 

（社区居民委員会） 
79,947 80,717 82,006 83,413 84,689 87,057 89,480 91,153 

社区サービスセンター 8,479 8,565 9,319 9,873 10,003 12,720 14,391 16,306 

出典：2012年社会服務発展統計公報 

http://jnjd.mca.gov.cn/article/mzhyzyjnpxhjdgzhy/xxyw/201306/20130600476542.shtml 
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また「全国における都市部社区建設の推進に関する意見」により、元来の地域にあるいくつか

の居民委員会を合併し、一つの社区居民委員会に結成するという方式で、中国全国各地域で社区

が定められた。一方、その範囲に対する規定はない。管理しやすくするため、社区の下に昔の居

民委を残す地域は多く見られる。今街道は、全国平均で大体 35,000 人前後、社区は 7,000 人前

後である 27）。2006 年の統計データによると、社区の人口規模は地域によって異なるが、都市部

において、平均的に 7,031 人である（表２－１１）。1000 世帯～3000世帯の規模が最も多く、次

に 1000 世帯以下の規模、それから 3000 世帯以上である 28）。社区居民委員会の成員は全国で

453,543 人、平均的に 1社区当たり 5.47人である。また都市部では、8,479 の社区サービスセン

ターがあり、9.42社区に居住する約 6.63万人の住民は、一つの社区サービスセンターを共用し

ていることが分かった。また社区サービスセンターの職員は全国で 59,904 人、平均的に 7.06

人の職員がサービスを提供していることが分かった 29）。 

今中国都市基層管理組織を図２－２のようにまとめた。中国都市における地域区画は「市」、

「区」、「街道」、「社区」である。それに対する基層組織は「市政府」、「区政府」、「街道弁事処」、

「社区居民委員会」である。2012 年の統計により、街道弁事処は 7,282 箇所、社区居民委員会

は 91,153箇所がある。全国各種社区サービス機構は 20 万箇所、そのうち社区サービスセンター

は 16,306箇所である（表２－１２）。また社区ボランティア組織は 9.3万である。 

 

２－４－２ 社区サービスについて 

（１）社区サービスの発展（表２－１３） 

 1966 年頃に整備された居民生活サービスステーション（居民生活服務駅）などは社区サービ

スの起源だと言われている。 

1985 年から民政部が基層建設（地域の経済、文化、環境などの向上）を強化するため、初め

て地域住民に生活を便宜させるための福利サービスを提供するといった提案が提出された。これ

により、高齢者に対するサービスは地域基層組織によるサービスの一部になった。 

1987 年 9 月に、民政部が武漢で「全国社区サービス工作座談会」を開催し、これは中国にお

いて初めての社区サービスに関する専門会議である。 

1989年に全国人民代表大会は「都市居民委員会組織法」に社区サービスの項目が付加された。

住民のニーズに応じてサービスを提供する方針である。 

政策において 1992 年 10 月に中共中央、国家院が「第三産業における発展の加速に関する決定」

を打ち出し、社区サービスはサービス業に入れされ、中国の第三産業として発展することになっ

た。1993 年に「社区サービス業における発展の加速に関する意見」が打ち出され、社区サービ

スは国務院プロジェクトになり、その発展の重要性が社会保障の重要な一部として強調された。

また、意見では社区サービスの発展の目的や任務などを規定している。1995 年の「国民経済と

社会発展“九五”計画と 2010 年長期計画の意見に関する制定」でさらに社区サービスに対する

内容と計画が提出された。また、同年から社区サービスを行うモデル地区の定めについて検討が

始まった。1999 年に中国全国で定められたモデル地区は 26 箇所である。 
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表２－１３．社区サービスの発展に関する法律･政策 

年 
制定・認定の機関、ま

た打ち出した会議 
法律・政策 

1989 全国人民代表大会 都市居民委員会組織法 

1992 中共中央、国務院 第三産業における発展の加速に関する決定 

1993 中央 14の部委局 社区サービス業における発展の加速に関する意見 

1995 第十五期五中全会 国民経済と社会発展“九五”計画と 2010年長期計画の意見に関する制定 

1995 民政部 社区サービスモデル都市における規準 

1999 民政部 全国における社区建設のモデル地域の工作方案 

1999 民政部 社会福利機構管理暫定弁法 

2000 民政部等 11の部委 社会的社会福利の实現を加速することに関する意見 

2000 中共中央・民政部 全国における都市部社区建設の推進に関する意見 

2006 国務院 社区サービス工作の強化と改善に関する意見 

2007 民政部・国家発改委 “十一五”社区サービス体系の発展計画 

出典：各文献に参考し、筆者が作成した。 

 

2000 年に「全国における都市部社区建設の推進に関する意見」が打ち出され、社区サービス

が中国全国各地域で役割を果たすことができた。2006 年に打ち出された「社区サービス工作の

強化と改善に関する意見」において、社区サービス業務の強化と改善を強調し、その主な任務、

基本的な要求が提出された。また、2007 年の「“十一五”社区サービス体系の発展計画」におい

て、社区ボランティアの登録制度を進めることが提出された。 

（２）財政状況について 

中国は、社区で高齢者生活を賄う方針であるが、社区居民委員会の事務所の多くは老朽し、

それに人員不足やサービス設備も設置されていなかった。膨大な資金が必要のため、2001 年に

中国政府は「社区老年福利サービス星光計画」を打ち出し、3年間で全国で宝くじを行い、それ

で得た利益は、主に社区における高齢者施設・設備、老人ホームなどの整備に使用するという計

画である。3年間で 134億元が投資されたが、中央政府の投資額は 1 割も満たさず、主に地方政

府と民間・企業の投資で支えている状況である。さらに、地方政府による投資の差があり、整備

の水準は地域格差が広がっている（表２－１４）。 

 

表２－１４．2011年高齢者施設の整備に対する補助金（新設） 

省／市 一時補助金（元／床） 

北京市 8,000～16,000 

上海市 10,000 

吉林省 2,000 

出典：中国老齢事業発展報告（2013）より抜粋 

 

また、高齢者在宅サービスへの補助金は統一されておらず、区や街道においても異なる。さ

らに、行政の資金の投入が不足していることが明らかになっている。以下は某街道における 2006

年経費状況である（表２－１５）。設備などの経費を合わせて 395.06 万元である。そのうち区政

府による補助金は 3％（12万元）しかおらず、97％が何らかの方法で集めた資金である。社区サ
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ービスの財源は、主に政府からの支援、社会寄付、サービス事業の収益になっているが、政府補

助以外の何らかの方法で集めた資金が大半を占めることが分かった。 

 

表２－１５．某街道における社区コミュニティづくりの経費統計（2006年） 

設備 活動、サービス 事務 

金額 

（万元） 

財源 金額 

（万元） 

財源 金額 

（万元） 

財源 

区政府

及び関

連部門 

（％） 

街道経費及び

何らかの方法

で集める資金

（％） 

区政府

及び関

連部門 

（％） 

街道経費及び

何らかの方法

で集める資金

（％） 

区政府

及び関

連部門 

（％） 

街道経費及び

何らかの方法

で集める資金 

（％） 

121.39 8 92 102.76 4 96 170.91 0 100 

出典：王浦劬、莱斯特、萨拉蒙等：政府向社会組織購買公共服務研究－中国与全球経験分析，北京大学出版社， 

pp130－131，2010.3 

 

（３）社区サービスの内容 

各地域の社区コミュニティづくりの違いによってサービス内容が異なっているが、一般的にサ

ービスの対象によって以下の 7種類に分類できる 30－31）。 

①高齢者に対するサービス 

中国における高齢者サービスは「老有所養」、「老有所医」、「老有所為」、「老有所学」、「老有所

楽」といった高齢者福祉の原則に基づき、高齢者の衣食住など生活上なくてはならないもの、各

面から需要に応じてサービスを展開している。日ごろの生活に対する世話、健康保険、文化娯楽

活動、托老サービス、世間話や悩みの相談による精神的な慰めなどのサービスが設けられた。こ

れらの高齢者向け在宅サービスは主に以下の 5点に分けられる（表２－１６）。 

 

表２－１６．社区における高齢者在宅サービスの概要 

日常生活の世話 

社区は地域における生活に便宜をさせるため、高齢者に家政サービスと在宅介護サー

ビスを提供している。高齢者の必要に応じ、食事の配達、訪問してご飯を作る、家の

掃除、身体の清潔、理髪、ヘルパー（社区の職員、ボランティア）の派遣などのサー

ビスを提供している。また、代わりに買い物する、代わりに公共料金を払う、一緒に

病院に行くなど、生活の不便を取り除くためのサービスを提供している。 

健康・医療 
健康保険の加入、健康検査、病気に対する予防知識の教え、体操の教え、健康講座の

開催、緊急時のホットライン、代わりに薬を送る、代わりに医者を呼ぶなどのサービ

スである。 

精神的な慰め 
精神的な慰めのサービスとして、世間話や悩みの相談、近所互助を促進するための活

動などが挙げられる。また高齢者の余暇生活を豊かにさせるため、芸術団体や老年ス

クールなどの組織が創られた。 

法律上の援助 
再婚や子供の扶養など、高齢者の権利に関する法律宣伝、高齢者の事情による相談、

私的処理の援助などのサービスである。十委社区において、2008年 3月（後述の調査

時）まで 3人の高齢者しかこのサービスを利用していなかった。 

その他 
年金保険の加入、生活における必要品の給与や補助、結婚相手探しの相談、再就職の

手伝い、家政会社や弁当配達会社の斡旋などである。 

出典：高桂賢：社区服務，電子工業出版社，pp64－69，2010.6 

   劉静林：社区服務，中国労働社会保障出版社，pp28－30，2005.7 
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②障害者に対するサービス 

身体的障害者、精神的障害者、知的障害者に対して、身体的介護、24 時間ホットライン、結

婚相手の紹介、経済的な援助、精神生活におけるケア、日常生活の世話における世話などである。 

③女性に対するサービス 

 一人っ子政策の宣伝と实行、女性権力の宣伝と守り、女性を対象とする活動の開催などである。 

④子供に対するサービス 

託児サービス、学校行きの送りと学校帰りの迎え、家政婦や家庭教師の紹介、文体活動などで

ある。 

⑤貧困者と失業者に対するサービス 

生活保障、再就職のための講義と訓練、また就職の職場の安置などである。 

⑥軍人に対するサービス 

昔の戦争で負傷した軍人、退役軍人及び家族の安置などである。 

⑦その他サービス 

食事配達会社や病院の紹介などの仲介サービス、社区職員や社区ボランティアによる代わりに

公共料金の支払いや薬の届け、家の紹介、家政婦の紹介など、住民が社区における生活の便宜の

ためのサービス、創業の情報提供や代わりに手続きをする、病気の予防に対して知識の宣伝と接

種、法律の宣伝と情報の提供及び案内、社区内のセキュリティ、害虫の殺し、道路の掃除、緑の

剪定などである。 

 

２－５ 長春市における高齢者在宅サービス事業の展開 

２－５－１ 高齢者の現状 

2007 年に長春市政府が行った「高齢者民生問題の状況に関する調査」によると、長春市の高

齢者状況は以下の通りである 32）。 

2006年末までに、長春市の 60歳以上高齢者は 80.7万人、全市総人口の 10.9％を占める。80

歳以上高齢者は 50,491 人、高齢者総人口の 6.2％を占める。今後高齢者人口は、毎年 3％で増

加し、2030 年に長春市総人口の 25.81％になる見込みである。また 2050 年に長春市総人口の

29.16％に達し、10 人に 3 人の高齢者に至ると予測されている。また、約半数の高齢者家庭は、

高齢者夫婦とも多種の慢性病を抱えており、10％の高齢者家庭は夫婦のどちらか一方が要介護に

至っている。 

高齢者の経済状況において、貧困な高齢者は 20,076 人、そのうち 70 以上高齢者は 49.6％を

占める。これらの貧困な高齢者の収入源を見ると、「主に自分または配偶者の収入で生活する」

は 17.6%、「主に子供または親族の扶養に頼る」は 38.7%、「主に政府による補助、救済で生活し

ている」は 23.4%である。約 7％の貧困な高齢者は、住宅基本設備における問題を早急に解決す

べきである。また 14％貧困な高齢者は介護サービスを急迫的に必要である。 

また、空き巣高齢者は 115,088 人（高齢者人口の 14.2％）、66,766 住戸である。そのうち、独

居高齢者は 18,444人である。これらの空き巣高齢者家庭は、高齢者自ら収入のあるのが 56.7％、
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収入がなく子供や親族または政府など救済により生活するのが 43.3％である。11％の空き巣高

齢者家庭（7,344住戸）は、家政サービス員を雇いたいが、経済的な原因でサービスを購入でき

ないのが現状である。また 80歳以上空き巣高齢者は 18,414人（10,682住戸）、うち独居は 103,579

人、空き巣高齢者総人口の 90％を占める。さらに 80歳以上空き巣高齢者のうち、25％近く（約

2,671 家庭）の要介護高齢者家庭は、家政サービス員を雇った。 

  

また長春市老齢工作委員会により、2011 年末まで長春市の 60歳以上高齢者は 114 万人、全市

総人口の 14.8％を占める。そのうち、空き巣高齢者家庭は 40％を超え、21万人に達した 33）。 

 

２－５－２ 高齢者事業の現状 

（１）社会保障などの現状 

2012 年末まで、都市従業者基本年金の加入者は 177.8 万人、そのうち在職者は 126.1 万人で

ある。養老基金 88.8 億元、51.7 万人の退職者に 91.5 億元の年金を給付した。都市従業員基本

医療保険の加入者は 405.8万人、そのうち在職者は 160.6万人である。都市住民医療保険は 245.2

万人である。また、29.96 万人が最低生活保障補助金を受給しており、年間 5.83 億元の支出で

ある。そのうち都市部住民は 14.14 万人、農村部住民は 15.82 万人である。また、民政部で登録

した高齢者機構は 191 箇所、15,043ベッドがある。そのうち、国が設立した高齢者機構は 10 箇

所、民間高齢者機構は 181 箇所である 34）。 

また、2008年 3 月に公布された「長春市優待老年人規定」により、100歳以上の高齢者は月に

300元、95～99歳以上の高齢者は月に 100 元、90～94歳の高齢者は月に 50元の給付が規定され

ている。必要な財源は、市と区の財政により支出する 35）。さらに、2008 年から 60 歳以上生活困

難な高齢者に対して、月に 150～180 元のサービス補助を始めた 36）。 

（２）高齢者に対する優待サービスについて 

 長春市では、2008 年から 60 歳以上高齢者に対して、高齢者による公衆トイレの使用は無料、

70 歳以上の高齢者は公園などの入場券は無料、70 歳以下は半額、国有博物館や美術館などは無

料など、いろいろな公的優待サービスを实施している 35）。また、多くの単位が高齢者福祉事業

に参与し、2007年吉林統計年鑑の統計によると、2006年末までに 298 の単位が高齢者事業に参

与していることが分かった。その主な内容は表２－１７でまとめた。 

 

２－５－３ 社区における高齢者在宅サービスの発展 

（１）社区の変遷 

1952 年まで長春市における行政区画（表２－１８）は「区」と「街道」の二つのレベルで構

成されている。その時、長春市は 68の街道がある。1952 年に街道管理機関の設置を試行し、区

政府の下に 57の街道弁事処が設けられた。1955 年に「都市街道弁事処組織条例」により、長春

市は街道弁事処を 52 に削減された。1956 年にさらに 47 に変えられた。その後、国の事情によ

り変動はあるが、1980 年に国の指示により長春市は 27 の街道弁事処を再編した。1988 年に 
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表２－１７．高齢者事業に参与する単位における高齢者優待サービスの主な内容 

病院類 
①受付料金の割引、多くは免除 

②診査費は 5～50%ぐらい、多くは 10%免除 

③入院時のベット料金は 10～20%ぐらい免除 

薬局類 
①中国産と輸入薬、あるいは一回の買い求めの薬の総額によって１～20%免除 

②一部は無料で漢方薬を煎じる 

③一部は無料で期間内の試し、家まで医薬品を送るサービスがある 

司法、公証類 
①高齢者に関するケースは優先的に処理する 

②高齢者の経済状況によって費用の割引、免除する 

③移動不自由の高齢者に対して無料で訪問し、事情調査をする 

商業類 

①視力測定や金属の洗い、移動不自由の高齢者に対して、商品を家まで送り、取り

付けるなどの人工作業は無料である 

②対象する商品は 10%以内の割引がある 

③一部は高齢者の誕生日の時、プレゼントあるいは金額の決まっている買い物切符

がもらえる 

文化･娯楽類 
①利用料金は半額あるいは無料である 

②決まっている時間帯で利用料金は割引あるいは無料で利用できる 

鉄道交通・旅行類 

①利用料金は 10%以下の割引、あるいは無料である。 

②決まっている期間内で、あるいは一部の施設は、無料あるいは割引サービスある 

③家まで切符を送る 

④プレゼントがもらえる 

飲食、美容院、風呂

やなどのサービス業 

①一部のサービスは無料 

②8～20%ぐらいの割引 

その他（仕事の紹介、

電力、水道会社など） 

①高齢者に関するサービスはを優先的に行う 

②10～20%の割引がある 

③一部のサービスは無料 

注：基本的に 60歳以上の高齢者、一部は 70歳以上の高齢者を対象する。 

出典：長春社区網 http://www.ccshequ.gov.cn に参考し、筆者がまとめた。 

 

50 の街道が分けられ、それぞれに対して弁事処を設け合わせて 50 の街道弁事処が設置された。

それに、街道弁事処は 60～80 人の職員を設置すると規定された。 

2000年 6 月、「全国における都市部社区建設の推進に関する意見」を基づき、長春市政府は「長

春市社区建設工作实施方案」を発表した。これにより、社区建設を指導するグループが形成され、

徐々に各コミュニティの事情によりいくつかの居民委員会を 1つの社区に合併させた 37）。また、

社区居民委員会は普通 3～7 人、主任、副主任、委員で構成される。2010 年まで、長春市は 65

街道、381社区がある。社区平均管轄面積は 1.86k ㎡、3,850 住戸、10,294 人である 38）。長春市

都市部の概要は表２－１9の通りである。 

（２）社区における高齢者在宅サービス事業の展開（表２－２０） 

近年、国の政策に応じて、長春市政府またその所在する吉林省政府が数多くの高齢者に関する

政策を打ち出した。2008 年 3 月に公布された「長春市優待老年人規定」では、高齢者が公的施

設の利用に対する優遇だけでなく、90～100歳以上高齢者に対して月に 50 元～300元の給付も規

定されている。必要な財源は、市と区の財政により支出する 35）。 
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表２－１８．長春市基層区画一覧表 

年 街道 街道弁事処 社区居民委員会（居民委員会） 

1948 68 ― ― 

1952 60 57 ― 

1955 52 52 ― 

1956 47 47 ― 

1980 27 27 ― 

1983 50 50 ― 

1988 50 50 925 

2004 55 55 351 

2005 57 57 351 

2006 61 61 351 

出典：『長春市志―民政志』 2002、2007 吉林人民出版社 

『長春年鑑』 2007 吉林人民出版社 

中国行政区画網 http://www.xzqh.orgにより、筆者が作成した。 

 

 

表２－１９．長春市都市部の概要 

 街道 社区居民委員会 総人口（人） 高齢者（人） 割合（%） 

長春市 65 381 7,677,089 1,036,368 13.50 

都市部 49 237 2,671,370 329,092 61.47 

朝陽区 10 55 675,270 97,126 14.38 

南間区 15 54 533,979 70,658 13.23 

寛城区 9 44 457,959 55,296 12.07 

二道区 6 33 402,090 50,722 12.61 

緑園区 9 51 602,072 55,290 9.18 

出典：「社区居民委員会」と「高齢者」は、呂津の「中国城市老年人居家養老服務管理体系的研究」、残りのデータは長 

春市 2010年第六回全国人口センサスによる。 

 

また、2008 年 7 月に公布された「居家養老服務实施の展開に関する意見」により、60 歳以上

生活困難な高齢者に対して、月に 150～180 元のサービス補助が始まった。高齢者在宅サービス

の資金は、市と区が 1対１で共同分担となっており、その財源は主に、宝くじや社会募金を通じ

て得たものである。具体的な補助方式は各区政府に任れている。またサービス内容は、主に生活

の世話、家政サービス、托老サービス、心理的ケア、リハビリ、精神的な慰め、ターミナルケア

などと挙げられている 36）。 

さらに、居家養老サービスステーションに（社区居民委員会事務所事務所で設置している居家

養老サービス事務室及び高齢者に関する施設・設備や人員を包括する）おける政府からの補助金

に関して、2010 年の「都市社区居家養老サービスステーションの建設に関する通知」で規定し

ている。各市、区民政部門は、同レベルの宝くじで得た収益で毎年、各社区居家養老ステーショ

ンに 5,000 元以上のサービス経費を補助する。パソコン、電話機、机などの設備や備品の補助に

おいて、吉林省民政庁は、社区居家養老ステーションごとに省レベルの宝くじで得た収益で、毎

年 2万元を給付する 39）。2010 年に長春市政府の都市社区業務の支出は 119,073 万元である 40）。 
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表２－２０．社区における高齢者在宅サービス事業に関する政策 

年・月・日 制定・認定の機関 政策 

2006.12.12 
吉林省老齢弁、民政庁、労働

保障庁などの 11部門 
養老服務業の発展を加速することに関する若干意見 

2007.9.6 吉林省人民政府 吉林省優待老年人規定 

2009.11.30 吉林省民政庁 社区居家養老服務工作实施の推進に関する意見 

2009.11.30 吉林省民政庁 吉林省民設養老机构管理暫行办法 

2010.7.5 
吉林省民政庁、人力資源と社

会保障庁 
都市社区居家養老サービスステーションの建設に関する通知 

2010.12.21 吉林省人民政府 城郷社区建設工作の強化に関する意見 

2012.1.19 吉林省人民政府 養老服務業発展の推進を加速することに関する意見 

2012.3.11 吉林省人民政府 吉林省老齢事業発展‘‘十二五‘‘計画（2011－2015年） 

2012.8.29 吉林省人民政府 吉林省社会養老服務体系建設計画（2012－2015年） 

2005.1.10 長春市人民政府 老齢工作委員会の社区老齢工作の推進に関する意見 

2007.6.15 長春市人民政府 長春市養老服務機構管理弁法 

2008.3.31 長春市人民政府 長春市優待老年人規定 

2008.7.7 長春市人民政府 居家養老服務实施の展開に関する意見 

2009.8.6 長春市人民政府 養老サービス業発展の加速に関する意見 

2012.3.25 長春市人民政府 長春市老齢事業発展第十二五年計画（2011－2015年） 

2012.7.12 長春市人民政府 養老服務業発展の推進を加速することに関する補足意見 

出典：各資料を参考し、筆者が作成した。 

 

（３）高齢者在宅サービスに関する資格整備の現状 

①社会工作者 

2010年10月に吉林省政府により「吉林省社会工作専業人材発展規画（2011－2015）」が打ち出

された41）。2011年末まで、「社区工作者」も含めてソーシャルワークに関する職業資格の保有者

は500人近くに達し、そのうち行政や社区のソーシャルワークに就いたのが378人である42）。 

①家政サービス員 

長春市婦女聯合会が家政サービスの需要について实施した調査によると、26％の世帯が家政サ

ービスを必要としていた。長春市の 92 万の世帯で計算すれば、24 万の世帯が必要としているこ

とになる 43）。また、長春市都市部における 2010年の月給は約 1,493 元であり 44）、吉林省労働・

社会保障部は、東北三省で１ヶ月の給料が 2,000 元以上の家族の多数は家政サービスを利用する

経済能力と要求があると指摘している 45）。一方、長春市で最も早く設立された家政会社は 1995

年ごろである。2005 年まで、行政が発行した経営許可書を持っている家政会社と家政サービス

を提供する事業所は 365である 46）。 

吉林省は、2004年11月10日から吉林省婦女連合会により家政サービス員国家資格を訓練し、吉

林省労働保障庁職業技能鑑定センターが資格検定を行ってきた47）。吉林省婦女連合会は、1万名

の失業した女性（農村の出稼ぎ女性を含む）に家政サービス員の訓練を受けさせ、国家資格を獲

得し、再就職を目指すにプログラム「万名手家政服務員培訓工程」を打ち出した。「再就職優待

証」、「特困証」、「失業就業登録証」、「城市最低生活保障金領収証」のどちらかを持つ者は、無料

で訓練が受けられる48）。7,663人が訓練を受け、そのうち1,137人が家政サービスに関する資格を

取得した。また4,910人が家政サービスに就いた49）。 
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②養老護理員 

吉林省の 65 歳以上の要介護高齢者は 45万人、高齢者人口の 30％である。また 2020 年に要介

護高齢者は、100 万人に達すると予測されている。それに対して 15 万人の養老護理員が必要だ

と予測されているが、現段階の職業資格取得者は 200人程度しかいない 50）。 

 

２－５－４ 実地調査による二つの事例 

（１）調査の目的と概要 

2008 年 3 月に長春市の民政局が紹介して下さった十委社区と沿河社区において、ヒアリング

調査を行った。調査対象の基本状況や高齢者活動の状況などを把握することを目的とする。主な

調査内容は表２－２１の通りである。 

（２）調査対象の概要 

①十委社区[表（２－２２）～図（２－３）] 

十委社区は 6 社区（十委・滨河・吉柴・緑安・東新・紫盈）を抱える東駅街道の一つである。

今の十委社区居民委員会事務所は、社区コミュニティづくりにより 2000 年に設けられたもので

ある。管轄面積は 0.18 k ㎡、人口は 11,990 人である。そのうち、60歳以上の高齢者は 972 人、

十委社区全体の 8.11%を占める。高齢者のうち、342人が空巣高齢者、56 人が独居高齢者である。 

表２－２１．調査の概要 

表２－２２．十委社区と沿河社区の概要 

出典：長春市のデータのうち、「60 歳以上高齢者人口」は『吉林統計年鑑』（2007年）、「空巣」と「独居」と「要介護 

高齢者」は長春市政府が 2007年に行った「高齢者民生問題の状況に関する調査」、それ以外は『長春年鑑』（2007 

年）による。また、長春市以外のデータは、ヒアリング調査による。 
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②沿河社区[表（２－２２）～図（２－３）] 

沿河社区は、6社区（沿河・安楽・丹陽・万科・熱電）を抱える吉林街道の一つである。管轄

面積は 1 k㎡、人口は 12,721 人である。そのうち、60 歳以上の高齢者は 865人、沿河社区全体

の 6.80%である。また、沿河社区の常駐企業は 12軒である。 

十委社区の所管範囲 

 

図２－３．十委社区と沿河社区の所管範囲と位置 

※調査時に撮影したものである。 

十委社区居民委員会事務所の正面写真 

 

沿河社区居民委員会事務所の正面写真 

沿河社区の所管範囲 
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（３）社区居民委員会事務所の部門設置 

①十委社区（図２－４） 

社区居民委員会事務所の 1階は、主に住民に関する業務を行う窓口や事務室である。社会保障、

医療保険、都市衛生、健康教育、計画生育、最低生活保障窓口、女性児童、居家養老サービス事

務室、党員事務室、民生服務事務室等がある。その中の「居家養老サービス事務室」は、2007

年 4 月に設立された高齢者在宅サービスを専業とする単独部門である。「居家養老サービス事務

室」の職員は 3 人（事務室長 1人、一般職員 2人）である。 

2 階は、主に住民が無料で利用できる社区活動室である。図書館、書画室、娯楽室（マージャ

ン室）、健身室、展示室の 5 部屋がある。開設時間は、平日 8時 30分から 17時まで、土日や祝

日は事前予約制となっている。またこれらの施設は、基本的に所属住民だけが利用できる。 

3 階は、青尐年が利用する活動室である。 

4 階は、指導層に位置する党員の専用部屋である。 

5 階は、会議室（大行事の時に使う）と展覧室である。 

②沿河社区 

社区居民委員会事務所の 1階は、主に住民に関する業務を行う窓口やサービス施設である。社

会保障、医療保険、都市衛生、健康教育、計画生育、最低限生活保障窓口、女性児童、医療衛生

サービス室、予防保健室、民生サービス室、売店が設けられている。 

図２－４．十委社区居民委員会事務所の略図 

※調査時に撮影した。今は部屋の配置や用途が変わった所がある。 
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社区活動室は、図書館、書画室、棋牌室（マージャン室）、健身室の 4 部屋がある。その利用

時間は平日は 9 時から 17時まで、土日や祝日は事前予約制である。これらの施設の利用は、十

委社区と同様、所属住民に限定する。また、住民がいつでもトレーニングができるように、事務

所の前にトレーニング設備を設置した。 

2 階は、事務室と指導層の専用部屋である。高齢者在宅サービスにおける業務専用部屋がまだ

整備されてなくおらず、他の業務の職員と共同で 2階にある事務室を使用している。 

3 階は、児童活動室、会議室などである。 

（４）職員の概要（表２－２３） 

社区の職員は、指導層と实施層に分けることができる。職員のうち、両社区とも公務員がいな

かったが、指導層も实施層も共産党に加入している職員がいた。調査のヒヤリングにより、職員

の公募は、試験はあるが、仕事に関する講座、訓練は特にない。また、沿河社区の指導層に属す

る職員のうち、行政から分配された職員が何人かいた。 

また、業務時間は季節によって多尐変化があるが、大抵 8 時半から 16 時ごろまでである。高

齢者在宅サービス担当事務職員の月給は統一されており、直接政府からの振り込みで、給料は長

春市の平均月給は 946.5元より低かった。 

（５）調査時までの高齢者在宅介護サービスの提供状況 

「居家養老サービス事務室」が整備されてから、調査時の 2008年 3 月までに「居家養老サー

ビス担当事務職員」は、日頃の業務以外に主に 15 人の生活困難な高齢者に対して、定期あるい

は不定期で以下のサービスを提供している。以下は、今提供している高齢者在宅サービスの内容

と利用人数である（表２－２４）。 

また、沿河社区において、以下のような訪問サービスは、まだ始まっていない。 

 

表２－２３．職員の概要 
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（６）高齢者団体活動（表２－２５） 

十委社区居民委員会事務所に所属する高齢者団体は以下の 5つある。活動する日にちは固定さ

れていない。自主的に公演することもあるが、多数の場合は、社区居民委員会事務所の指示によ

り、祝日や祭日のお祝い、記念日、また行政からの指示があった時に、練習などを行っている。

調査時に、「老年芸術団」は社区内で公演するのが決まっているため、練習の曜日が決められて

いる。また、沿河社区も同じようなに活動している。 

 

（７）老人ホーム 

 老人ホームは、今回調査した沿河社区の所管区域には設置されていなかった。 

十委社区は、以下の 2 老人ホームが設置されている（表２－２６）。そのうち、A は十委社区

居民委員会事務所が 1987年に創立したもので、老人ホーム Bより 2 倍以上広い。かなり人気が

あり、常に満員になっている。また、現状における職員 1人当たりの高齢者数は、老人ホーム A

は 11 人、Bは 6 人である。 

 

表２－２５．高齢者団体活動 

表２－２４．高齢者在宅サービスの利用人数 

表２－２６．老人ホームの概要 



 - 42 - 

（８）その他組織との提携状況（表２－２７） 

十委社区の常駐企業は 4箇所、社区と提携している施設や企業は 4軒、また社区が創立した施

設や企業は 35 軒である。最初の提携目的は、主に業務の維持や住民の基本生活であるため、高

齢者に関わる提携先はまだ尐なかった。 

しかしこの 2、3 年、たくさんの医薬会社が自社の商品を宣伝するため、社区と連携して住民

に無料で健康検査や安い価格で薬を販売したり、国の指示をもとに病院と提携し治療費、医薬品

を安くしてもらうなど、尐しずつ進めている。 

沿河社区居民委員会事務所と提携している施設や企業は老人ホーム、社区の診療所、幼稚園、

電気会社、電話会社、コンビニ、雑貨店などの 110箇所がある。そのうち、医療機関において、

沿河社区が発行した住民カードを提出すれば、医療費が安くできる。 

（９）その他の高齢者在宅サービスにおける取り組み 

 十委社区居民委員会事務所は、2008 年 4 月 10 日から毎月 1 回、「老人健康知識指導新聞」を

配布するようになっている。新聞の内容は、主に健康に関する食事、運動、高齢者に関する最近

のニュースなどである。これらの記事は、社区の職員がインターネットや本などから切り取って

作成している。 

また沿河社区において、住民全体が対象であるが、2007 年からサービスの範囲、活動内容、

最近の社区内ニュースなどについて、ラジオで放送することになっている。 

 

２－６ 本章のまとめ 

中国は 90年代から高齢化社会に突入し、先進国と違って国民が豊かになる前に高齢化になり、

また「地域の格差が大きい」などが特徴である。貧困な高齢者が多く、それに一人っ子政策や出

稼ぎ者の増加などにより空き巣高齢者が増え、彼らの扶養や介護が衰弱化する一方である。また、

地域で生活を送るのを望む高齢者が多く、既存するサービスの提供は全く需要に追いつかず、要

介護高齢者は特に厳重である。 

表２－２７．社区とその他組織の提携状況 
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長春市の高齢化は年に 3％で進まれている。長春市政府による 2007年の調査では、何らかの

病気を抱えている高齢者は高齢者全体の 45.2％を占め、10％近くの家庭は自立できない高齢者

を抱えている。また自立できない高齢者のうちの 25％は家政サービス員を雇い介護を行ってい

るが、8,030 人は経済的な原因で生活上の世話を受けていないなどが明らかになっている。 

一方、中国の社会保障制度は建国当初、単位の従業員の福利として 1951 年から養老年金保険

が整備されていた。また 1952 年に整備された医療保険制度は行政に関連する公的職業に就いた

人のみであった。さらに高齢者や子供に対する社会救済制度も建国当初から出来ていた。ところ

で、1978 年末に实施された改革開放により、国有企業の破産、失業や貧困などが顕在化し、こ

れまで従業員及びその家族の生活全般を担う「単位制度」が維持できなくなった。中国政府は、

余儀なく高齢者福祉サービスを「社区」へ移行した。 

近年高齢者に関する政策が絶え間なく打ち出され、全国民社会保障制度が定められ、在宅サー

ビスにおいて社区を中心とした整備が進められてきた。しかし、資金不足、人手不足、人材不足

などの問題が多く、充实した公的サービスの提供は難題である。2001 年に「社区老年福利サー

ビス星光計画」（3 年）という宝くじによる社会募金や寄付が实施されたが、地域における政府

補助の格差が大きく、社区に届けられる資金が遥かに足りないのが現状である。また、2000 年

から高齢者に関する国家資格が整備されたが、未だに取得者が尐なく、資格取得の促進整備が必

要だと考える。 

また、1990 年代から始まった社区コミュニティづくりは、实行が地方政府に任されている。

より健全な管理体制を探るために、地域による試行が未だ続いている。北京や上海などの大都市

では、主に「街道弁事処」を中心に高齢者在宅介護サービスを展開し、社区委員会はその補完を

する。それに対して、地方都市では社区居民委員が主なサービスの担い手である。長春市は当初、

瀋陽の真似をして整備したため、社区住民自治管理が進まれ、高齢者活動などが多く行われてい

る。現地調査において、十委社区も沿河社区も立派な事務所が整備されており、中にいろいろな

住民用の活動室や設備が設置されている。また、病院などいろいろな組織と提携しており、所属

の高齢者団体も多い。しかし、現段階において、高齢者在宅サービスは、固定した高齢者に在宅

サービスを行うのが、調査時に十委社区のみで、それにまだ始まったばかりである。 

 

注 

注1) 家政サービスを専業としないが、家政サービスを提供している会社、サービスセンター、

施設などを指す。 
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第３章 要介護高齢者の生活実態－長春市の十委社区を事例として－ 

 

３－１ 本章の目的 

高齢化や核家族などが進む中、高齢者の継続的な地域居住が世界のどの国においても大きな課

題である。この問題を解決するために、まず高齢者の日常生活実態を明らかにする必要がある。

これまで多くの研究者による研究の中で、中国の地方都市を対象とした研究は少ない。また、既

往研究は地域全体の高齢者を対象にしているものが多く、要介護高齢者以外もデータに含まれて

いる場合が大半である。そのため、介護の必要な高齢者の状況は必ずしも把握できていない。さ

らに、高齢者の家を訪問し調査する研究、特に要介護高齢者を対象とした訪問調査は極めて少な

い。 

そのため、本研究は要介護高齢者の調査が十分に実施されていない地方都市長春市に焦点を当

て、90年代の中国では最も早く先進的な社区になり、「模範社区」と呼ばれた「十委社区」を選

定し、高齢者の日常生活に関する調査を行った。本研究の目的は、①家族介護の現状②高齢者住

宅の状況を把握することである。 

 

３－２ 調査の概要 

（１）十委社区の結成と概要 

※十委社区居民委員会の展示室の資料により撮影したもの。 

 

第十居民委の町風景 

印刷工場 

総合商店１ 
総合商店２ 

銭湯 

図３－１．第十居民委（10委）の様子 
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本研究の対象地域である十委社区はの前身は第十居民委（10 委）である。嘗て、東駅街道に

属する 25か 26 の居民委員会の一つであった。居民委員会自ら靴作りの工場、料理店、デパート、

印刷工場、老人ホーム、幼稚園、風呂屋など、数多くの企業、施設を創設した（図３－１）。ま

た、居住環境を高めるため、集合住宅の開発を進めた。さらに、勤労奉仕により、土道路をアス

ファルト道路に改修した。そのような功績により第十居民委は中国の模範居民委員会に選ばれた。 

2001年から、中国の「社区建設（コミュニティづくり）」の推進により、相次いで 5つの居民

委と合併し、2003 年に十委社区となり（図３－２）、今東駅街道に属する 6 社区の一つである。

高齢者在宅サービスに関する業務において、以前は、高齢者、女性、子供（文化活動、一人っ子

政策や女性の社会的地位や保健知識の宣伝、活動等）に対するサービスを同じ事務職員が同じ事

務室で行っていたが、2007 年 4 月に高齢者に対するサービスの専用事務室として「居家養老サ

ービス事務室」を設立し、そこに居家養老サービス担当事務職員を設けた。職員は 3人、内訳は

事務室長 1人、一般職員 2人である。これは、長春市において初めてのケースである。 

長春市 

図３－２．十委社区の結成図 

2001年 「第八居民委（8委）」、「第九居民委（9 委）」と合併した。 

2002年 「第六居民委（6委）」と合併した。 

2003年 「第五居民委（5委）」と合併し、「十委社区」を結成した。 
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出典：長春市二道区東駅街道弁事処 http://www.ccdongzhan.com/sqpt_1.htm

により、作成したものである。 
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また、6つの居民委員会を合併し結成された「十委社区」は、所轄地域が昔よりかなり広くな

り、管理が困難のため、所管区域を 8部分に分けられ、それに対して住民からそれぞれ 1 人の管

理担当者を認定した（図３－３）。主に①同社区の居住者と良い関係を作り、居住者の基本状況

を把握し、必要に応じて社区に報告する。②行政や社区の意思を伝達し、住民意見のフィードバ

ックや要求を報告するなどが仕事である。いわゆる、行政や社区と民間に繋がる役である。なお、

管理担当者は常に社区居民委員会事務所に通う必要がなく、業務の必要に応じて自分のペースで

仕事するため、給料は月に 200～300 元程度である。 

十委社区は中国社区コミュニティづくりの先進的な事例である。また、先述長春市で最も早く

居家養老サービス事務室を開設するなど、社区における高齢者在宅サービスの実施においても先

進的なモデル社区だと言える。なお、十委社区の面積は 0.18ｋ㎡、総人口は 11,990 である。そ

のうち高齢者は 8.11％（972 人）を占め、今回そのうちの 19人（1.95％）を対象とした。 

 

長春市 

図３－３．十委社区の管理分配図 

 

注：第一区域：１    第二区域：２     第三区域：３ 

第四区域：４       第五区域：５＋６＋７ 

第六区域：８＋９  第七区域：１０    第八区域：１１ 
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により、作成したものである。 
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（２）調査方法  

十委社区が認定している高齢者在宅サービスの包保高齢者は 15人である。2008年 7月にこの

包保対象となる高齢者全員 15 人と高齢者在宅サービスの対象に準ずる高齢者 4人（包保対象者

でないが、それに準ずると十委社区から紹介された高齢者である。）に対し、訪問調査を行った。

この 19 名を全員調査することで、十委社区が総合的な生活支援が必要と判断している全高齢者

を対象としたことになる。調査項目は、自立度などの身体的状況、日常生活における介護状況、

住宅状況、高齢者本人とその家族の意見等である（表３－１）。なお、包保は、高齢者在宅サー

ビスの一つである。生活の困難度が高い高齢者に対し、高齢者の状況と要求に応じて優先的にサ

ービスを提供する。そして社区居民委員会事務所の職員が 1 人あるいは数人で一週間、二週間、

長い場合は一ヶ月間程度、電話をかけたり訪問したりして安否を確認する。本調査で対象者とし

た 19 人は十委社区の職員及びその関係者の紹介によるものである。 

今、中国で良く使われているのはアメリカで使用されている日常生活能力判定表（Activity of 

Daily Living ,ADL）である 1-2）。また、都市部では独自の簡単な要介護状態の認定基準を用いる

場合もある。例えば、上海市高齢者居民委は 1996 年の調査において、簡単な基準を用いて高齢

者を軽度、中度、重度、特別介護に分類し、それに応じたサービスを提供した 3）。今回の調査で

は、日本介護保険研究会が定めた 18 年度対応版の障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）

判定基準 4）（表３－２）を参考にし、高齢者の寝たきり度を判断した。日常生活の程度が 4段階

にランク分けされ、それぞれ生活自立高齢者（ランク J）、準寝たきり高齢者（ランク A）、寝た

きり高齢者（ランク B、C）である。ランク J は、何らか障害等を有するが、日常生活はほぼ自

立して一人で外出するといった場合を指す。ランク Aは、house-bound に相当する。屋内での生

活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない場合を指す。ランク Bは、chair-bound に

相当する。屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、介助が

あれば座位を保つことが可能な場合を指す。ランク Cは、重度障害を持ち、1日中ベッド上で過

ごし、排泄、食事、着替で介助を要する場合を指す。 

※「自立不可能」、「半自立」、「生活自立」は十委社区の職員の判断によるものである。 

表３－１．調査の概要 
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３－３ 調査対象者の基本状況（表３－３） 

（１）基本属性 

調査対象高齢者 19人のうちの 6人は男性で 13人は女性である。年齢は 70代が最も多く 9人、

次に 60代が 7人、90代が 2 人、80 代が 1 人である。 

（２）日常生活自立度（表３－４） 

調査対象高齢者の日常生活自立度は以下の通りである。 

①生活自立（ランク J）に該当する高齢者は 7人である。6人は社区居民委員会事務所が包保

対象者としており、うち 1人は半自立高齢者、5 人は自立高齢者と判断されている。残りの 1人

は包保対象とされなかったので自立の判断がされていない。 

②準寝たきり高齢者（ランク A）は７人である。3 番は、全盲である。自分の家に慣れている

ため、室内での行動はほぼ問題ないが、単独で外出するのは難しい。5番は、高齢が原因で四肢

の機能が低下し、外出が少なく、普段は室内で杖を使用してゆっくりと移動する。7番は、心臓

病を頻繁に繰り返すことで、病状が重く、痛みで起きられない場合がよくある。8 番は、骨髄炎

で家族の介助により座位を保ち、歩くことができる。11 番は、下肢に軽い麻痺がある。外出す

る場合は、車椅子で家族が同行する。12 番は、病気で歩きにくく、室内では杖を使いゆっくり

移動できるが、外出には介助がいる。14 番は、いつもベッドで寝ている。身体能力はそこまで

衰えていないが、知的障害と認知症のため日常動作を自力で行うのは困難である。また、一人で

外出するのは無理である。 

社区居民委員会事務所の判定では、3 番は半自立高齢者、5、7、8、14 番の 4人は自立高齢者

である。また 11と 12 番は包保の対象でないため判定されていなかった。 

③寝たきり高齢者（ランク B：2人、ランク C：3 人）は 5人である。ランク Bの 6 番は、小脳

萎縮が原因で家族さえ認知できず、日常生活が混乱し、外出はほぼなく、食事、排泄、着替の意 

表３－２．障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）の判定基準 
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表３－４．高齢者自立度の判断状況  

 

表３－３．調査対象の基本状況 N=19 

＜凡例＞[]：居家養老サービスの包保対象でない高齢者    *：知的障碍者         **：身体障碍者 

○：有り       ×：なし 
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識も失われている。しかし、座位を保っており、食事はベッドを離れて行う。ランク Bの 16番

は、片足が切断され、基本的に車椅子で生活している。社区居民委員会事務所は、6番、16番と

も半自立高齢者と判定している。 

ランク Cの 2番は、日常生活の能力を失い、1 日中ベッドで過ごす。1番と 9番は、全身不随

で自力で生活する能力が失い、日常生活における全ての活動に対して家族の介助が必要である。

1 と 2 番に対して社区居民委員会事務所も、自立不可能と判定していた。9番は居家養老サービ

スの包保対象でないため自立度が判定されていなかった。 

（３）同居の状況 

家族と同居している高齢者が 14 人、独居は 5 人である。同居している高齢者だけを見ると、

配偶者のみとの同居は 6 人、配偶者と子供との同居は 3 人（子供本人：1人、子供夫婦：2人）、

子供との同居は 5 人（子供本人：3 人、子供の配偶者：1 人、子供夫婦：1 人）である。また、

独居高齢者のうち、2人は準寝たきり高齢者である。 

同居者年齢を見ると、60 歳以上高齢者と同居している 10 世帯のうち、同居者が 60 歳を超え

た高齢者のみの者が 7 人である。その 7 人が介護している高齢者のうち、2人は準寝たきり高齢

者、3 人は寝たきり高齢者である。また、子供が介護している家庭であっても、子供の年齢が 60

歳を超えたものが 1人あった。 

（４）健康状況・医療機関 

抱えている病気は、脳血栓、心臓病、白内障、骨髄炎、高血圧などいろいろであるが、重い病

気が多い。 

健康保険注 1）の加入状況を見ると、昔の勤め先で加入した人が 3 人、社区で加入した人が 12

人、加入していない人は 4人である。準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者を見ると、昔の勤め先

で加入した人と未加入の人がそれぞれ 3人、社区で加入した人が最も多く 6 人である。 

現在医療機関を利用しているのは 11 人である。そのうち総合病院を利用している人が 8 人、

残りの 3 人は社区の診療所に通っている。これは、重い病気を抱えている高齢者が多いため、専

門医師と設備の揃った総合病院を選択したと考えられる。 

 

３－４ 高齢者の介護状況 

（１）寝たきり高齢者介護の現状（表３－５） 

準寝たきり（ランク A）：このランクは 7人である。それに対して、10人の家族が介護をしてい

る。昼は 9人、そのうち、5人が同居で、4人が別居（同じ社区：2 人、他の社区：2 人）である。

夜は 7人である。5 人が同居で、2人が別居、ただし 2 人とも同じ社区である。 

寝たきり（ランク B、C）：ランク Bは 2人で、3人の家族が介護をしている。昼の介護者は 3人、

全員同居である。夜の介護者は 2人、同じく同居である。 

ランク C は 3人である。それに対する介護者は 5 人である。昼の介護者は 4人、そのうち同居

しているのは 3 人、同じ社区に居住しているのは 1人である。夜の介護者も 4 人、そのうち同居

しているのは 2 人、別居しているのは 2人である（同じ社区：1人、他の社区：1 人）。 
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以上 12人の準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者は普段の生活において、家族を主体とする 18

人の介護者により介護されている。同居している介護者は 11人で、そのうち配偶者は 5 人、子

供（子供の配偶者を含む）は 6人である。別居している介護者は 7人、全員子供（子供の配偶者

を含む）である。そのうち家が高齢者と同じ社区の人は 3 人、違う社区に居住しているのは 4

人である。 

また、日中の主な介護者は 16 人であるが、夜は 13 人に減少する。また 13 人のうち、3 人は

高齢者と別居しており、異なる社区に居住している。昼間の介護に比べ、夜は介護体制が弱まっ

ている。 

（２）介護に対する高齢者本人の意識 

介護されている本人に介護に対する意見を聞いた。ただし、6人の高齢者は話せないため、こ

の質問の有効回答は 13人である。 

13 人の回答者全員が今まで他人による介護を受けたことがなく、今後も受けたくないと述べ

た。 

今まで受けなかった理由（複数回答）は、①「費用の負担が大きい（4件）」、②「今の生活の

ままでいけるから、必要がない（4 件）」、③「他人に迷惑をかけたくない（3 件）」、④「家族が

世話してくれる（2 件）」、⑤「自分で生活できる（2 件）」、⑥「真面目に世話してくれるかどう

かが心配（1 件）」、⑦「一人のほうが自由（1 件）」である。 

また、今後も受けない理由（複数回答）は、①「費用の負担が大きい（4件）」、②「他人に迷

惑をかけたくない（4件）」、③「家族が世話してくれる（3 件）」、④「自分で生活できる（2件）」、

⑤「真面目に世話してくれるかどうかが心配（1件）」である。 

＜凡例＞○：同居              ×：別居 

※表は準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者（自立度 A,B,C）のみである。 

表３－５．主な介護者の状況 N=12 
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老人ホームに入居する予定を聞いたところ、11 人は「予定がない」、1 人は「息子に家を空け

たいので、入居する予定がある」、1 人は「子供が結婚する時考えたいので、まだ決めていない」

と述べた。 

「老人ホームに入居する予定がない」の理由（複数回答）として、「費用の負担が大きい」が

最も多く 5件、次に「自分で生活できる」・「家族が介護をしてくれる」がそれぞれ 3 件、「老人

ホームに入ったら自由が無くなる」が 2 件、「自分の家にいたい」・「子供に常に会うため」・「老

人ホームの設備は不便な所がある」・「他人に迷惑をかけたくない」がそれぞれ 1件である。 

（３）介護に対する家族の意識 

次に、介護者に介護に対する意見を聞いた。 

生活自立（ランク J：7人）：生活自立に該当する高齢者の家族 7人のうち、2人は高齢者の介 

護に対して負担感を感じている。「とても感じる」・「時々感じる」がそれぞれ 1 人である。その

負担感の内容（複数回答）は、「介護費用の負担が大きい」・「介護による身体的な負担」・「介護

による精神的な負担」・「自分の時間がない」がそれぞれ 1件である。また、介護の内容等を改善

するために「同居になった」が 1人いた。 

準寝たきり（ランク A：7人）：介護の負担感を「時々感じる」が 3人、「とても感じる」が 2人、

「どちらとも言えない」・「全く感じない」がそれぞれ 1 人である。その負担感の内容（複数回答）

は、「介護による身体的な負担」（4 件）、「介護による精神的な負担」（4件）、「費用の負担が大き

い」（3 件）、「自分の時間がない」（3 件）である。また、介護によって生じた生活の変化を聞い

たところ、「長期的に仕事を休む」・「同居になった」がそれぞれ 1人である。 

寝たきり（ランク B：2人、C：3人）：ランク B において、「とても感じる」と「時々感じる」が

それぞれ 1人である。その内容（複数回答）は、両名とも「費用の負担が大きい」・「介護による

身体的な負担」・「介護による精神的な負担」と答え、1 名はさらに「自分の時間がない」も選択

した。 

ランク C において、該当者の全員が「とても感じる」と答えた内容（複数回答）は、「費用の

負担が大きい」・「介護による身体的な負担」・「自分の時間がない」である。うち 2 件は「介護に

よる精神的な負担」も選んだ。また、介護により、家族の生活に及ぼした変化は、「介護するた

め、仕事を辞める家族がいた」・「毎日家にいて高齢者の世話をしなくてはいけない」がそれぞれ

1 件である。 

寝たきり度が高いほど家族の負担感が大きく、介護による身体的、精神的な疲れや自分の時間

がないと答えている（表３－６）。 

一方、調査対象高齢者の全家族 19 人が今後、家族・親族以外の者に介護を依頼しないと述べ

た。その理由を聞いたところ（複数回答）、一番多かったのは「費用の負担が大きい」（12 件）

で、次いで「家族や親族が介護をやるべき」が 6 件、「知らない人が真面目に介護してくれるか

どうかが心配」が 5件、「今の生活のままでいけると思うから、必要がない」が 3 件、「他人に迷

惑をかけたくない」が 1件である。 

また、準寝たきりと寝たきり高齢者 12 人の家族の意見だけを見る（複数回答）と、「費用の負
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担が大きい」（7 件）、「知らない人が真面目に介護してくれるかどうかが心配」（5 件）、「家族や

親族が介護をやるべき」（4 件）、「今の生活のままでいけると思うから、必要がない」（2 件）で

あった。 

老人ホームの入居予定を聞くと、17 人が「老人ホームに入らせる予定がない」と述べた。そ

の理由（複数回答）は、「家族で介護できる」が最も多く 6件、次に「お金がない」が 4 件、そ

れから「ちゃんと世話をしてくれるかどうか心配」が 3 件、「自分で生活できる」・「高齢者が寂

しがる、自由が無くなる」がそれぞれ 2 件で、「高齢者本人は老人ホームに入居したくないと思

う」・「老人ホームに親を入れたら親不孝だと思われ、他人に笑われる」・「老人ホームの設備は不

便な所がある」・「お金があるから、仕事を辞めて親の介護をする」がそれぞれ 1件である。 

 

３－５ 調査対象高齢者の住宅状況 

（１）全般的な状況（表３－７） 

次に高齢者が居住する住居について述べる。調査対象全員の住宅にエレベーターがなく、6 階

建てと７階建ての建物が多く 16 軒である。高齢者居室の階数はほぼ 1～3階で、4 階以上が 3軒

である。また、準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者 12 人のうち、2 人は 5 階と 6 階に居住して

いる。 

居住面積は最大が 153 ㎡、最小が 29㎡である。100 ㎡を超える住宅が 2軒、79～70 ㎡が 2軒、

69～60 ㎡が 5 件、59～50 ㎡が 1 軒、49～40 ㎡が 4 軒、39～30 ㎡が 4 軒、30 ㎡以下が 1 軒であ

る。80㎡以下が多く 17軒、対象住宅の 80%である。平均は 58㎡である。 

居住年数は、1年～56 年と幅広いが、10年以下が 12人である。 

住宅の構成は、２DKが 10 軒と最も多く、1K・1DK・3DK がそれぞれ 3 軒・4 軒・2 軒である。 

住宅の所有は、高齢者自身、もしくは家族が所有しているのが 15 軒である。そのうち高齢者

が若い時自ら造った家が 1軒、長く勤め先から家を借りていたが会社の倒産などにより所有権を

高齢者に移した家が 2 軒である。残りの 4軒は官舎・社宅の賃貸住宅（有料住宅：2軒、無料住

宅：2 軒）である。 

高齢者寝室の形態は、「配偶者以外と同じ寝室」は 3人、「高齢者夫婦二人の寝室」が 9人、「高

齢者本人のみの寝室」が 7人である。「高齢者本人のみの寝室」のうち、2人は同居、5人は独居

である。「配偶者以外と同じ寝室」のうち、家族と同じベッド使用している高齢者は 1 人、違う

ベッドを使用しているのは 2 人である。また、準寝たきりと寝たきり高齢者だけを見ると、12

表３－６．介護に対する家族の負担 N=19 



 

- 57 - 

 

人のうちの 3人は本人のみの寝室、6 人は配偶者と同じ寝室、残りの 3 人は子供（子供の配偶者

を含む）と同じ寝室である。 

トイレを見ると、自分で造った一戸建ての家１軒を除き、全ての住戸にトイレがあった。洋式

が 14 軒（図３－５）、和式が 4軒（図３－６）である。 

シャワーは、10 人の家のトイレに設置されていた。 

また、準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者の住宅だけを見ると、12 人のうち 11人の家にはト

イレがあった。洋式トイレが 10 軒（シャワー付きトイレは 6 軒）、和式トイレが 1軒（シャワー

は設置されていない）である。 

台所は、対象高齢者全員の住宅に設けられていた。 

また、19 軒のうち、建物や居室の出入り口に段差のある住宅は 5軒（4、5、6、13、19番）で

ある。そのうち、準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者の住宅がそれぞれ 1軒である。身体的状況

を考慮した住宅改修はほとんどなく、トイレに手摺を設置したのが 1 軒（9番）あった（図３－

４）。 

（２）住宅構成のタイプ[図（３－７)～（３－１３）] 

エレベーター、台所、トイレ、シャワーの有無、寝室の利用状況等で住宅内部の構成を 6 つの

タイプに分類した。 

 

表３－７．住宅状況 N=19 

 

＜凡例＞＊：血縁関係のない同居者と共用            ▲：配偶者以外と同じ寝室  

△：高齢者夫婦二人の寝室             ◆：高齢者本人のみの寝室 
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３F 

６番 

2 

９番 

※9 番だけは、住宅

改修の事例である。 

１F 

図３－４．段差と住宅改修の事例 
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１番 ２番 ３番 ６番 

図３－５．洋式トイレ 

16 番 

図３－６．和式トイレ 

※9番は、トイレが二つある。 

17 番 13 番 ４番 

９番 
９番 ８番 ７番 

10番 
11番 

12番 14番 

15番 
18番 19番 
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タイプ①：該当者は 1 人である。血縁関係のない他人の世帯と一緒に暮らす高齢者世帯である。

現在中国においても珍しいケースである。調査した住宅にはエレベーターが無く、台所とトイレ

はあったが、同居している世帯と共用である。トイレにシャワーは付いていなかった。また、寝

室は専用であった。 

タイプ②：該当者は 8 人である。そのうち準寝たきり高齢者と寝たきり高齢者が 4 人で半数を占

めている。このタイプはエレベーターが無い以外、台所、トイレ、シャワー、高齢者専用の寝室

が全部整備されている。このタイプの該当者数は全タイプの中で最も多い。 

タイプ③：このタイプの該当者は 2 人で、準寝たきり高齢者が 1 名、寝たきり高齢者が 1

名である。エレベーターは無いが、居室には台所、トイレ、シャワーが設置されている。

また、高齢者は配偶者以外（子供）と同じ寝室で就寝している。 

タイプ④：該当者は 6 人、そのうち 4人が準寝たきりあるいは、寝たきり高齢者である。建物に

はエレベーターが無い。居室には台所とトイレはあるが、シャワーがない。また、高齢者専用の

寝室である。このタイプの該当者数は全タイプの中で 2 番目に多い。 

タイプ⑤：該当者は 1 人、寝たきり高齢者である。エレベーターが無く、台所とトイレが有り、

シャワーが無い。また、高齢者は子どもと同じ寝室を使用している。 

タイプ⑥：該当者は 1 人、準寝たきり高齢者である。住宅の建物にはエレベーターが無い。台所

はあるが、トイレとシャワーは設置されていない。寝室は高齢者専用であった。この家は高齢者

本人により造られた一戸建ての家である。都市化の進んでいる中国で、居住者本人より建てられ

50 年以上も存続している家は珍しい。 

（３）日常生活自立度と住宅構成のタイプ（表３－８） 

住宅の状況が高齢者の日常生活にどのような影響を与えているのかを日常生活自立度と住宅

構成のタイプより分析する。 

生活自立（ランク J）：該当者は 7 人である。そのうち、タイプ②の該当者が最も多く 4 人、そ

れ以外はタイプ④が 2 人、タイプ①が 1人である。シャワーが未整備の者が 3人いるが、このラ

ンクは基本的に自立しているため、大衆浴場が利用でき、日常生活には大きな支障が出ていない。 

準寝たきり（ランク A）：該当者は 7 人である。タイプ④が 3 人、タイプ②が 2 人、タイプ③と

⑥がそれぞれ 1 人である。 

タイプ④の 3番は、シャワーがないため、月に 2～3回ぐらいで体を拭くようにしている。タイ

プ④の 7 番は、シャワーが設置されていないため、ほぼ毎日体を拭くようにしている。タイプ④

の 12 番は、シャワーがないため、家族の介助により週に 2～3回ぐらい体を拭くようにしている

が、時々大衆浴場も利用している。タイプ⑥の 5番はトイレが設置されていない。小便はカテー

テルを使用し、大便は公衆トイレを利用している。シャワーも整備されていないため、家族の介

助により月に 1 回ぐらい大衆浴場でシャワーを浴びるようにしている。また、家族の介助により

時々高齢者の体を拭くようにしている。 

寝たきり（ランク B、C）：該当者は 5人である。ランク Bは、タイプ②と⑤がそれぞれ 1 人であ

る。ランク Cは、タイプ②、③、④がそれぞれ 1 人である。 
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１F 

図３－１０．タイプ③の事例 
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１F 

図３－８．タイプ①の事例 
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図３－９．タイプ②の事例 
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図３－１１．タイプ④の事例 
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19 

図３－１２．タイプ⑤の事例 
図３－１３．タイプ⑥の事例 
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３F 

ランク B の 6番はタイプ⑤に属し、シャワーと高齢者専用寝室が整備されていない。小脳萎縮

が原因で大小便の意識がなく、家族のほうは出られたら拭くようにしている。また、シャワーが

設置されていないため、家族が週に 2～3回ぐらい、高齢者の体を拭くようにしている。 

ランク C の 2番はタイプ④に属している。トイレは整備されているが、小便はカテーテルを使

用し、大便は出たら家族のほうが拭くようにしている。シャワーが設置されていないため、家族

が週に 2～3 回ぐらい、拭くようにしている。 

（４）寝室の利用状況 

準寝たきり（ランク A）：タイプ③の 14 番は子供と同じ寝室を使用している。高齢者本人は知的

障害者で、同室している長男は精神障害者である。この家は３DK で、残りの 2 部屋は、介護し

ている長女が 1 部屋を使用し、1 つは空き部屋である。 

寝たきり（ランク B、C）：寝たきり高齢者 5人のうち、2 人は子供世帯と同じ寝室を使用してい

る。タイプ⑤に属するランク Bの 6 番は２DKで、1 つの空き部屋があるが、介護している息子の

配偶者は高齢者と同じ寝室を使用し、同じベッドで寝ている。タイプ③に属するランク C の 9

番は３DK で、介護している長男が高齢者と同じ寝室を使用しているため、2つの空き部屋がある。

物理的に部屋の個数が限られているから仕方なく親と同じ部屋で就寝しているではなく、逆に空

き部屋がありながら親と同じ寝室を使用している。専用寝室を獲得することは高齢者の権利であ

るが、寝たきり高齢者は 24 時間の介護が必要とされているため、家族と同じ寝室を共用する場

合がある。この 2つのケースは、子どもが親の体の状況を考慮し同室で就寝していると考えられ

る。 

 

３－６ 本章のまとめ 

本調査から、以下のことが明らかになった。 

（１）中国では、要介護度を統一した基準で判断していない。北京、上海など、一部の大都市

では独自の判断基準を設けているが、ほとんどの都市では各社区の担当職員が介護の必要性を判

断している。十委社区の職員により認定された高齢者在宅サービスの包保対象高齢者 15 人の生

活自立度と、本調査で用いた日常生活自立度の間には、類似性が認められたものの、判断の異な

＊:寝室は、高齢者が子供世帯と共用している。 

表３－８．日常生活自立度と住宅構成のタイプ 
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った高齢者も存在した。包保対象となっていない 4名の高齢者のうち、1名は寝たきり、2 名は

準寝たきりと判断した。日本の場合、65 歳以上要介護（要支援）高齢者の割合は 16.46%である

注 2）。それに対して、十委社区の場合、60 歳以上高齢者の 1.54%が包保対象者である。これらの

点を踏まえると、中国の地方都市では、高齢者の状況が十分に把握されていないと思われる。 

（２）調査対象者高齢者 19 人のうち、5 人が独居である。その 5 人のうち 2 人は準寝たきり

高齢者である。同居者のいる 14 人のうち 7人は同居者が 60歳以上の高齢者のみである。この 7

人のうち、2 人は準寝たきり高齢者、3 人は寝たきり高齢者である。12人の準寝たきり、寝たき

り高齢者を 18 人の家族が介護をしている。日中は 16 人、夜間は 13人であり、ゆとりのある介

護体制とはいいがたい。 

（３）介護に対する高齢者本人の意識は、回答者 13 人全員が今まで家族以外の介護を受けた

ことがなく、今後も受けないと述べた。その理由として、費用の負担が大きい、家族に介護をし

てほしい、他人に迷惑をかけたくない、今の生活のままでいけるなどがあげられる。 

一方、家族の意識を見ると、寝たきり度が高ければ高いほど家族の負担感が大きくなっている。

その負担感の内容は主に介護による身体的あるいは、精神的な負担であった。ところが、全家族

が今後、家族・親族以外の者に介護を依頼しないと答え、89%が老人ホームに入居させる予定が

ないと述べた。その理由は費用の負担が大きい、家族に介護してほしい、真面目に介護してくれ

るかどうかが心配などである。 

（４）高齢者住宅は 6、7 階建てのものが多く、4 階以上に居住している 3 人のうち、準寝た

きりと寝たきり高齢者がそれぞれ 1 人いた。また、調査対象全員の住宅にエレベーターが整備さ

れていなかった。 

19 軒のうち、トイレの未整備は 1 軒、台所の未整備は 0 軒であった。一方、シャワーの未整

備は 9軒であった。準寝たきりと寝たきり高齢者の半数でシャワーが未整備であり、家族の介助

によって体を拭いている。シャワーの整備により高齢者の状況と介護の負担感が改善されると思

われ、シャワーの整備が急がれる。 

5 軒の住宅の出入り口に段差が見つかった。体が不自由になった高齢者を対象とした住宅改修

は 1軒しかなかった。 

高齢者の寝室を見ると、「高齢者専用寝室」は 16 人、「配偶者以外と同じ寝室」は 3 人である。

専用している人が多く約 84%を占めている。ただし、専用寝室を確保していないのは、家が狭い

からとは限らない。子どもが親の体の状況を考慮し、同じ部屋で就寝していると思われるケース

が 2つ見られた。 

（５）19 軒の内訳を見ると、タイプ②（トイレ、台所、シャワー、専用寝室が全て有り）が

一番多く 8軒であった。またタイプ③（トイレ、台所、シャワー有り、専用寝室なし）が 2軒で

あった。これら②、③は比較的設備が整っていると判断できるが、全体の 53%であった。傾向と

しては、自立度が高い高齢者のほうが住宅設備は比較的整っており、自立度の低い高齢者ほど、

住宅設備はあまり整っていなかった。 
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注 

注1) 健康保険は医療保険であり、高齢者在宅サービスとは関係がない。国民は職場組織「単位」

もしくは地域組織「社区」の所管する医療保険に加入する。一般的に、正式の職業に就いた

人は単位で従業員基本健康保険に加入する。その財源は単位、個人である。それ以外（年齢

を問わず）は、社区で都市住民医療保険に加入する。その財源は国、個人などである。定年

退職者の場合、加入している健康保険は所属の社区の移行し、その後の手続きや管理は社区

が行う。本調査の対象者は高齢者の多数はが貧困であり、所属の社区で健康保険に加入した

人がほとんどである。 

注2) 「介護保険事業状況報告」（平成 20年 12月分）と「高齢者社会白書」（平成 21年版）を参

考し、算出した 5）。 
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第４章 長春市の社区居民委員会事務所による高齢者在宅サービスの現状 

 

４－１ 本章の目的 

第２章で述べたように、社区居民委員会事務所が提供しているサービスは多岐にわたり、高齢

者が利用できるサービスも数多く存在する。たとえば正規の仕事に就いていない全ての都市部住

民を対象とした任意の国民健康保険制度（城鎮居民医療保険）において、高齢者は社区居民委員

会事務所を通じて受けることができる。また日本の生活保護に近い制度もあり（最低限生活保障）、

社区居民委員会事務所が担当し、該当する高齢者は社区居民委員会事務所を通して受けることが

できる。しかし、本章では介護の必要な在宅高齢者に対するサービスを主たる調査対象としてお

り、それらのサービスは社区居民委員会に設けられた居家養老サービス事務室が提供している。

そのため高齢者が使えるサービスではなく、居家養老サービス事務室が提供しているサービスに

限定して調査した。 

本章の目的は、長春市を事例とした地方都市における、社区居民委員会事務所によって提供さ

れる高齢者在宅サービスの現状を明らかにすることである。具体的には、①社区居民委員会事務

所の概要②社区居民委員会事務所に勤務する居家養老サービス担当事務職員の基本状況③居家

養老サービス事務室が提供する高齢者在宅サービスの内容や利用状況である。 

 

４－２ 調査の概要 

調査の時期は 2011年の 8月 15日から 9 月 22日のまでの間である。電話と直接訪問により調

査可能な社区居民委員会事務所 30 箇所を抽出し、それぞれに所属する居家養老サービス担当事

務職員及びその関係者に対して、ヒアリング調査を行った。 

本章では、サービスを提供する公的な地域福祉組織である社区居民委員会事務所（４－３）、

サービスの担い手である居家養老サービス担当事務職員（４－４）、高齢者在宅サービス（４－

５）の順番で展開し、分析、考察を行う。 

 

４－３ 社区居民委員会事務所の概要 

 社区居民委員会事務所の概要は、表４－１の通りである。 

 設立年を、多い順で並べると、2001年が 10箇所、2000 年が 7 箇所、2003 年・2004年がそれ

ぞれ 3 箇所、1999 年・2002 年がそれぞれ 2 箇所、2004 年・2005 年・2007 年がそれぞれ 1 箇所

である。 

管轄面積は、0.25ｋ㎡から 1.8ｋ㎡までである。0.5～1ｋ㎡以下が最も多く 13箇所、0.5ｋ㎡

以下が 10箇所、1～1.5ｋ㎡以下が 4箇所、1.5～2ｋ㎡以下が 3箇所である。 

建物の面積は、78 ㎡から 1,780 ㎡まで幅が広い。多い順で 300～400 ㎡以下が 11 箇所、400

～500 ㎡以下が 7箇所、0～100㎡以下・500～600㎡以下がそれぞれ 3箇所、700～800 ㎡以下が

2 箇所、200～300 ㎡以下・600～700 ㎡以下・800～900 ㎡以下・900 ㎡以上がそれぞれ 1 箇所で

ある。 
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職員の総人数は、多い順で 20～30人以下が 16 箇所、10～20 人以下が 9箇所、30～40人以下

が 4箇所、50人以上が 1箇所である。 

 居家養老サービス事務室が、専用で設置されているのが 22箇所、共用は 8箇所である。設置

当初は、全ての社区居民委員会事務所で共用事務室となっていたが、その後、専用に変更した社

区が多い。現在専用となっているのが 22箇所、73％である。専用に変わった時期を見ると、2010

年が最も多く 8 箇所、2009 年が 5箇所、2007年・2008 年・2011年がそれぞれ 3箇所である。ま

た、事務室の面積は、10～20 ㎡以下が最も多く 22箇所、全体の 88％を占める。次に 10 ㎡以下

が 2箇所、20㎡以上が 1箇所である。 

平日の開設時間帯を見ると、9:00～17:00 が多く 25箇所（83%）、8:30～16:30 が 3 箇所、9:00

～16:30と 8:00～17:00 がそれぞれ１箇所である。また、平日の開設時間を見ると、昼休みを除

いて、6時間が多く 28 箇所（93％）、5.5時間と 7 時間がそれぞれ１箇所である。また、当番制

によって、昼休み、土日、祝日に、社区居民委員会事務所の一部業務を実施していたのが 8 箇所、

27％である。 

 

４－４ 居家養老サービス担当事務職員について 

（１）応募の仕組み 

居家養老サービス担当事務職員に就くまでの流れは以下のようになっている。①戸籍簿、身

分証明書などを持って、一般的に各区のハローワークで申し込む。②筆記試験（一般的に、

法律、政策、政治、数学などの内容が含まれた総合知識を問う試験と小論文）に合格した後、面

接試験を受ける。③以前はなかったが、今は社区の業務に就く前に、社区の仕事に必要だと思わ

れる程度のパソコンの基礎知識と、社区業務全般についての講座を受ける。費用は無料である。

④合格した後、一般的に自宅の所在する社区に配属される。⑤募集は主に市政府と区政府

によるが、契約は社区居民委員会事務所と結び、1年ごとに更新する。 

（２）担当事務職員の人数（表４－１） 

調査した 30 社区居民委員会事務所において、それぞれ 1人の居家養老サービス担当事務職員

を配置している。そのうち、13箇所は、担当事務職員以外に 1～3 人の事務職員を配置し高齢者

在宅サービス業務を補佐させている。これらの担当事務職員以外の事務職員は社会保障や女性に

対するサービスなどの業務を兼ねながら高齢者在宅サービス業務を行っている。また、居家養老

サービス事務室の業務に携わる事務職員の総人数を見ると、1 人が最も多く 17 箇所（57％）、2

人と 3人がそれぞれ 6 箇所、4人が１箇所である。 

性別は、女性が男性より圧倒的に多く、全体の 93％である。それに対して、男性職員がいる

のは 2箇所のみであった。 

年齢は、40～50 歳以下が最も多く 15箇所、30～40歳以下が 14箇所、20～30歳以下が 1 人で

ある。 
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表４－１．社区居民委員会事務所の概要
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（３）属性・給料 

居家養老サービス担当事務職員は、政府資金もしくは宝くじ、募金等社会的な資金で給与を保

障する「公益性崗位」1）と位置づけられた。「公益性崗位」は、労働能力はあるが、就職できな

い者の再就職、とくに経済的困難な家庭を助ける為に作り出された公益事業の職場であり、困窮

した人々に対するワークフェアだと考えて良い。長春市都市部の戸籍を有し、かつ国有企業の整

理による失業者、家族全員が正規の仕事に就いていないなど、生活が困難で直ちに就労が必要な

者を優先的に採用している。給料は長春市都市部の最低給料注 1）より低く設定しないと規定され

ている。調査によると、対象の全員が手取り 1,000 元／月以上であった注 2）。また、公益性崗位

に関する規定により、各種手当てや社会保険に加入することができる。 

（４）資格 

国が定めた高齢者サービスに関する資格として、「社会工作師」、「家政服務員」、「養老護理員」

などがあるが、今回調査した 25 の社区居民委員会事務所おいて、居家養老サービス担当事務職

員の全員がそれらの資格を持っていなかった注 3）。 

（５）講座等の受講状況（表４－１） 

18 箇所（60％）の居家養老サービス担当事務職員が、講座を受講している。講座を行う時期

は不定期であり、受講は無料である。 

 主催者は、「市政府」と「区政府」が一番多くそれぞれ 10箇所、「街道弁事処」が 4 箇所、「社

区」が 1 箇所である。 

 講座・訓練の回数は、1回が最も多く 8 箇所、2回が 5箇所、3 回が 3 箇所、4 回が 2箇所であ

る。 

 講座・訓練の内容で、一番多いのは「パソコンの基礎知識」で 15 箇所、次に「社区業務の全

般」が 9箇所、「高齢者業務の全般」が 4箇所、「高齢者の心理」と「高齢者の保健」がそれぞれ

2 箇所である。 

（６）業務内容 

居家養老サービス担当事務職員が携わる業務は大きく、➊国・省・市・区・街道弁事処が指示

した業務➋高齢者在宅サービスの申請等に関する一連の業務❸高齢者在宅サービスの提供とい

う三つに分けられる。➋の業務は、下記のようにまとめられる。 

①サービスの利用申請を受理し、登録手続きを行う（基本的に社区内高齢者の申請のみを受け付

ける。）。 

②高齢者の状況について審査を行い、高齢者の要望を踏まえ、どのようなサービスが適切かを判

断する。 

③有償サービか無償（低償を含む）サービスかの判断を行う。有償サービスの場合、直接高齢者

に合意書を書いてもらい、担当事務職員自らの判断でサービスを手配する。それに対して、無償

（低償）サービスの場合、街道弁事処に申告する。 

④街道弁事処から、無償（低償）サービスの許可が出た場合、サービスを手配する。 

⑤サービスは担当事務職員かボランティアによって提供される（後述）。ボランティアが行う場
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合、ボランティアとの連絡調整を行う。 

⑥サービス実施後に高齢者の意見を徴集し、街道弁事処に提出する。 

 

４－５ 高齢者向け在宅サービスの現状 

（１）高齢者在宅サービスの対象者 

１）高齢者の概要（表４－２） 

 社区の総人口は、2,893 人から 19,165 人までである。5,000 人で区分すると、多い順に 10,000

～15,000 人以下が 10 箇所、5,000～10,000 人以下が 9 箇所、15,000～20,000 人以下が 7 箇所、

5,000 人以下が 4箇所である。 

 住戸は、367 戸から 6,815 戸までである。1,000 戸で区分すると、多い順に 3,000～4,000 戸以

下が 9箇所、2,000～3,000 戸以下が 6箇所、1,000～2,000 戸以下・5,000～6,000 戸以下・6,000

～7,000戸以下がそれぞれ 4箇所、4,000～5,000戸以下が 2箇所、1,000戸以下が 1箇所である。 

 高齢者人口は、213 人から 4,527 人までである。500 人で区分すると、多い順に 500～1,000

人以下が 9 箇所、500 人以下が 7 箇所、1,000～1,500 人以下が 5 箇所、1,500～2,000 人以下・

2,000～2,500 人以下・3,500～4,000 人以下がそれぞれ 2 箇所、3,000～3,500 人以下・4,000～

4,500 人以下・4,500～5,000 人以下がそれぞれ 1箇所である。 

 高齢化の割合は、3.82％から 39.66％までである。10％以下が最も多く 15 箇所、10～20％以

下が 9箇所、20～30％以下が 5箇所、30～40％以下が 1 箇所である。 

２）サービスの対象 

  高齢者在宅サービスの対象は 60 歳以上の高齢者であるが、その重点は生活困難な高齢者で

ある。生活困難かどうかは、収入がない、就労していない、扶養者がない、家族全員の平均月収

が最低生活保障以下などの経済的理由、介護が必要という身体的理由から判断する。しかし、生

活困難な高齢者に対する統一した判断基準はなく、社区職員の聞き取りなどを踏まえ、社区居民

委員会事務所ごとに認定を行う。 

（２）高齢者在宅サービスの提供者（表４－２） 

高齢者在宅サービスの提供者は、以下の者である。❶居家養老サービス事務室の業務に携わる

事務職員は全員、職務として社区内の高齢者にサービスを行っている注 4）。❷社区の職員は、ボ

ランティアとして勤務時間外に、主に生活困難な高齢者を対象にサービスを行っている。社区内

の高齢者に対する介護などのボランティア活動は社区の職員、特に居家養老サービス事務室の業

務に携わる事務職員が中心である。❸一般のボランティアは社区居民委員会事務所が募集してい

る（募集活動は特にせず、ボランティアを希望する住民だけが自発的に登録している）。ボラン

ティア活動は、祝日・祭日が多く、ボランティアによっては平日に行う場合もある。 

また、社区のボランティアは資格、経験を問わずに受け入れ、派遣しているため、居家養老サ

ービス事務室の業務に携わる事務職員以外のボランティアの専門性については把握されておら

ず、所有している資格や専門知識などは不明である。 

ボランティアの登録者数は、15人から 2,015 人まで幅広いが、83％（25箇所）は 100人以下
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※表４－１の「番号」と同じ。 

 「社区の職員」は、ボランティアとして登録した社区職員数である。また、

社区職員の退職年齢は女性が 50歳、男性は 60歳になっているため、「高齢者の

ボランティア」に該当しない。 

「ボランティアの登録者数」は、ヒアリングで得た概数であり、登録してい

る者が全員、ボランティアをしているとは限らない。 

表４－２．高齢者とボランティアの概要 

 

である。30～40 人以下が一番多く 10 箇所、20～30 人以下・50～60 人以下がそれぞれ 3 箇所、

10～20 人以下・40～50 人以下・60～70 人以下・80～90 人以下がそれぞれ 2 箇所、90 人・110

人・300人・1,370 人・2,010 人・2,015人がそれぞれ 1 箇所である。 

ボランティアのうち、社区の職員の登録者数は、20～30 人以下が最も多く 16 箇所、10～20

人以下が 10 箇所、30～40 人以下が 3 箇所、53 人が 1 箇所である。また、20 箇所の社区居民委

員会事務所に所属する職員全員がボランティアとして登録しており、残りの 8 箇所（5、8、11、

13、15、16、21、28番）においても大半がボランティアをしている。 

残りは、一般のボランティア注 5）である。4 箇所（6、13、15、18 番）では、ボランティアの

全員が社区の職員であり、一般のボランティアの登録者はゼロである。また、14 箇所で高齢者

のボランティアの登録があった。その登録者数は、多い順で 10人以下・10～20人以下がそれぞ
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れ 4 箇所、50 人が 2 箇所、20 人・250 人がそれぞれ 1 箇所である。全ボランティアに対する割

合は、10～20％以下が最も多く 7箇所、20～30％以下が 4箇所、45.45％が 1箇所である。 

（３）高齢者在宅サービスの内容と利用状況 

 2010年に社区居民委員会事務所が行っていた主な高齢者在宅サービスは以下の 22に区分でき

た（表４－３）。 

①問身体介護 これは、清拭、着替え、排泄、水分補給、食事、移動等の介助、マッサージ、リ

ハビリテーションなどで、社区の職員あるいはボランティアが高齢者の自宅を訪問し、実施する

サービスである（一部は日本の訪問介護に該当する）。利用者がいた社区居民委員会事務所は 10

箇所、33％である（利用者がゼロになっているのは、そもそもサービスが提供されていないから

か、サービスは提供されているが利用者がいないからのどちらかである。その区別は表４－３を

参照）。 

②訪問家事サービス 社区の職員あるいはボランティアが定期もしくは不定期で高齢者の家を

訪問し、調理、洗濯、掃除などの家事サービスを行う（一部は日本の訪問介護に該当する）。利

用者がいた社区居民委員会事務所は 30 箇所、100％である。 

③買い物サービス 社区の職員あるいはボランティアが代わりに買い物をするサービスである。

利用者がいた社区居民委員会事務所は 29箇所、97％である。 

④代理者による公共料金の支払い 社区の職員あるいはボランティアが代わりに公共料金を払

うサービスである。利用者がいた社区居民委員会事務所は 23箇所、77％である。 

⑤薬の購入サービス 社区の職員あるいはボランティアが代わりに薬を購入し家まで届けるサ

ービスである。利用者がいた社区居民委員会事務所は 15 箇所、50％である。 

⑥心理的ケア 社区の職員あるいはボランティアが高齢者の家を訪問し、特に何かある時に（例

えば、けがをした時など）高齢者の話し相手になり、アドバイスをしながら、高齢者のストレス

を解消するサービスである。利用者がいた社区居民委員会事務所は 24箇所、80％である。 

⑦安否確認サービス 社区の職員あるいはボランティアが高齢者に対して、日常的に電話したり、

家を訪問したりすることで安否を確認するサービスである。年に 1回、社区居民委員会事務所に

来てサインをすることで、高齢者の存否を確認しているが、それとは別で日常における安否確認

である。利用者がいた社区居民委員会事務所は 23箇所、77％である。 

⑧近所互助活動 近くに居住している住民が高齢者の日常生活を援助する近所互助活動を社区

が組織している。住民と高齢者が 1 対 1もしくは 1対 2 程度で、期間を設定する場合と設定しな

い場合がある。なお、社区はこの活動を組織するだけで、具体的な援助は依頼した住民に任せる。

利用者がいた社区居民委員会事務所は 27箇所、90％である。 

⑨24 時間電話ホットライン 昼は社区居民委員会事務所か社区職員の携帯電話、夜は社区職員

の携帯電話に掛けると対応してもらえる 24 時間体制のサービスである。利用者がいた社区居民

委員会事務所は 4箇所、13％である。 

⑩通信機の設置 一般的に、通信機は固定電話と繋げており、ワンタッチで緊急時に親族や社区

居民委員会事務所、警察へ通報でき、また水道修理業者等に繋がるなど、日常生活でも使用でき
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る。利用者がいた社区居民委員会事務所は 10 箇所、33％である。 

⑪慰問・給与 社区の職員が主に祭日や祝日に生活困難な高齢者、戦争で負傷した人や退役した

軍人を慰問し、米、油、麺、現金などを給与する。利用者がいた社区居民委員会事務所は 30 箇

所、100％である。 

⑫住宅の修繕 生活困難な高齢者で雨漏れ等の修繕費用が出せない場合、社区居民委員会事務所

の経費で修繕するサービスである。また、必要な場合、修繕業者の紹介や修繕過程の監督などを

手伝うこともある。利用者がいた社区居民委員会事務所は 12箇所、40％である。 

⑬薬の給付 主に精神障害者に対して薬を無償給付しているが、一般住民に風邪薬などを無償給

付する社区もある。また、高齢者は直接社区居民委員会事務所に行って薬を請求する場合がある

が、多くは社区の職員によって生活困難な高齢者の家に届けられている。利用者がいた社区居民

委員会事務所は 22 箇所、73％である。 

⑭托老サービス 社区居民委員会事務所に高齢者を預けることである。認知症や体の不自由な高

齢者などで、家族が外出する場合、一時的（当日のみ）に事務所に高齢者を預けることができる。

社区居民委員会事務所に、預かった高齢者用の専用ベッドが置いてある。ただし、健康な高齢者

もベッドが空いていれば利用できる。日本のディサービスのようなプログラム等はなく、預かる

だけである。利用者がいた社区居民委員会事務所は 19 箇所、63％である。 

⑮保健体操の指導 社区の職員あるいはボランティアが定期もしくは不定期で、社区居民委員会

事務所の活動室か屋外の広場で高齢者に保健体操を指導している。利用者がいた社区居民委員会

事務所は 10 箇所、33％である。 

⑯飲食などに関する保健知識の指導 通常は、社区の職員によって行うが、不定期で医者や大学

教員を講師として招き、高齢者に対して飲食などの保健知識に関する講座を開催する。利用者が

いた社区居民委員会事務所は 22 箇所、73％である。 

⑰健康診断 ➊社区によって年に 1～2 回程度で社区内の高齢者に対して、社区衛生サービスセ

ンター（社区衛生服務中心）注 6）と協力し合って、無料の健康診断を行っている。➋社区衛生サ

ービスセンター以外の医療機関によるキャンペン、宣伝などで、該当する高齢者が無料で健康診

断が受けられる。利用者がいた社区居民委員会事務所は 30 箇所、100％である。 

⑱法律情報の提供と相談 社区居民委員会事務所が不定期で専門家を呼び、生活でよくあるトラ

ブルや高齢者の扶養などに関する法律について講演している。利用者がいた社区居民委員会事務

所は 20箇所、67％である。 

⑲電気や水道修理業者の紹介 電気や水道などの修理会社あるいはそのような技術を持つ者を

紹介するサービスである。利用者がいた社区居民委員会事務所は 21箇所、70％である。 

⑳家政会社の紹介 家政会社（または家政服務会社）は、家政サービスを提供している会社であ

る。現在、高齢者の介護や妊婦の世話などだけではなく、水道の修理、合鍵作りなど、生活の不

便を解消するための様々なサービスを提供している（詳細は第六章を参照）。社区居民委員会事

務所は、各種サービスを提供する家政会社を高齢者に紹介している。利用者がいた社区居民委員

会事務所は 10箇所、33％である。 
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※表４－１の「番号」と同じ。
表４－３は、ヒアリング調査で得た概数である。
▲：サービスあり、人数不明。 ○：サービスあり、利用者なし。 ×：サービスなし。
「直接サービス」と「間接サービス」の分類は後述。

表４－３．2010年の高齢者在宅サービスの利用状況（人） MA
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㉑弁当配送会社の紹介 弁当配送会社を紹介するサービスである。利用者がいた社区居民委員会

事務所は 3箇所、10％である。 

㉒医師の代理依頼 社区の職員あるいはボランティアが医師の往診を代理で依頼するサービス

である。利用者がいた社区居民委員会事務所は 14箇所、47％である。 

（４）高齢者在宅サービスの特徴 

１）サービスについて 

「（３）高齢者在宅サービスの内容と利用状況」で紹介した 22サービスのうち、全ての社区居

民委員会事務所で利用者がいたサービスは「②訪問家事サービス」、「⑪慰問・給与」、「⑰健康診

断」の 3 項目である。また、「③買い物サービス」、「⑥心理的ケア」等のサービスも比較的多く

の社区居民委員会事務所で利用者がいた。 

それに対して、「①訪問身体介護」、「⑧近所互助活動」、「⑩通信機の設置」、「⑮保健体操の指

導」、「⑯飲食などに関する保健知識の指導」、「⑲電気や水道修理業者の紹介」、「⑳家政会社の紹

介」、「㉑弁当配送会社の紹介」の 8サービスは、サービス自体を提供していない社区居民委員会

事務所が多く見られた。 

２）料金について 

サービスの利用料金について、今回の調査では、「⑩通信機の設置」・「⑫住宅の修繕」・「⑭托

老サービス」の 3サービスのみは、有償（低償）の場合が見られた。有償か無償（低償）か、ま

た低償になった場合の補助額については、生活困難度や資金調達の状況などによって、ケースご

とで判断されていた。これら以外は全部無償で提供されていた。 

３）従事者について 

高齢者在宅サービスは社区の職員と一般ボランティアによって行っているが、職員の業務範囲

とボランティアの担当範囲が明確に分かれていない。そのため、同じサービスであっても業務と

して実施する場合と、ボランティア活動として実施する場合がある（①～⑧、⑮、㉒）。また、

社区の職員は、勤務時間内に業務として行ったサービスと同じサービスを勤務時間外にボランテ

ィアとして行う場合があった。ボランティアとして登録しているが、職員の場合は自発的でない

面もある。ただし、業務と比べ、訪問日時などについては融通が利くようであった。 

（５）高齢者在宅サービスの分類（表４－３） 

社区居民委員会事務所の職員とボランティアの関わり方の違いによって、大きく「直接サービ

ス」と「間接サービス」の二つに分類した。 

１）直接サービス 

22 サービスのうち、18項目が「直接サービス」に該当し、全サービス項目の 82％である。「直

接サービス」をサービス提供の形式によって、「訪問サービス」と「施設サービス」の二つに分

類した。 

➊訪問サービス：該当するサービスは 13 項目であり、サービス分類の中で最も多い。全サービ

ス項目の 59％であり、「直接サービス」の 72％である。これらのサービスは、社区居民委員会事

務所の職員及びボランティアが高齢者の家を訪問し行うサービスである。また、ヒアリング調査
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から、「訪問サービス」を利用している高齢者の多くは要介護高齢者であることが分かった。 

具体的な内容を見ると、「①訪問身体介護」、「③買い物サービス」、「⑥心理的ケア」など、日

常生活に関するサービスが多い。その中で、住民による高齢者へ助けを促進するサービス（「⑧

近所互助活動」）、また緊急時の対応に関するサービスも整備している（「⑨24 時間電話ホットラ

イン」・「⑩通信機の設置」）。これまでの家族介護が弱体化する一方、公的な社区居民委員会事務

所において、日常生活を支えるサービスが徐々に展開されている。 

また、「①訪問身体介護」、「⑧近所互助活動」、「⑩通信機の設置」の 3 サービスは、サービス

を提供していない社区居民委員会事務所が多い。 

➋施設サービス：該当するサービスは 5 項目である。全サービス項目の 23%であり、「直接サー

ビス」の 28％である。これらのサービスは主に高齢者に社区居民委員会事務所に来てもらい、

社区の職員及びボランティアによって社区の施設で行うサービスである。また、ヒアリング調査

から、「施設サービス」の利用者のうち、要介護高齢者はかなり尐ないことが分かった。 

 サービスの内容を見ると、高齢者の健康を保つためのサービスが比較的に多い（「⑮保健体操

の指導」・「⑯飲食などに関する保健知識の指導」・「⑰健康診断」）。また、一時的に、高齢者を預

けるサービス（「⑭托老サービス」）、さらに法律に関するサービスも整えている（「⑱法律情報の

提供と相談」）。 

 また、「⑮保健体操の指導」と「⑯飲食などに関する保健知識の指導」の 2 サービスは、サー

ビスを提供していない社区居民委員会事務所が多い。 

２）間接サービス 

該当するサービスは 4 項目である。全サービス項目の 18％であり、サービス分類の中で最も

尐ない。これらの 4サービスは、社区居民委員会事務所の職員が社区関係者以外の者もしくは組

織に依頼し、所属の高齢者に対して行うサービスである。つまり、社区居民委員会事務所は、高

齢者と業者の間にある中間組織であり、高齢者に仲介サービスを提供している。 

サービスの内容から見ると、「間接サービス」に該当する 4 サービスは、生活の利便性を向上

させるサービスであり、高齢者の日常生活の基本設備を整えたり、健康を維持するための重要な

サービスである。そのうち、「⑲電気や水道修理業者の紹介」、「⑳家政会社の紹介」、「㉑弁当配

送会社の紹介」の 3サービスは、サービスを提供していない社区居民委員会事務所が多い。また、

全体的に見ても利用者ゼロの社区が多く、「間接サービス」の利用状況は低かった。 

（６）サービス状況の確認について 

サービス実施後に実施状況を確認していた社区居民委員会事務所は 24箇所、80％であった（表

４－４）。そのうち、2、12、13、16、25番の 5箇所だけ、「高齢者」と「サービス提供者」の両

者に対して実施状況を確認していた。残りの 19箇所は、「高齢者」と「サービス提供者」のどち

らか一方に確認していた。 

「高齢者」に確認を行ったのは、22 箇所（73％）である。確認方法は、「電話」が 10 箇所、「訪

問」が 13箇所、「確認表」が 12 箇所である。複数の方法で確認していた社区居民委員会事務所

は 11 箇所である。 
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一方、「サービス提供者」に確認をしていたのは、7箇所（23％）である。確認方法は、「電話」

が 6 箇所、「会う時に聞く」が 4箇所である。複数の方法で確認していた社区居民委員会事務所

は 3箇所である。 

確認表は、居家養老サービス担当事務職員がサービス実施前にサービス提供者に渡し、実施後

に高齢者あるいはその家族に記入してもらうものである。「確認表」は、A5 か A4 の紙で、高齢

者の名前、電話番号、住所、サービスの内容、サービスに対する意見などの記入欄があり、サー

ビスの実施状況について記入するものである。 

ただし、以上の方法でサービス状況を確認している社区居民委員会事務所でも、必ずしも毎回

確認をしておらず、記録を残さない時もあった。 

 

４－６ 本章のまとめ 

（１）社区居民委員会事務所 

①社区居民委員会事務所は、93％が 2000 年以降に設立されていた。建物の面積は、大半が 300

～500 ㎡以下であり、全体の 60％である。73％の社区居民委員会事務所が専用の居家養老サービ

※表４－１の「番号」と同じ。 

表４－４．サービス実施状況の確認方法 
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ス事務室を整備しており、大半の面積は 10～20㎡以下である。また、管轄面積は、1ｋ㎡以下が

最も多く 77％を占める。それから、各社区に居住している高齢者人口の割合を見ると、対象の

半数が 10％を超えている。 

②社区居民委員会事務所の平日における開設時間は 6時間程度であり、大体 9 時から 17 時ま

でである。また、休日の当番制は一部の社区居民委員会事務所（27％）に限られている。利用者

にとって不便だと思われ、開設時間等の見直しが必要だと考える。 

③社区の職員数は 20 人代が最も多く、53％を占める。社区の職員によるボランティアは全て

の社区で普及していたが、13％の社区では一般のボランティアがおらず、職員のみであった。ま

た、ボランティアのうち、高齢者在宅サービスを行う人数が不明であり、社区の職員と一般のボ

ランティアがサービスの提供における棲み分けも曖昧である。さらに、ボランティアの専門性に

ついても把握されていなかった。 

居家養老サービス事務職員が限られている中、社区内の助け合いを更に促進し、積極的に一般

のボランティアを受け入れる必要があるだろう。しかし、ボランティアの専門性向上を図り、そ

れに対する管理、派遣体制を整えるべきである。 

（２）居家養老サービス担当事務職員 

居家養老サービス担当事務職員のほとんどは 30 代、40 代であり、女性が中心である。また、

1 人で業務を担っているケースが半数以上である。各種手当てや社会保険などの福利厚生は整え

ているが、給与は長春市都市部の最低給料よりやや高い程度である。 

一方、居家養老サービス担当事務職員は事務だけでなく、サービス提供も行っていたが、全員

が資格を持たず、講座や訓練もあまり実施されていない。また、講座や訓練は「パソコンの基礎

知識」と「社区業務の全般」が多く、高齢者に関する講座や訓練が比較的に尐ない。今後職員の

配置、待遇を見直す同時に、事務職員の専門性向上を計画的に進めるべきである。 

（３）高齢者在宅サービス 

①社区居民委員会事務所の居家養老サービス事務室が提供している高齢者在宅サービスは、

「訪問身体介護」、「訪問家事サービス」、「心理的ケア」、「健康診断」、「通信機の設置」、「家政会

社の紹介」、「住宅修繕」などの 22項目である。 

②サービスの利用状況を見ると、社区ごとで各サービスに対する利用率が異なっており、うち

27％のサービス（8項目）は多くの社区居民委員会事務所で提供されていなかった。その主な原

因として、高齢者の経済状況、配偶者の有無、学歴、職業などの地域性 2－4）と、社区ごとの財

政状況が異なるという 2つが考えられる。 

③居家養老サービス担当事務職員の採用、所管する高齢者へのサービス提供は、両方とも生活

困難者に対する配慮が見られた。しかし一部サービスが低償になった場合の補助額は生活困難度

などで左右されるにもかかわらず、統一した判断基準がない。これまで社区ごとで判断されてき

たが、今後サービス対象者の優先順位を行う際、判断基準が重要且つ必要不可欠であるため、早

急に整えるべきである。 

④22項目の高齢者在宅サービスを「直接サービス（訪問サービス・施設サービス）」と「間接
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サービス」に分類した。その結果、82％（18 項目）が「直接サービス」であり、社区の職員及

びボランティアによる直接のサービス提供が中心であった。それに対して「間接サービス」に該

当するサービスは 4 項目であり、「間接サービス」は「直接サービス」の補足サービスの位置に

あると判断できる。今後、高齢化が進むと「直接サービス」だけでは需要に対応できないと思わ

れ、「間接サービス」の充実もしくは社区と社区以外の事業者の連携が望まれる。 

また、「訪問サービス」に該当するサービスの項目数は、全サービスの 59％を占めており、訪

問は主なサービスの提供形式であることが分かった。「施設サービス」の種類は「訪問サービス」

より尐ないが、利用者数はほとんど変わらなかった。 

⑤80％の社区居民委員会事務所が、サービス状況の確認をしていた。しかし、常に確認してお

らず、また記録も保管されていない場合があった。今後、サービス向上の視点から、「サービス

提供者」にも確認を行い、データの保管、分析、その結果に応じた改善策などを計画的、系統的

に進めるべきである。 

 

注 

注1) 2011年「吉林省最低賃金基準発布に関する通知」によると、長春市都市部の最低給料は 1,000

元である 5）。 

注2) 長春市都市部における 2010 年の平均収入は 1,493 元（1ヶ月あたり）である 6）。 

注3) 今回調査した居家養老サービス担当事務職員はこれらの資格を有していなかった。その理

由は、居家養老サービス担当事務職員は、高齢者在宅サービスに係る仕事であるが、「公益

性崗位」として再就職促進を重視しており、募集の際、資格を要求していないためである。 

注4) 今回の調査対象では、1 名の担当事務職員が担当する具体的な高齢者数について統計されて

いなかった。 

注5) 高齢者だけを対象とした一般ボランティアの統計が実施されていないため、今回は社区の

掃除、雪除き、文化活動などを行うボランティアも含めた一般のボランティアの全体の登

録者数を調査した。 

注6) 社区衛生サービスセンター（社区衛生服務中心）の英訳は Community health service center

である。業務内容は、社区内住民の病気予防、医療、リハビリ、健康の促進などである。 
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第５章 長春市の社区居民委員会事務所が提供する高齢者向け在宅サービスに 

対する利用者の評価について 

 

５－１ 本章の目的 

高齢者にとって、住み慣れた地域で住み続けられることが望ましい。そのため、中国の基層（地

域）社会を管理し、所属住民に対し福祉サービスを提供する社区居民委員会は重要である。第４

章では、長春市の社区居民委員会事務所による高齢者向け在宅サービスの現状を明らかにした。

本章は、その続きとして、高齢者向け在宅サービスに対する利用者の評価を把握する。 

公的な評価は、一般的に年に１回、年末に区が行う。まず、区の民政局から評価基準を街道弁

事処に通知する。次に、各街道弁事処は所属の社区居民委員会に報告書及び関係資料の提出を要

求する。さらに、街道弁事処は、社区居民委員会に提出された資料を取りまとめて区に提出する。

それから、区の民政局は提出された書類に基づき評価を行う。評価の内容は、①施設・設備、財

政の運営等に対する評価②サービスの内容・数・費用に対する評価③高齢者在宅サービスに携わ

る職員の年齢・人数・学歴・資格・経験・態度に対する評価④アンケート調査・訪問ヒアリング

調査を行い利用者の意見や要求・満足度を把握したかどうかなどである。しかし、公的評価の内

容に及ぼす領域は幅広く、詳細な現状は把握されていないと思われる。また、公的評価の結果は

公表しておらず、サービスごとの評価も行っていない。一方、学術研究においても、高齢者の目

線から在宅サービスの実施状況を具体的に評価し、分析する先行研究は見られなかった。 

本章の目的は、社区居民委員会事務所が提供している高齢者向け在宅サービスに対する

高齢者の利用状況、評価、意見などを把握することである。 

 

５－２ 調査の概要 

本調査の対象地は、中国東北部に位置している吉林省の省都長春市の都市部に位置して

いる5区である。区内にあり、調査に協力してもらったそれぞれ10社区、合わせて50社区を

取り上げた。今回、長春市にある381社区のうちの13％を調査した注1）。訪問した高齢者は、

社区内に居住し、且つ社区が提供している高齢者在宅サービスを利用している方、各社区5

人、合わせて250人である。これらの調査対象高齢者は、事務所に来所していた人の中から

ランダムに選び、社区居民委員会事務所でヒアリングをした。ヒアリング調査を行った期

間は2012年8月24日から9月23日である。 

また、第４章で22の高齢者在宅サービスを「直接サービス（訪問サービス＋施設サービ

ス）」と「間接サービス」に分類した。本章において、この分類に沿って評価などの項目

を設定し実地調査を行った結果をそれに従って分析を行う。 

 

５－３ 調査対象高齢者の概要（表５－１） 

調査対象者の年齢は、「60－64歳」が最も多く118人、全高齢者の47％を占める。次に「6

5－69歳」が97人、「70－74歳」が24人、「75－79歳」と「85－89歳」がそれぞれ4人、「8
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0－84歳」が3人である。 

性別は、男性が155人、女性が95人である。 

生活自立度を見ると、「生活自立」高齢者が204人、全体の82％を占める。次に「準寝た

きり」高齢者は37人、「寝たきり」高齢者は9人である。 

同居状況は、「一人暮らし」が41人、「夫婦のみ」が116人、「その他（息子夫婦と同居、親

と同居、孫と同居など）」が93人である。 

 

５－４ 高齢者在宅サービスの利用状況（表５－２） 

（１）サービスの利用者数 

利用者の多い準で並べると、「⑦安否確認サービス」が最も多く168人、全体の67％が利

用している。次に「⑧近所互助活動」が141人（56％）、「②訪問家事サービス」が128人

（51％）、「⑰健康診断」が104人（42％）、「⑱法律情報の提供と相談」が72人（29％）、

「⑲電気や水道修理業者の紹介」が63人（25％）などである。全体的に見ると、三番目ま

では、全て「訪問サービス」である。「施設サービス」もやや多く、「間接サービス」を

利用する高齢者は比較的に尐ない。 

（２）サービスの利用頻度 

「週に1－5回」：調査した22サービスうち、4サービス（18％）が「週に1－5回」で利用し

ている高齢者がいた。3サービスは「訪問サービス」、1サービスは「施設サービス」に属

している。該当する高齢者は5人、最も高い頻度でサービスを利用している。特定の高齢者

が複数のサービスを頻繁に利用していることが分かった。 

「月に2回」：調査した22サービスうち、8サービス（36％）が「月に2回」で利用している

高齢者がいた。6サービスは「訪問サービス」に属し、「施設サービス」と「間接サービス」

表５－１．調査対象高齢者の概要（人） N＝250 
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はそれぞれ1サービスが該当している。該当する高齢者は127人である。 

「月に1回」：調査した22サービスのうち、13サービス（59％）が「月に1回」で利用して

いる高齢者がいた。8サービスは「訪問サービス」、4サービスは「施設サービス」、1サー

ビスは「間接サービス」に属している。該当する高齢者は155人である。半数以上のサービ

スが該当し、月単位で利用しているサービスが多い。 

「半年に1－3回」：「訪問サービス」の⑫を除いて、残りの21サービスが（95％）が「半

年に1－3回」で利用している高齢者がいた。該当する高齢者は154人、利用頻度は4番目に

位置する。サービス項目が最も多い層であり、ほぼ全サービスが多くの高齢者に半年を単

位として利用されていることが分かった。 

「年に1回」：「訪問サービス」の①を除いて、残りの21サービスが（95％）が「年に1回」

で利用している高齢者がいた。該当する高齢者は166人、利用頻度は2番目に低い。サービ

ス項目は「半年に1－3回」と並ぶ、最も多い層であり、ほぼ全サービスが多くの高齢者に

年を単位として利用されている。 

「必要な時のみ」：調査した22サービスのうち、5サービスが「必要な時のみ」で利用して

いる高齢者がいた。「施設サービス」はなく、1サービスは「訪問サービス」、4サービス

は「間接サービス」に属している。該当する高齢者は35人で、最も低い頻度でサービスを

利用している。 

 

 

 

（３）年齢と生活自立度によるサービスの利用状況（表５－３） 

年齢と生活自立度による高齢者在宅サービスの利用状況を見た結果、「60－64 歳」は全サービ

スを利用している。そのうち「⑦安否確認サービス」が最も多く 83 人、70％が利用している。

「65－69 歳」も全サービスを利用している。そのうち「⑦安否確認サービス」が最も多く 62 人、

64％が利用している。「70－74歳」も全サービスを利用している。そのうち一番多いのは「⑦安

否確認サービス」である。「75－79 歳」は 11サービス、「80－84 歳」は 10サービスを利用して

いる。そのうち「⑧近所互助活動」「⑲電気や水道修理業者の紹介」が最も多くそれぞれ 3 人で

ある。「85－89歳」は 14サービスを利用している。そのうち「⑨24 時間電話ホットライン」が

表５－２．サービスの利用状況（人） N=250 MA 
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最も多く 6人である。 

生活自立度別に見ると、「生活自立」は 21サービスを利用している。そのうち「⑦安否確認サ

ービス」が最も多く 133人、65％が利用している。「準寝たきり」は 19サービスを利用している。

そのうち「①訪問身体介護」「⑦安否確認サービス」が最も多くそれぞれ 30人、81％が利用して

いる。「寝たきり」は 17 サービスを利用している。そのうち「①訪問身体介護」が最も多く 8

人、89％が利用している。 

一方、年齢層による利用率を見ると、⑮は「60－64 歳」、②⑤⑩⑯は「65－69 歳」、⑩は「70

－74 歳」、①⑦⑳は「75-79 歳」、⑥⑧⑪⑫⑬⑰⑲㉑は「80－84 歳」、③④⑨⑭⑱㉒は「85－89

歳」が最も利用していた。後期高齢者は前期高齢者より利用率が高く、また「間接サービス」に

ついても、後期高齢者のほうが利用率が高かった。 

また、生活自立度別に利用率を見ると、②⑧⑪⑫⑮⑯⑲は「生活自立」、③⑦⑨⑱は「準寝た

きり」、①④⑤⑥⑩⑬⑭⑰⑳㉑㉒は「寝たきり」が最も利用していた。「寝たきり」は利用率の高

いサービスが多く、次に「生活自立」、「準寝たきり」であった。 

 

５－５ 高齢者在宅サービスの評価 

（１）評価の全般 

高齢者在宅サービスの評価について、「手続きの分かりやすさ」、「態度の良さ」、「対応の速さ」、

「利用頻度の満足度」、「サービスの質」、「利用料金の適切さ」、「総合的な評価」の７指標で、利

用者に評価をして頂いた。また、「施設サービス」については、「場所の広さ」と「設備の設置」

の 2指標でも評価してもらった。以上の 9つの評価指標に沿って、下記のようにまとめ・分析を

行う〔表（５－４）～表（５－６）、（図５－１）〕。評価は全ての項目で 5段階で質問した。 

手続きの分かりやすさ：全サービスに対して悪い評価はなく、全体的に評価が高い。「訪

問サービス」と「間接サービス」は「施設サービス」より比較的に良い評価が多く、「訪

問サービス」のうち3サービス（「①訪問身体介護」・「③買い物サービス」・「⑨24時間

表５－３．年齢と生活自立度によるサービスの利用状況 N＝250 
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電話ホットライン」）は良い評価のみであった。また、「間接サービス」に該当する4サー

ビスは、「分かりやすい」の割合が全て80％以上である。 

態度の良さ：「施設サービス」と「間接サービス」に対する悪い評価がないが、「訪問サ

ービス」において「やや悪い」を選択した高齢者が１人いた（「⑪慰問・給与」）。社区

の職員等がサービスを行う際、一部において誤った態度があったため、多尐の不満が生じ

たと考えられる。 

また、「施設サービス」は「訪問サービス」と「間接サービス」より、「良い」を選択

した高齢者が比較的に尐なかった。 

対応の速さ：人数から見ても、サービスの項目数から見ても「対応の速さ」は、最も悪い

評価の多い指標である。悪い評価を得た4サービス（「⑥心理的ケア」・「⑦安否確認サー

ビス」・「⑧近所互助活動」・「⑫住宅の修繕」）は全て「訪問サービス」に属している

が、「速い」を選択した高齢者は「施設サービス」と「間接サービス」よりやや多かった。

一部のサービスにおいて、対応のスピードに不満を感じる高齢者がいることが分かった。 

利用頻度の満足度：「訪問サービス」と「間接サービス」において、悪い評価がなかった。

それに対して、「施設サービス」の「⑰健康診断」は、「やや悪い」を選択した高齢者が2

人、全体の2％を占める。 

サービスの質：「間接サービス」だけが悪い評価がなかった。「訪問サービス」のうちの

「⑫住宅の修繕」と、「施設サービス」の「⑰健康診断」において、それぞれ「やや悪い」

を選択した高齢者が1人いた。 

利用料金の適切さ：「訪問サービス」の「⑩通信機の設置」と「⑫住宅の修繕」、「施設

サービス」の「⑭托老サービス」の3サービスだけは有償サービスであり、残りの19サービ

スは全部無償で提供されている。そのため、利用料金に対する評価はかなり高く、有償の

うちの2サービス（「⑩通信機の設置」・「⑭托老サービス」）以外は、全員が「適切」を

選択した。 

場所の広さ：「施設サービス」の5サービス（⑭－⑱）だけが該当する。うち、「⑰健康診

断」だけが「やや狭い」を選択した高齢者が1人おり、その他サービスに対する悪い評価は

なかった。 

設備の設置：「場所の広さ」と同じで、「施設サービス」だけが該当する。「普通」を選

択した高齢者の割合は「完備」と同程度であり、全サービスにおいても最も高い。「設備

の設置」に対する評価は、多くの高齢者が一般的だと思っていることが分かった。 

総合的な評価：全体的に評価が高く、「訪問サービス」のうち、「良い」を選択した高齢

者がやや多かった。 

また、6サービスの「総合的な評価」は良い評価のみであった。そのうち、「訪問サービ

ス」は4サービス、「訪問サービス」に属するサービスの1／3を占める。「間接サービス」

は2サービス、「間接サービス」に属するサービスの半数を占める。 
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表５－４．訪問サービスに対する評価（人）  
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表５－５．施設サービスに対する評価（人） 

表５－６．間接サービスに対する評価（人） 



 - 90 - 

 

サービスの質 総合的な評価 

図５－１．高齢者在宅サービスに対する評価（％） 

※「利用料金の適切さ」は、下記の 2サービ

ス（⑩、⑭）を除いた 20サービスに対して利

用者全員が「適切」を選択したため、図を省

略する。「⑩通信機の設置」は、「適切」、「や

や適切」、「普通」を選択した高齢者はそれぞ

れ 3人、1人、3人である。また「⑭托老サー

ビス」は、「適切」、「やや適切」、「普通」を選

択した高齢者はそれぞれ 10人、10人、3人で

ある。 

態度の良さ 

場所の広さ 設備の設置 

手続きの分かりやすさ 

利用頻度の満足度 

対応の速さ 
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（２）悪い評価の内容 

今回調査した250人のうち、悪い評価（「やや悪い」と「悪い」のように、下位2項目」）

を選んだ高齢者は7人、全体の3％しかいない（表５－７）。 

年齢は、「65－69歳」が最も多く5人で（「訪問サービス」：2、「施設サービス」：3）、

悪い評価を示した人の71％に当たる。「60－64歳」（「訪問サービス」）と「70－74歳」

（「施設サービス」）がそれぞれ1人である。 

性別は、男性が4人、そのうち「訪問サービス」が全員、「施設サービス」が1人である。

また女性は3人（「施設サービス」）である。 

生活自立度は、全員が「生活自立」であり、「準寝たきり」と「寝たきり」高齢者がい

なかった。 

同居状況は、夫婦のみが最も多く4人、57％である。そのうち、3人が「訪問サービス」、

1人が「施設サービス」で悪い評価を付けていた。次に一人暮らしが2人（「施設サービス」）、

その他が1人（「施設サービス」）である。 

サービスにおいて、6サービスに対して悪い評価があった。「間接サービス」に対する悪

い評価はなく、7人全員が「直接サービス」だけに不満があった。そのうち、「訪問サービ

ス」に対する悪い評価は3人によるが、5サービスは「訪問サービス」に属し、「施設サー

ビス」より「訪問サービス」に対する悪い評価が多いことが分かった。 

調査した9評価指標のうち、「態度の良さ」などの5指標に対して悪い評価があった。そ

のうち、「対応の速さ」に対する悪い評価のサービスが最も多く4サービス（「⑥心理的ケ

ア」・「⑧近所互助活動」・「⑫住宅の修繕」）、全て「訪問サービス」に属している。

一部の「訪問サービス」への対応のスピードに対する不満があることが分かった。 

また、4人の高齢者が「施設サービス」の「⑰健康診断」に対してやや悪い評価を与え、

一部の高齢者は「⑰健康診断」に不満があると分かった。特に、「利用頻度の満足度」へ

の不満を感じる高齢者は2人もいた 

 

 

表５－７．悪い評価の内容 
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（３）年齢と生活自立度による「総合的な評価」の状況 

総合的な評価は悪い評価がなく、「良い」と「やや良い」と「普通」の上位 3項目のみであ

る（表５－８）。 

まず、年齢別に評価を見る。「60－64 歳」・「65－69 歳」・「70－74 歳」で「良い」と評価した

サービスの上位 3つを見ると、④⑦②・①③⑥⑬・⑫①⑩であり、全部「訪問サービス」に属し、

他のサービス分類より比較的に多くの「良い」評価を獲得している。「75－79 歳」は、「施設サ

ービス」で「良い」という評価がなく、「良い」評価は「訪問サービス」と「間接サービス」に

集中している。「80－84 歳」は、サービスの分類による評価率の違いが見られなかった。「85－

89 歳」は、「間接サービス」で「良い」という評価がなく、「良い」評価は「直接サービス」に

集中している。 

「やや良い」を見ると、「60－64 歳」・「75－79歳」は、それぞれの最も高い評価率である⑳⑮

⑯・⑭⑲⑮のうち、2サービスは「施設サービス」に属し、他のサービス分類より「やや良い」

評価が比較的多い。「65－69 歳」は、最も高い評価率である⑩㉑⑫のうち、2 サービスは「訪問

サービス」に属し、より高い評価が得られている。「70－74 歳」は、最も高い評価率である⑭⑰

⑳㉒は「施設サービス」と「間接サービス」に属し、それに対して「訪問サービス」の評価率は

比較的に低い。「80－84 歳」は、最も高い評価率である㉑㉒⑥のうち、2 サービスは「間接サー

ビス」に属し、より高い評価が得られている。「85－89 歳」は、サービスの分類による評価率の

違いが見られなかった。 

「普通」を見ると、「60－64 歳」で評価率の最も高い⑫⑪⑱は「直接サービス」に属し、「間

接サービス」より「普通」の評価が比較的多い。「65－69歳」で最も高い評価率である⑱⑯⑰は

全部「施設サービス」に該当し、他のサービス分類より「普通」の評価が多い。「70－74歳」は、

「間接サービス」で「普通」の評価がなく、「普通」評価は「直接サービス」に集中している。

「75－79 歳」は、「普通」の評価がなかった。「80－84 歳」は、「施設サービス」で「普通」の評

価がなく、評価率の最も高い⑫⑥⑬は全部「訪問サービス」に属し、他のサービス分類より「普

通」の評価が多かった。「85－89 歳」は、「訪問サービス」で「普通」の評価がなく、「施設サー

ビス」と「間接サービス」のみであった。 

次に、生活自立度別に評価を見る。「生活自立」で「良い」を見ると、最も評価率の高い②④

⑪は全部「訪問サービス」に属し、他のサービス分類より多くの「良い」評価を獲得している。

「準寝たきり」で最も高い評価率である①⑨㉒のうち、2 サービスは「訪問サービス」に属し、

比較的多くの「良い」評価が得られている。「寝たきり」で最も高い評価率である①⑥⑭は「直

接サービス」に属し、「間接サービス」より比較的に「良い」評価が多い。 

「やや良い」を見ると、「生活自立」で最も評価率の高い上位 3 つ⑮⑳㉑のうち、２サービス

は「間接サービス」に属し、比較的に「直接サービス」より「やや良い」評価が多い。「準寝た

きり」で最も高い評価率である⑭⑨⑯⑰のうち、「施設サービス」が多く、他のサービス分類よ

り比較的に「やや良い」評価が多い。「寝たきり」では、サービス分類による評価率の違いが見

られなかった。 
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「普通」を見ると、「生活自立」で⑫⑪⑯⑰⑱㉑の評価率が最も高く、サービスの分類による

違いはあまり見られなかった。「準寝たきり」で「間接サービス」は「普通」という評価がなく、

「普通」の評価は「直接サービス」に集中している。「寝たきり」で「訪問サービス」と「間接

サービス」は「普通」の評価がなく、「施設サービス」の 1 サービスのみで「普通」の評価があ

った。 

 

５－６．高齢者在宅サービスに対する評価の差 

評価指標に合わせてサービスに対する評価の範囲を並べた結果、評価の差における 5つのパタ

ーンに分類できた（表５－９）。 

パターン１（良い）：評価の差における分類の中で最も小さく、サービスに対する評価の

差が完全にないパターンである。調査した9評価指標のうち、「利用料金の適切さ」だけに

おいて、20サービスが該当し、91％のサービスは、良い評価のみである。特に「間接サー

ビス」は全て該当し、評価の差が見られなかった。 

パターン２（良い→やや良い）：評価の差における分類の中で2番目に小さく、あまり差の

ないパターンである。 

「手続きの分かりやすさ」等の4評価指標において、該当のサービスがあった。「総合的

な評価」に該当するサービスが最も多く6項目、27％である。次に「手続きの分かりやすさ」

が3、「対応の速さ」と「利用頻度の満足度」がそれぞれ1項目である。「施設サービス」

がなく、「訪問サービス」と「間接サービス」の一部で評価の差が僅かに見られた。 

パターン３（良い→普通）：評価の差における分類の中で、中間に位置し、差が3番目に大

きいパターンである。該当するサービスが最も多く、調査した全ての評価指標において該

当のサービスがあった。そのうち、「利用料金の適切さ」以外に全ての評価指標において、

該当するサービスが最も多く、多数の高齢者は良いから普通までで評価していることが分

かった。 

 「態度の良さ」に該当するサービスが最も多く21項目、ほぼ全サービスである。次に「利

用頻度の満足度」と「サービスの質」がそれぞれ20項目、「手続きの分かりやすさ」が19

表５－８．年齢と生活自立度による「総合的な評価」の状況（％） 

※表５－８の数値は、評価した人数／サービスごとの実利用者数である。 
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項目、「対応の速さ」が17項目、「総合的な評価」が16項目であり、「直接サービス」と

「間接サービス」の両方に及ぶ。また、「設備の設置」と「場所の広さ」は「施設サービ

ス」だけが対象であり、それぞれ5項目、4項目が該当し、ほぼ全サービスである。さらに

「利用料金の適切さ」が2項目で、「直接サービス」のみであった。 

パターン４（良い→あまり良くない）：評価の差における分類の中で2番目に大きく、サー

ビスに対する評価の差が比較的に大きいパターンである。 

「場所の広さ」などの5評価指標において、該当のサービスがあった。「対応の速さ」に

該当するサービスが最も多く3項目、14％である。次に「サービスの質」が2、「場所の広

さ」と「態度の良さ」と「利用頻度の満足度」がそれぞれ1項目である。「間接サービス」

がなく、「直接サービス」の一部でやや大きい評価の差が見られた。 

パターン５（良い→悪い）：評価の差における分類の中で最も大きく、サービスに対する

評価の差がかなり大きいパターンである。9評価指標のうち、「対応の速さ」の1サービス

しか該当しておらず、該当サービスが最も尐ない。 

 

５－７．高齢者の在宅サービス全体に対する意見 

（１）日常生活や考え方における変化 

 社区居民委員会事務所が提供している高齢者在宅サービスを利用して、日常生活や考え

方において全員変化が見られた（表５－１０）。 

表５－９．高齢者在宅サービスに対する評価の差 
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「日常生活が便利になった」を選択した高齢者が最も多く165人、全体の66％である。次

に「住み慣れた家、社区での継続居住に自信が付いた」が77人、「外出の回数が増えた」

が73人、「話し相手ができた」が65人、「明日に対して期待することができ、生き甲斐が

ある」が52人、「生活が楽しくなってきた」が46人、「緊急時の不安がなくなった」が42

人、「家族や親族に頼る回数が減った」が29人、「時間の余裕ができた」が10人である。

日常生活の変化に関する項目が多く選択され、多くの高齢者がサービスの効果を実感して

いることが分かった。 

 

（２）今利用してサービスのうち、今後も継続的に利用したいサービスの内容とその理由 

 今利用しているサービスのうち、今後も継続的に利用したいサービス（表５－１１）は、

「②訪問家事サービス」が最も多く113人、全体の45％を占める。次に「⑧近所互助活動」

が56人、「⑰健康診断」が45人、「①訪問身体介護」が37人、「㉒医師の代理依頼」が29

人、「⑲電気や水道修理業者の紹介」が26人、「㉑弁当配送会社の紹介」が23人、「⑳家

政会社の紹介」が22人、「⑱法律情報の提供と相談」が21人、「⑬薬の給付」・「⑯飲食

などに関する保健知識の指導」がそれぞれ20人などである。 

また、今後もサービスを利用したい理由として、「真面目にやってくれるから」が最も

多く125人、次に「便利だから」が66人、「家族や親族に迷惑をかけたくないから」が60人、

「熱心に聴いてくれるから」が54人、「自分が寂しいから」が49人、「自分の体が悪いか

ら」が42人、「無料だから」が31人、「対応が早いから」が17人、「その他」が13人、「自

分が忙しいから」が6人である。 

（３）今まで利用したことがなく、今後新たに利用してみたいサービスの内容とその理由 

 1人を除いて、残りの249人が今後新たに利用してみたいサービスがあった（表５－１１）。

「⑱法律情報の提供と相談」が最も多く93人、次に「⑰健康診断」が53人、「⑯飲食など

に関する健康保健知識の指導」が50人、「㉒医師の代理依頼」が42人、「⑳家政会社の紹

表５－１０．日常生活や考え方における変化 N＝250 MA 

 



 - 96 - 

介」が37人、「⑩通信機

の設置」が29人、「㉑弁

当配送会社の紹介」が26

人、「⑭托老サービス」・

「⑲電気や水道修理業者

の紹介」がそれぞれ24人

などである。 

また、今後新たに利用し

てみたい理由として、「無

料だから」が最も多く121

人、次に「今利用してい

るサービスが良かったか

ら、他のサービスも試し

てみたい」が88人、「必

要だから」が41人、「他

人に薦められたから」が1

7人である。 

（４）社区やサービスの

全体に対する意見（自由

記述） 

社区やサービスの全体

に対して意見を求めたと

ころ、250人中140人（5

6％）から意見が得られた。

全体的に見ると、「施設

サービス」に関連する意見が最も多く、「訪問サービス」に関連する意見も尐々見られた

が、「間接サービス」は稀にしか見られなかった。 

訪問サービス：意見のあったサービスは、「訪問サービス」に属するサービスが半数を占

め、サービス分類においても項目数が一番多い。また、意見のあった高齢者はサービス分

類の中で2番目に多い。 

具体的には、「近隣の交流を促進する活動をやってほしい」が9人、「普段、特に祝日に

高齢者に電話また家に訪問してほしい」が8人、「薬を更に配布してほしい」が3人、「今

後、訪問身体介護を更にしてほしい」が2人、「家の修繕を手伝ってほしい」・「心理的ケ

アを更にしてほしい」がそれぞれ1人である。近隣間の交流や常に話のできる人を求める高

齢者がやや多く、余暇生活や身寄り者に対する希望が見られた。 

施設サービス：「施設サービス」に属する半数以上のサービスに関連する意見があり、サ

表５－１１．今後、在宅サービスへの利用意識（人） 

MA 
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ービス分類の中で項目数が2番目に多い。また、意見があった高齢者の人数から見ても、サ

ービス分類の中で最も多い。 

具体的には、「定期的に講座を開催する等、更に法律について教えてほしい」が最も多

く60人、43％を占める。次に「普段でも無料の健康診断を受けられるようにしてほしい」

が29人、「飲食などの保健に関する知識を更に教えてほしい」が22人である。法律や健康

に対する関心の高い高齢者は多く、それに関する情報への渇望が強いことが分かった。 

間接サービス：「間接サービス」に属する半数以上のサービスに関する意見があり、サー

ビス分類の中で項目数が最も尐ない。また意見のあった高齢者も、サービス分類の中で最

も尐ない。「良い医者を探し、紹介してほしい」が3人、「提携している弁当配送会社を増

やしてほしい」が1人である。 

その他意見は、「健康診断の器具を更に整えてほしい」・「社区内の衛生環境をきちん

としてほしい」がそれぞれ1人である。 

 

５－８．まとめ 

本研究は、社区居民委員会事務所が提供する高齢者在宅サービスを利用する高齢者が、サービ

スに対してどのような評価を持っているかなどを明らかにするために行ったものである。調査の

結果を以下にまとめた。 

① 今回調査した高齢者についてみると、75 歳以上の高齢者は 11 人しかおらず、ほとんどが

74 歳以下の高齢者である。また、81％は生活自立高齢者、同居者がいる高齢者は 84％であ

り、比較的健康で家族と同居している前期高齢者が在宅サービスを利用していることが分

かった。 

② 利用頻度を見ると、「半年に 1－3 回」、「年に 1 回」の頻度でサービスを利用する高齢者が

多い。サービス分類から見ると、「訪問サービス」の利用頻度が他サービスよりやや高く、

一部の高齢者が週、または月ごとで利用していた。また、「間接サービス」は、「必要な時

のみ」利用する高齢者も多く、必要時の措置として利用されている場合が多かった。以上

のような各サービスにおける格差は、その主な原因として以下の二つが考えられる。❶地

域性：例えば社区居民委員会事務所による高齢者在宅サービスはほぼ無料で提供している

ため、所得による利用制限があり、所得の低い高齢者が多い地域では利用率が高い。❷社

区の財政状況：制度上ではサービスに関する必要な財源は市と区で補助しているが、実際

には社区の持ち出しがある。そのため、社区の財政状況によってサービスの提供量が異な

る 1-4）。 

また年齢を見ると、74歳以下の高齢者は多くのサービスを利用しているが、その利

用率は75歳以上より低い。生活自立度をみると、「生活自立」に該当する高齢者が多

くのサービスを利用しているが、「寝たきり」のほうは利用率が高いことが分かった。 

③ 高齢者在宅サービスに対する評価は、全体的に高く、特に「設備の設置」、「手続き

の分かりやすさ」、「サービス利用料金の適切さ」、「総合的な評価」の4評価指標に
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おいて、評価が高かった。また「間接サービス」に対する評価も高かった。 

年齢別に「総合的な評価」を見ると、74歳以下の高齢者は「直接サービス」に対す

る評価が高い。自立度別に「総合的な評価」を見ると、「生活自立」の評価が高かっ

た。 

また評価の差の分類を見ると、「パターン３（良い→普通）」に該当するサービス

が一番多かった。 

④ 悪い評価だけを見ると、悪い評価をした高齢者は7人であり、全員「直接サービス」に

対する意見だった。悪い評価のあった6サービスのうちの4サービスは、「対応の速さ」

に対してであった。今後、「訪問サービス」に対する迅速な手配や対応が必要である。

また、「場所の広さ」、「態度の良さ」、「利用頻度の満足度」、「サービスの質」

に悪い評価があったため、今後、それらの改善が望まれる。また「施設サービス」に

ついては「⑰健康診断」に悪い評価が集中していた。 

⑤ サービス全体に対する意見を見ると、在宅サービスは今の生活に利便さ等をもたらし

たと実感している高齢者が多く、また「真面目にやってくれるから」等の理由で全員

が今後も継続的に利用したいと答えていた。中でも「訪問サービス」と「間接サービ

ス」の評価が高かった。 

新たに利用してみたいサービスは、「施設サービス」と「間接サービス」がやや多

い。利用してみたい理由としては、「無料だから」を選択した高齢者が一番多く、利

用料金が重要である。また、「今利用しているサービスが良かったから、他のサービ

スも試してみたい」を選択した高齢者も多く、サービスそのものの質が重要である。 

自由記述において、法律や健康診断など13サービスに対する意見・要求があった。

全て既存のサービスであるが、サービスの質に対する要求はほとんどなく、定期的に

サービスを行ってほしいという意見が多かった。特に「施設サービス」への量的希望

が多かった。 

 

注 

注1) 対象した 50 社区において、社区居民委員会事務所が提供している高齢者在宅サービスの平

均利用率は 12.20％である。民間事業者も在宅サービスを提供しているが、その利用者数は

不明である。 
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第６章 長春市の家政会社における高齢者向け在宅サービスの現状 

 

６－１ 本章の目的 

現在、中国では一人っ子政策などにより、高齢化や核家族などが進み、高齢者の介護や育児や

家事などの家庭内作業の手伝いが必要とされる。また、経済や社会の発展とともに、生活の質に

対する要求が高くなり、サービスの多様化、充実化、専門化が求められている。 

一方、近年失業者や貧困による都会への出稼ぎが毎年増加し、既に大きな社会問題として重要

視されている。こうしたサービスの需要と提供が一致したことで、家政サービスは職のない人た

ちの重要な就労先として注目されている。地域社会において、高齢者サービスは公的な組織「社

区居民委員会事務所」以外に、「家政会社」で購入することができる。 

本章は、家政会社が提供する高齢者向けサービスの現状を明らかにすることを目的とする。具

体的には、①家政会社の状況②職員体制の状況③高齢者サービスの提供と利用の現状④他組織と

の提携状況である。 

 

６－２ 調査の概要 

インターネットと 2008 年の長春市電話帳で長春市の家政会社を調べ、ランダム・サンプリン

グで 22ヶ所の家政会社を選択した。2009年の 11月 9 日から 12月 4 日まで、その家政会社に対

してヒアリング調査を行った。調査内容は、家政会社の属性や営業時間、家政サービス員の資格

や給与、高齢者サービスの内容や利用状況などである。 

 

６－３ 家政会社の基本状況 

 家政会社の基本状況を表６－１にまとめた。 

（１）会社の設立 

90 年代に創立された会社が 2ヶ所（１、２番）、残りの 20ヶ所は全部 2000年に入ってから

創られた会社である。特に、2005年以降が多く、16ヶ所である。 

（２）経営許可・会社の属性 

３番は市の婦女聯合会注 1）により創られたもので、女性の就職先確保が目的である。６番は市

の労働・社会保障部注 2）により創られ、就職を拡大するための就職支援組織である。15 番は、社

区居民委員会事務所が設置したもので、社区内余剰労働力のための職場創出、各種サービスを必

要とする社区内住民へのサービス提供を目的としている。この 3ヶ所は行政の支持を受け、ある

いはその下部組織が創立したため、公的な非営利の家政会社である。経営許可がなくても法律に

違反せず、その下部組織あるいは部門として存在できる。残りの 19ヶ所は主に営利を目的とす

る私的な有限会社である。全て工商部門が発行する経営許可を取得している。 
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（３）窓口の営業時間 

1 ヶ所（６番）だけを除いて、残りの 21ヶ所は毎日営業している。すべて朝の 8 時から 9時

の間に始まり、大半は 16時から 18時の間に終わる。そのうち、一日 8 時間営業しているのが最

も多く 11ヶ所、次に 9時間が 5ヶ所、8.5時間が 3ヶ所、7時間が 2ヶ所、10時間が 1 ヶ所で

ある。また、調査対象のうち、24時間ホットラインサービスを実施している会社は 3ヶ所（３、

19、22番）であった。 

（４）主な宣伝方法 

インターネットが 17ヶ所、婦連・労働・社会保障部・地域・自社の掲示板が 6ヶ所（１、２、

４、８、16、17 番）、電話帳注 3）か新聞が 3ヶ所（３、６、15 番）、名刺とチラシの配布が 1

ヶ所（15 番）であった。 

（５）管理・事務職員の人数・給与 

管理・事務職員は、３番と６番が一番多く 3 人、２、11、15 番が 2 人、残りは全て 1 人であ

表６－１．家政会社の基本状況 
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る。給与は 650 元から 4,000 元まで不均等である。1,000 元以上は 10ヶ所、2 人か 3 人の管理・

事務職員を置く会社では、職員の能力等によって 2,500 元や 3,000 元など、やや高い給与を支給

している。残りの 12ヶ所は 1,000 元未満である。 

 

６－４ 家政サービス員について 

（１）登録制 

家政会社における家政サービス員の管理制度は登録制である。家政サービス員として働くこと

を希望する者は、電話あるいは直接家政会社に行って申請する。それから身分証、健康証、国家

資格証か職業技術育成訓練証あるいは職業資格証を持って、家政会社で人事保存書類（主に名前、

年齢、性別、電話番号、希望する仕事の内容と希望する給与）を記入し、登録する。健康証を持

っていない場合、健康検査を受け健康証を取得する。 

（２）人数（表６－２） 

各家政会社に登録している家政サービス員の人数は、30 人ぐらいから 400 人ぐらいまでで差

※家政サービス員（人）は、ヒアリングによる概数である。 

表６－２．家政サービス員の人数と主な募集方法 
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表６－３．高齢者サービスに関する講座、訓練の状況 

が大きい。50人未満が 6ヶ所、50～100 人未満が 8ヶ所、100～200人未満が 6ヶ所、200 人が 1

ヶ所、400人が 1ヶ所である。そのうち、公的な家政会社に所属する家政サービス員の人数は 400

人、200人、130人であり、私的な家政会社より多いことが分かった。 

（３）主な募集方法（表６－２） 

インターネット上での募集が最も多く 12 ヶ所、次に管理・事務職員と家政サービス員の紹介

が 11 ヶ所、婦女聯・労働・社会保障部・民政部・職業紹介機構・職業高校・看護師学校・専門

学校・大学からの紹介及び地域・自社の掲示板での募集が 9ヶ所、新聞での掲示が 3ヶ所、公募

説明会を開くが 1ヶ所である。 

（４）資格 

家政サービス員の登録にあたり、国家資格証、職業技術育成訓練証あるいは職業資格証は必ず

しも必要ではない。しかし、それらを持っていない場合、先に省・市・区・街道が指定した場所

で取得するのが一般的である。ただし、利用者が家政サービス員の資格を問わない場合、資格な

しで就労できる家政会社がある。資格より経験を重視し、サービス料金が削減できるなら、その

方が良いと判断する利用者が少なくないからである。 

また、家政会社で登録する際、国家資格証、職業技術育成訓練証、職業資格証に対する記載が

なく、登録している家政サービス員がどのような資格を保有しているか把握していない家政会社

もあった。 

（５）給与 

家政サービス員の給料は、固定給がなく、サービス料金（表６－４、６－５参照）から仕事の

紹介料や登録継続費を引いたものである。家政サービス員から取る仕事の紹介料は家政会社によ

って異なるがサービス料金の 20%以下が多い。ただし、家政サービス員が農村戸籍や失業者など

何らかの原因で生活が困難な場合、家政会社と相談し、紹介料等を引かずに全額給与として受け

取る場合もある。これは公的な家政会社の場合であり、民間の家政会社では難しい。 

（６）高齢者サービスに関する講座、訓練（表６－３） 

家政会社において、家政サービス員の育成とより良いサービスを提供するため、自ら講座、訓

練を実施している所が 3ヶ所（３、４、５番）あった。講師は経験のある家政サービス員である。

また、実施頻度を見ると、３番は不定期であるが、４番と５番は定期的に行っている。その内 
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容は高齢者に対する身体的介護、高齢者との接し方、食事の内容、掃除のやり方、サービス実施

時の注意事項などである。受講料はすべて無料であった。 

高齢者以外のサービスに関する講座、訓練をしていた会社が 4 ヶ所（３、４、５、６番）あっ

た。その内容は主に妊婦、子供、病人に対するサービスである。 

 

６－５ 高齢者サービスの提供と利用状況 

（１）利用契約の仕組み 

 家政サービスの利用契約は以下のようになっている。 

① 利用希望者が電話あるいは直接家政会社に連絡する。 

② 名前、連絡先、希望するサービスの内容、どのような家政サービス員を希望するかなどを

記入し、登録する。 

③ 登録に応じて適当だと思われるサービス員を紹介する。 

④ 家政会社の管理・事務職員、利用を希望する家庭の代表者、家政サービス員が家政会社（場

合によって利用希望者の家）で面談し、サービス内容・サービス料金等を相談する。 

⑤ 契約に調印する。 

⑥ サービスの開始。 

⑦ 家政会社によって、サービスが始まって暫くしてから、電話あるいは訪問でサービスにつ

いて中間調査をする場合がある。中間調査の結果、あるいは直接家政会社に家政サービス

員の変更を要求があった場合、決められた期限内に無料でサービス員を変更する。 

⑧ 原則としてサービス実施後、毎回サービス料金を徴収する。 

⑨ サービス終了後、家政会社によって、電話あるいは訪問でサービスの状況を確認する。 

（２）高齢者サービスの内容（表６－４） 

 家政会社が提供している高齢者サービスの概要は以下の通りである。 

① 家の掃除、シーツの交換、アイロンがけ、洗濯、料理、買物など家事一般を援助する。 

② 持病に悪いもの、お酒や辛辣な食べ物など刺激性の強いものを避け、料理の種類・量など

を注意しながら、消化しやすく、栄養バランスのいい料理を作る。また、高齢者の状況に

よって、食事の回数と量を調整し、アレルギー体質であるかどうかを確認してから調理す

る。 

③ 通風、換気などに配慮して、室内の温度、湿度を調節する。 

④ 外出の同行、買物の補助など。 

⑤ 外傷の日常的な処置、体温・血圧・脈拍の計測など、高齢者によく見られる病気への予防

知識を教えると同時に、持病のある高齢者に対して、改善すべき生活習慣を整える。 

⑥ 高齢者の体に異常が見付かった場合、速やかに応急手当をし、救助を求める。 

⑦ 日常のあらゆる面で問題や悩みを抱える人の相談に応じる。 
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また、半自立（準寝たきり）と自立不可能（寝たきり）高齢者に対する身体的介護を提供して

いる。具体的には、歯磨き、洗髪、入浴できない高齢者に対する全身清拭、入浴、食事、水分補

給、排泄、体位変換、着替え、移動などに対する介助、マッサージ、他動運動、リハビリテーョ

ンなどである。 

（３）サービス利用料金 

サービスの料金は、特に基準がなく、家政サービス員が持っている資格証・訓練証、経験、能力

によって、利用者と相談して決める。それ以外にも、利用者から家政サービス員の紹介料、管理

費などを徴収する。また、サービス内容によって、費用も異なる。たとえば、「調理」のみ、「家

の掃除と調理」、「家の掃除、調理、身体的介護」のサービス料金は当然異なる。調査対象高齢者

サービス料金は表６－４のようになっている。家政サービス員はサービスに対するレベルによっ

て初級、中級、高級に分かれ、各々に対応した料金が設定されている。 

（４）高齢者以外の家政サービス（表６－５） 

高齢者以外の家政サービスは、家事サービス、子供の世話、妊産婦の世話、病人の世話、警備、

高齢者の自立度 

自立、半自立、自立不可能は、それぞれ

日本の障害高齢者の日常生活自立度（寝た

きり度）判定基準の生活自立、準寝たきり、

寝たきりに相当する。 

自立：何らかの障害等を有するが、日常

生活はほぼ自立しており独力で外出でき

る。 

半自立：屋内での生活は概ね自立してい

るが、介助なしには外出できない。 

自立不可能：①屋内での生活は何らかの

介助を要し、日中もベッドでの生活が主体

であるが、座位を保つ。②１日中ベッド上

で過ごし、排泄、食事、着替において介助

を要する。 

表６－４．高齢者サービスの概要と料金 

※サービスにあたり、利用者から以上の高齢者サ

ービス料金以外にも、家政サービス員の紹介料及

び管理費を徴収する。家政サービス員の交通費は

実費であり、食事と宿泊は相談で利用者より提供

する場合がある。また、家の面積やサービス対象

者の人数などが、サービス料金に影響する場合も

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者サービスのレベル 

初級（経験：0～2年ぐらい）：①高齢者の生理的・心理的な特徴に関する知識

を持つ。②高齢者に対して、家事援助と身体介護が戸惑いなくできる。 

中級（経験：2～4年ぐらい）：①高齢者に対する生活上の世話と身体介護に関

する知識と基礎技能を持ち、熟練している。②高齢者体操・マッサージや高齢者

の病気に関する知識と対応方法、高齢者と調和のとれた交流ができ、気持ちの変

化を観察しながら気持ちを良くさせるテクニックなど、健康を保つ知識と基本技

能を持つ。③外傷の応急処置、リハビリの方法などに関する知識と基本技能を持

つ。 

高級（経験：4年以上）：①熟達した介護技能と応急手当のテクニックを持ち、

高齢者に対し介護できる。②高齢者の病気、伝染病に関する対応・予防の指導、

高齢者との調和のとれた交流や気持ちの慰めなどができるだけではなく、回復計

画の策定と評価もできる。③初級・中級サービス員に対して理論的な知識と実践

的な訓練の指導を担当できる。 
 

※高齢者向けサービスのみを提供している家政会社はなく、高齢者向けサービスは、様々な

家政サービスの一つとして提供されている。そのため、「高齢者介護サービス員国家資格職業

基準（養老護理員国家職業標準）」を使用せず、「家政サービス員国家資格職業基準（家政服

務員国家職業標準）」が規定している初級、中級、高級という分け方が一般的である。しかし、

「家政サービス員国家資格職業基準（家政服務員国家職業標準）」は、概括的なものであり、

表６－４の作成にあたっては高齢者向けサービスに対する規定の詳しい「高齢者介護サービ

ス員国家資格職業基準（養老護理員国家職業標準）」1）を参照した。 
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店のスタッフ、外国語の家庭教師、家具の修理、結婚相手の紹介、家の紹介、居住区の管理人、

建物内の清掃、窓拭きなど様々である。 

サービスの料金は高齢者サービスと同じく、家政サービス員が持っている資格・訓練証、経験、

能力、利用者の要求度によって異なる。その概要は表６－５の通りである。 

（５）高齢者サービスの利用状況（表６－６） 

調査時（2009 年 9 月）までに家政会社が提供した全サービスを見たものが表６－６である。

高齢者サービスの合計件数は 892 件、全体の 14.3%であった。各家政会社における利用件数は、

5 件から 562件までで差が大きい。10件以上 20件未満が 11ヶ所、10 件未満が 5 ヶ所、20件以

上 30件未満は 3ヶ所、30件以上 40 件未満は 1 ヶ所、50件以上が 2ヶ所、３番は 562 件もあり

特に多い。また、各家政会社が提供しているサービスのうち、高齢者向けサービスの割合は 6～

30%であった。そのうち、10%未満が 5 ヶ所、10%以上 20%未満が 15 ヶ所、20%以上 30%未満が 1

ヶ所、30%以上が 1 ヶ所である。 

また、高齢者サービス以外に、家事サービスと子供の世話なども多く利用されていた。 

（６）サービス状況の確認について 

 サービス状況の確認は 2つの方法で行っていた。 

１）利用者からの聞き取り 

２番を除いて、残りの 21 ヶ所はサービス実施時あるいは、実施後に利用者にサービスの実施

状況、家政サービス員及びサービス内容に対する評価を尋ねていた。３番は電話でサービス状況

を尋ねると同時に利用者訪問も行っている。６番は、サービスを利用している家庭を訪問し、サ

ービスの実施状況を調べている。その他の 19 ヶ所は、サービス実施時あるいは、実施後に利用

者に電話をかけ、確認している。 

表６－５．高齢者以外の家政サービスの概要と料金 
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２）家政サービス員からの聞き取り 

調査した 22 ヶ所のうち、5 ヶ所だけ所属する家政サービス員に対してサービス実施時あるい

は、実施後にサービスの状況を聞き取っていた。６番は、サービス利用者の訪問時にまとめて聞

き取っていた。３番は、電話あるいは訪問時にサービスの状況を聞き、４、15、16 番は、サー

ビス実施時あるいはその後に電話で状況を聞き取っていた。 

３）聞き取り内容 

 １）、２）の聞き取りは、フォーマットに記入していくような調査ではなく、何か問題があれ

ばメモを残す程度のものであった。ただし、メモを残さない場合も多く、正確な数は把握できな

い。また、サービス員に対する不満が出された場合、サービス員を交代させる時もあるが、それ

表６－６．家政サービスの利用状況（2009 年 1月～2009年 9月） 

※表６－６の「件数」は調査のヒアリングで得たデータである。３番は長春市の婦女聯合会により創られたもので、

吉林省の複数の農村部婦女聯と契約し、農村から出稼ぎに来た女性に仕事を紹介している。都市部だけではなく、農

村部からの出稼ぎ者を積極的に受け入れているため、他の調査対象より件数が多くなっている。 

３、13番はサービス内容ごとの件数が不明。 
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らを記録として残すこともない。そのため、聞き取り内容やその後の対応は調査できなかった。 

 

６－６ その他組織との提携状況 

22 ヶ所のうち、8ヶ所が行政、病院、学校、企業、社区と何らかの形で提携していた。その内

容は以下の通りである。 

１、２、16番は、労働・社会保障部に登録し、家政サービス員の紹介を依頼していた。 

３番は、①吉林省の複数の農村部婦女聯と契約し、家政サービス員の紹介を依頼していた。②

国有企業と契約し、家政サービス員をそこに紹介している。 

４番は、①婦女聯、労働・社会保障部で登録し、会社を宣伝しながら家政サービス員の紹介を

依頼していた。②職業高校、専門学校、大学を通して家政サービス員を募集している。③産婦人

科の病院と連携しそこの医師による講義を開講している。 

６番は、①行政の労働・社会保障部に登録し、家政サービス員の紹介を依頼していた。また、

2007 年に婦女聯により創られた職業訓練学校と連携し、登録した家政サービス員に学校の講座

を受けさせ資格を取得させるようにしていた。②11 ヶ所の会社と契約し家政会社に仕事を求め

てきた女性に職場を紹介している。 

８番は、婦女聯、労働・社会保障部、民政部、職業紹介機構、職業高校、看護師学校を通じて

家政サービス員を募集している。 

15 番は、①労働・社会保障部に登録し、家政サービス員の紹介を依頼していた。②社区居民

委員会に所属しているため、社区居民委員会の指導を受け運営されている。また、管理・事務職

員も社区居民委員会事務所の職員であり、その給与は社区が支給していた。 

 

６－７ 本章のまとめ 

 近年、家政サービスと家政会社は飛躍的な発展を遂げた。家政サービス員を職業として位置付

け、高齢者サービスに対する国家資格職業基準が制定された。家政サービスに対する需要は一層

高まってきており、それに応じるため家政会社が急速的に増加している。 

（１）家政会社について 

①家政会社の設立 

調査対象の多数は 2000年に入ってからできた会社である。それはサービスに対する需要が拡

大していることと、国家資格職業基準の定めなど国の整備が進みだしたからだと考えられる。 

②家政会社の属性 

社区等が設置した公的な家政会社と私的な家政会社を比較すると、提供しているサービスの内

容、料金など、調査した範囲内では違いが認められない注 4）。異なる点は前者には、就労先確保

という目的があること、低所得層の家政サービス員に対する配慮が見られることである。 

③窓口の営業時間 

窓口の営業時間は家政会社によって異なり、7 時間から 10 時間までである。そのうちの 3 ヶ

所（３、19、22 番）は 24時間ホットラインサービスを実施しているが、14%の実施率である。 
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④会社の宣伝方法と家政サービス員の募集方法 

家政会社の宣伝と家政サービス員の募集では、インターネット、行政などの情報掲示、電話帳

や新聞の利用など、いろいろな方法を使用している。 

⑤職員について 

管理・事務職員は少なく、調査対象のうちの 17ヶ所が 1人である。1人で仕事全般を担当し

ているような零細事業所が多い。給料は 650元から 4,000 元まで不均等であるが、1,000 元未満

が 12 ヶ所で、55%を占めている。 

⑥サービス状況の確認 

 利用者に対する聞き取りはほとんどの家政会社が実施している。それに対して、家政サービス

員に対する聞き取りは 5ケ所だけで実施していた。しかし、聞き取り内容に関するメモを残して

いないケースが多く、これに関する調査はできなかった。 

（２）家政サービス員について 

①家政サービス員の登録者数 

 家政会社における登録者は 30 人ぐらいから 400人ぐらいまで差は大きいが、就労支援・斡旋

を行っている公的な家政会社の登録者数は私的な家政会社より多い。 

②資格 

国が定めた高齢者介護サービス国家資格職業基準以外に、各省・市・区・街道が発行する証明

書も整備されている。しかし、資格なしでも仕事のできる家政会社があり、家政サービス員の登

録も名前や年齢などに限り、保有する資格に関する記録のない家政会社があった。 

③家政サービス員の労働条件 

 家政サービス員の給与は歩合制であり、固定部分がない。給与の基準となるサービス料金は、

相談で決めるため、給与の単価も不安定である。 

④家政サービス員の育成 

4 ヶ所の家政会社（全体の 18%）は無料で講座や訓練を行っている。そのうち高齢者サービス

は 3ヶ所（３、４、５番）であり、全体の 14%にすぎない。頻度は月に１回程度が多く、さらに

先輩からの指導がほとんどであり、専門的知識を持つ者による講義は１ヶ所だけで実施されてい

た。 

（３）家政サービスについて 

①多彩なサービス 

 家政会社は高齢者に対して、家事補助、室内環境の調節、外出や買い物の補助、応急手当、身

体的介護など、様々なサービスを提供している。 

②サービスの利用料金 

家政サービスの料金には、統一した基準がなく、基本的に利用者との面談で決めている。また、

家の面積や家政サービス員の経験などによって金額が変化する。 

③高齢者向けサービス 

高齢者に特化せず、様々なサービスの一つとして高齢者向けサービスを提供している。高齢者
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向けサービスの割合は 14.3%であった。 

（４）その他の組織との提携 

行政、病院、学校、企業、社区と提携している家政会社は 36%（8 ヶ所）を占めている。提携

内容は、会社の宣伝や管理、家政サービス員の確保、派遣先の確保、家政サービス員の育成等で

ある。 

 

注 

注1) 婦女聯合会（婦女聯）は、1949 年に設立され、中国共産党の指導の下に女性を代表する社

会団体である。省、市、県など地方行政の各レベルに下部組織がおかれている。 

注2) 労働と社会保障をつかさどっており、日本の厚生労働省にあたる。1999 年以前の組織名は

労働部、1999～2007 年の間は労働・社会保障部、2008 年に人力資源・社会保障部に改組さ

れた。本稿では、時期によって「労働部」と「労働・社会保障部」を使い分ける。 

注3) 電話帳には、住所などを掲載する場合もあるが、本調査で使用した 2008 年の長春市電話帳

に記載されている家政会社に関する情報は、電話番号のみであった。 

注4) 家政サービスの内容や料金などが公的な家政会社と私的な家政会社で差がないことについ

ては、長春市家庭服務業協会と吉林省家庭服務業協会にも確認をした。 

 

参考文献 

1) 中華人民共和国労働和社会保障部培訓就業司：養老護理員－職業培訓計画 培訓大鋼,中国

労働和社会保障出版社,2006.11.1 
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第７章 結 論 

 

７－１ 本章の目的 

本論文では、中国における高齢者在宅介護サービスの全般を把握した上で、長春市を事例と

して社区における高齢者在宅介護サービスの現状を明らかにするための調査結果をまとめた。 

論文は 7 章から成っている。序論（第１章）では、研究の背景とそこに潜在する問題点を明

らかにし、さらに、既存研究のレビューと中国におけるコミュニティづくりの地域格差の説明を

行うことによって本論文の特色と位置づけを明らかにした。第Ⅰ部では、長春市を事例として高

齢者の状況と高齢者在宅介護サービス、特に社区における要介護高齢者の生活実態と在宅サービ

スの整備状況について重点に把握した（第２章、第３章）。第Ⅱ部では、長春市の高齢者在宅介

護サービスの主な供給源である公的福祉組織「社区居民委員会」（第４章、第５章）と民間事業

者「家政会社」（第６章）におけるヒアリング調査による現状把握、分析を行った。 

本章では、本論（第２章～第６章）の要約を行い、得られた知見を総括しそのあり方につい

て検討する。それに、地方都市におけるあり方の提言を行うことを目的とする。 

 

７－２ 本研究の要約 

７－２－１ 第Ⅰ部（第２章、第３章）の要約 

（１）要介護高齢者の生活状況 

中国は高齢化の進行が激しい上、空き巣高齢者や貧困な高齢者が多く、それに様々な面で地域

による格差が大きい。また、今中国は 3300万人の要介護高齢者を抱えており、今後更に増える

見込みであり、介護サービスの需要が拡大する一方である。長春市の場合、高齢化は毎年 3％で

進み、自立できない高齢者を抱えている家庭は 10％近くを占めている。また 7,344 の空き巣家

庭は、経済的な原因で生活上の世話が受けられないなど、現状において過酷である。 

一方中国では、高齢者の日常生活自立度の判定は、学術研究でよくアメリカの日常生活能力判

定表を使用するが、サービスの現場では、一部の大都市しか独自の生活自立度判断基準を設けて

いない。統一した判断基準がないため、本研究における要介護高齢者に対する生活実態調査は、

日本の判定基準を用いた。その結果、異なった判断の高齢者が 7人もいた。また、調査対象のう

ちの包保の対象外の 4 人を含めて、十委社区における高齢者の自立度の判断は 1.54%の包保対象

者にしかしておらず、中国の地方都市では、高齢者の状況が十分に把握されていないことが明ら

かになった。 

現状において、独居高齢者のうちの 2 人は準寝たきり高齢者である。また、調査対象全員の

住宅にエレベーターが整備されていない一方、4階以上に居住している高齢者のうち、準寝たき

りと寝たきり高齢者がそれぞれ 1人を含めている。さらに、トイレの未整備は１軒、シャワーの

未整備は 9軒、出入り口に段差があるのは 5軒、寝たきり高齢者の住宅改修は 1軒しかないなど、

高齢者の介護と住宅状況はかなり厳しい。 

介護に対する意識を見ると、高齢者の寝たきり度が高いほど家族の負担感が大きくなっている
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ことが懸念される一方、今まで家族以外による介護を受けたことがない、今後も受けない、また

老人ホームに入居しないという意見で、多数の高齢者とその家族が一致している。その理由を聞

いたところ、他人また社区に迷惑を掛けたくないと答える高齢者が多い。それに対して費用の負

担が大きいなど以外に、親を老人ホームに入居させるのは親不孝だと言われるのに恐れている家

族が多い。家族介護という昔からの考え方がまだ根強く存在していることが分かった。 

 

（２）高齢者福祉の発展と社区における在宅介護サービス基盤整備の状況 

中国建国してからの高齢者福祉の発展は、以下の 3 段階に分けられる（図７－１）。この発展

段階に沿って、高齢者在宅介護サービスの基盤整備の状況を辿っていく。 

単位制度（1949～1977年）：中国の高齢者福祉は、1951 年から実施された単位の従業員を対象と

した養老年金保険制度が始まりである。また、1952 年から政府及び下組織で就業する人を対象

とした医療保険制度が始まった。さらに、高齢者や子供に対する社会救済制度も建国当初から出

来ている。この時代では、単位に入った時点から死ぬまで従業員及びその家族の生活全般におけ

る保障が約束されていた。 

一方、1954年に中国政府により、各地域の区をいくつかの街道に分け、そこに出先機関であ

る街道弁事処を設置した。居民委員は 1950年に天津で誕生し、1954年に中国政府がそれに関す

る法的規定を定めた。居民委員会は最初、政策宣伝や食料配給などを行っていたが、1960 年代

から住民に対するサービスの提供が見られた。当時高齢者人口の偏りがなく、高齢者の介護など

はほぼ家族で満たされていた。 

社区制度への移行期（1978～1999年）：ところで、1978 年末から改革開放が実施され、市場経済

を導入した結果、本来単位で従業員及びその家族の生活全般を担う体制が崩れ、中国政府は余儀

なく福祉サービスの提供を社区へ移行した。中国政府が社区で福祉サービスを取り組もうとした

のが 1985年である。1991 年から社区ミュニティづくりが始まり、宝くじなどで資金を確保し、

各地でコミュニティづくりのテストを繰り返した。 

 また、社会保障制度において、養老年金の保険料は政府、企業、個人の 3 者による納付制度が

整備された。医療保険制度において、従業員に対する医療保険制度が全国で定められた。 

その一方、出生率が高いため、1979 年から人口の増加を抑制するための一人っ子政策が実施

され、高齢化の進展を促した。これまで高齢者問題が中国政府に重要視されていなかったが、1982

年に「高齢者問題世界大会」への参加を機に、緊迫感を一層高めた。 

健全な社会福祉基盤整備[制度＋社区]（2000年以降）：2000年以降において、社会保険制度や社

区コミュニティづくりなどの普及整備が早急に進められた。2009年に全国民医療保険、2011年

に全国民養老年金保険が制度上において実現できた。 

2000年に「全国における都市部社区建設の推進に関する意見」が公布され、全国で社区の事

務所や住民用の施設・設備などの整備が本格的に始まった。しかし、中国の社区における高齢者

在宅介護サービス基盤整備は地域による格差が大きく、資金と人員不足（人材不足）問題も極め

て深刻である。また、2000 年から「家政サービス員」、「養老護理員」、「社会工作師」の 3 つの
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ソーシャルワーカーに関する国家資格における本格的整備を始めたが、未だに取得者が尐なく、

全くニーズに及ばない。 

社区コミュニティづくりにおいて、実行は地方政府に任されており、地域によって施策が異な

る。長春市も、国の政策や総合計画に合わせて独自の施策を行っているが、当初は瀋陽の真似を

して整備していた。社区住民自治制を導入し、高齢者在宅サービスや活動は社区居民委員会事務

所を元にして行っている。また、事務所や設備などのハード面における整備が目にするが、社区

における資金と人員不足、専門知識のあるソーシャルワーカーが尐ないことが依然として全国と

同様である。 

 

 

７－２－２ 第Ⅱ部（第４章～第６章）の要約 

（１）長春市の社区における高齢者在宅サービスの現状 

１）社区居民委員会事務所よる高齢者在宅サービスの提供と利用状況

長春市では、主に社区居民委員会が公的な高齢者在宅サービスを担っている。社区居民委員会

事務所では多くの部門があるが、その中で主に居家養老サービス事務室により在宅高齢者にサー

ビスを提供している。現在の事務所のほとんどは、中国全国で社区コミュニティづくりの普及整

備が始まった 2000 年以降に造られたしたものである。現段階では、まだ一部の社区居民委員会

事務所で居家養老サービス事務室が整備されていない。また、開設時間は午後 5時頃に終わるの

が一般的である。さらに、休日の当番制が一部しか導入されておらず、施設の利用時間が限られ

ている社区が多い。 

図７－１．中国高齢者福祉発展のまとめ 
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また、居家養老サービス事務職員が資格なし、ほぼ職業訓練なしでサービスを行っている。多

くの社区で職員 1人が事務とサービスの両方を担っているにもかかわらず、給料が尐ない。一方、

多くの社区ではボランティアの手伝いがあるが、それに対する管理や専門性の整備が欠ける。 

サービス提供状況において、多尐経済的給付や補助サービスがあるが、「訪問身体介護」

などの重要なサービスを提供していない社区が多く、整備が比較的に遅れていることが分

かった。また、22の高齢者在宅サービスを提供形式によって「直接サービス（訪問サービ

ス・施設サービス）」と「間接サービス」に分類した。その結果、「直接サービス（訪問

サービス）」に該当する項目が最も多く、主な提供形式である。「間接サービス」はサー

ビスの項目も利用もかなり尐ないことも分かった。 

高齢者の利用状況だけを見ると、全体的に「半年に1－3回」、「年に1回」の頻度でサー

ビスを利用する高齢者が一番多い。利用状況に対するサービスごとの差が大きく、特に「訪

問身体介護」などのサービスはほぼ毎日必要であるが、実際の利用はかなり乏しい。また、

サービスの分類から見ると、一部の高齢者が週、または月ごとで「訪問サービス」を利用

していることに対し、「間接サービス」は「必要な時のみ」で利用する高齢者が多い。以

上のようなサービスの提供と利用における格差の主な原因は、本文で述べたように高齢者

の経済状況などの地域性と、社区ごとの財政状況に関連している。 

 

２）高齢者在宅サービスに対する利用者の評価 

高齢者在宅サービスに対する評価は全体的に高かったが、「対応の速さ」・「場所の広さ」・「態

度の良さ」・「利用頻度の満足度」・「サービスの質」で多尐悪い評価が見られた。そこで、評価の

段階によって評価の差を 5 パターンに分け、「手続きの分かりやすさ」などの指標に合わせて分

析を行った。その結果、「パターン３（良い→普通）」に該当するサービスが最も多く、全体的に

各指標では高齢者による評価がやや違うことが分かった。また「訪問サービス」は、評価指標に

よって評価の差が大幅に異なるが、全てのパターンに及んでいる。「施設サービス」と「間接サ

ービス」において、全てパターンに及んでいないが、評価指標によって幅があった。 

サービス対する意見において、今の生活に利便さ等をもたらしたと実感している高齢者が多か

った。また、無料やサービス提供者の真面目さで継続利用を希望する高齢者が多いことから、利

用料金やサービスの質の重要性が改めて確認できた。さらに、特に「施設サービス」に対して普

段あるいは定期的にサービスを行ってほしいという要望が多く、今後サービスに対する量的整備

が重要である。 

 

（２）長春市の家政会社における高齢者向け在宅サービスの現状 

 改革開放以降、社会や経済の発展とともに、家政サービスは発展を得た。専業で家政サービス

を行う会社は 1983 年頃に初めて誕生した。その後 10 年をかけて、1995 年に家政サービスは職

業としてとうとう国に認められた。近年、家政サービスに対する需要が拡大し、特に 2000 年以

降に国家資格などが整備され、家政サービス産業が本格的に進められた。 
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第６章では、公私を問わず、2000 年以降に創られた家政会社が多数を占める。零細事務所が

多く、1人の管理・事務職員が仕事全般を担っている家政会社は全体の 77％を占める。また、そ

の給料の金額はばらばらの上、長春市の最低月給より低い家政会社は 55％を占めている。一方、

家政サービス員の給料は利用者との相談で決めるサービス料金によって大きく変わるため、手取

りは非常に不安定である。家政サービス員に対する保有資格への把握をしておらず、資格なしで

も就業できる家政会社があった。それに講座や訓練もあまり実施されていないのが現状である。 

また、家政会社では、高齢者に特化せずに子供の世話や警備や家具の修理などの様々なサービ

スを提供しているが、統一したサービスの利用料金がなく、家の面積や家政サービス員の経験な

どを考慮し、利用者との交渉で決めることが分かった。また、サービスを向上させるためのサー

ビス状況の確認は、電話一本などで簡単に済むことが多数であり、それに関するメモもあまり残

されていないのが現状である。 

一方、サービスの内容や料金などにおける公的と私的な家政会社の違いが見られなかった。3

箇所の公的な家政会社の全部が、低所得層の家政サービス員に対する仕事の紹介料などにおける

配慮が見られたことは、私的な家政会社との大きな違いになるだろう。また、公的家政会社のほ

うは、管理・事務職員が比較的に多い、就労支援・斡旋を行っている登録者数が多い、全ての公

的な家政会社がサービス状況の確認をしている、その他組織との提携が比較的に活発しているこ

とが尐々見られた。 

 

７－３ 本研究から得られた知見と今後のあり方 

７－３－１ 基本となる制度上の整備 

①統一した高齢者日常生活自立度 

本文で述べたように、長春市ではこれまで社区居民委員会事務所と家政会社において、高齢者

の日常自立度についての判定は各自で行っている。専門知識を持った職員による判定ではなく、

基づく具体的な判定基準もない。既存の判断方法は適当なサービス提供が出来かねるため、自立

度の判定基準における詳細な項目設定が必要である。 

また、上海などの大都市で独自が認定基準を用いたが、各地域で基準を設定する場合、認定の

格差を生じることやサービス内容・量も違ってくることが推測されるため、中国全国範囲で統一

した高齢者日常生活自立度の判断基準を定めるべきである。 

 

②生活困難者の公的な支援制度 

高齢者在宅サービスが各社区で定着していく中、生活困難な高齢者を対象に打ち出した包保

制度が見られたが、提供しているサービスは限られている。その一方、公的な家政会社において、

低所得層家政サービス員に対する配慮が見られたが、サービスの重点である生活困難な高齢者に

対する配慮が見られなかった。このような配慮を個々の家政会社に求めるのは困難であり、生活

困難な高齢者が利用できるための公的な支援制度が必要である。 
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③住宅改修整備 

第４章では、生活困難な高齢者で雨漏れ等の修繕費用を補助する社区居民委員会事務所が 12

箇所あった。このような貧困による住宅問題を解決しない限り、介護のどころか日常生活すらで

きない。 

また、高齢者が住み続けるためには基本設備を設置するための住宅改修も重要である。十委社

区における要介護高齢者の調査では、約半数がシャワー未整備であり、介護者の負担感を高めて

いた。当面、住宅改修ではシャワーを重点化すべきである。正確な介護度の判定を進めるべきだ

が、同じ介護度であってもシャワーという基本的な住宅設備の設置状況によって、介護内容が変

わる。 

それで、生活困難な高齢者を対象とした住宅改修制度を早急に整備すべきだと考える。限られ

た財源で介護を社会的に進める場合、住宅改修の優先順位を検討すると同時に、基本的な住宅設

備の設置が進むまでは、住宅の状況も加味して提供すべき介護の内容・量を判断すべきである。 

 

７－３－２ 高齢者在宅サービスの提供者に対する整備 

①サービス提供者の待遇改善 

社区の財源が限られた中、居家養老サービスの担当事務職員は、1人で業務を担うケースが多

く、月給などの待遇はあまり良くない。そのため今後行政は、職員の配置や待遇を見直す必要が

ある。 

一方、家政会社に所属する家政サービス員の給料は、相談で決定されるサービス料金から更に

紹介料や管理費などを引いた後の金額である。登録制で仕事の量が不安定の上、収入も非常に不

安定である。そのため、サービスの需要が拡大する中、正社員制を導入し、サービス員のキャリ

アや利用者の評価などによって、給料の範囲を設定することを推奨したい。 

サービス提供者の待遇を改善することで、仕事に対する積極性を引き出せるだけでなく、更に

多くの人の目を引き寄せることができ、専門知識の習得や資格取得などにも期待できる。 

 

②サービス提供者の専門性向上と資格管理 

今中国では高齢者に関する専門知識を持つ人材はかなり尐ない。在宅サービスの現場では、長

春市における調査において、社区居民委員会事務所の居家養老サービス事務担当職員という職業

自体がワークフェアである。担当職員が資格なしでサービスを提供しており、それに高齢者に関

する講座や訓練もあまり行われていない。一方、家政サービス員の資格保有状況はほぼ不明であ

り、家政会社が所属のサービス員に対する講座、訓練もあまり実施していない。人材不足が深刻

する中、現場では資格や経験がなくても仕事できる。せっかく国家資格や地方レベル職業訓練に

よる資格などが整備されたのに、取得者が尐ない。 

そこで、以下の整備が必要だと考える。まず国家資格保有者の雇用に対する統一した給料を設

定すべきである。それに、地方レベルの職業訓練資格の給料は、地方で各自の事情によって設定

することが必要だと考える。また、資格を取得した後、取得者の情報を自動的に所属の社区に回
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し、社区範囲での資格統一管理の仕組みを整える必要がある。さらに、社区で高齢者サービス従

事者の登録制を実施し、ボランティアを含めた登録者に対して社区居民委員会が定期的に講座や

訓練を行うなど、計画的に意識や専門性の向上を進めることも考えられるだろう。 

 

③サービス提供者の仕事分配への整備 

第４章では、個々の職員とボランティアは、サービス対象の高齢者をきちんと特定していない

ことによって、高齢者に対するサービスの量が明確でない。特にボランティアに対してほぼ管理

を行っておらず、活動は各自に任せる場合が多い。サービス提供者が限られているのに、仕事の

分配でサービスの不公平が出ている可能性がある。 

そこで、仕事の分配を整えるために、高齢者の自立度などによってサービス対象の優先順位を

付け、特に要介護高齢者に対して職員とボランティアのサービス時間割りを作るなど、計画性の

ある派遣体制を整えるべきである。 

 

７－３－３ 高齢者在宅サービスに対する整備 

①サービス内容の充実 

社区における高齢者在宅サービスの基盤整備において、北京や上海などの大都市では、高齢

者サービスを専業とする社区サービスセンター、専門知識を持つ人員、豊富なサービス内容など

が整備されている。それに対して、長春市は比較的に種類が尐なく、特に病院や民間事業者など

の社区外による「間接サービス」の提供が尐ないことが顕著である。それに「訪問身体介護」や

「心理的ケア」などの専門性が必要なサービスは、ほとんど専門知識がない職員とボランティア

により提供されている。また、社区によって提供していないサービスが多く、量的にも乏しい。 

このような格差を縮小するために、取り敢えず社区で高齢者在宅サービスの種類と量を充実

する必要である。将来的には具体的なサービス対象など基準が定められた場合、省、市ごとで統

一する高齢者の状況に応じたサービス内容や利用料金やサービスの量などを設定し、徐々に全国

で統一していく必要がある。 

それに対して、家政会社におけるサービス内容や料金の統一が難しいが、将来的にはその範

囲をある程度規定することが可能だと考える。 

 

②高齢者及びその家族の意識転換におけるサービス整備 

第３章では、一部の高齢者及びその家族は、社会的介護などに対する意識が低いことが分か

った。しかし、社区居民委員会事務所や家政会社では、高齢者と介護している家族・親族に社会

的介護を受け入れやすくするための配慮が見られなかった。 

今後、社区において、高齢者が気兼ねなく受けられる介護サービス整備が重要である。例え

ば、社区居民委員会などの公的機関・組織及び家政会社を含めた高齢者に関する民間事業者によ

る触れ合いイベントや、サービスの紹介、介護などの知識の講演会を開催するなどである。高齢

者とその家族に社会的介護を理解させた上、気軽に問い合わせや利用できる機会や環境を作り、
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お互いの関係を深めていく必要がある。 

また、寝たきり度が高いほど、介護者（家族・親族）の負担感が高く、それに対する対応も

大切である。例えば、介護者の相談にのる、息抜きの時間を保証する等が考えられる。 

 

③情報の一元化 

第３章では、長春市の社区居民委員会事務所は、僅かな要介護高齢者の状況しか把握していな

いことが分かった。 

一方、家政会社はそれぞれ各自で会社の宣伝や家政サービス員の募集などを行っている。その

ため高齢者は、その家政会社の存在を知ることも比較することも難しい。また、家政サービス員

の比べ選びは更に難しいだろう。 

今後、利便性とサービスの向上の両視点から、社区範囲で、所属の高齢者の状況、高齢者サー

ビスの提供者（居家養老サービス担当事務職員・ボランティア、家政サービス員など）、家政会

社などの民間福祉事業者の基本情報を統一的に管理し、情報を一元的に扱うなどの対応が必要で

ある。こうした情報を統合することで、より適当な提供組織・提供者が見つかることでき、より

適当なサービスの提供にも繋がると考えるからである。 

 

④地域における高齢者在宅サービスのネットワークづくり 

長春市の社区居民委員会事務所において、社区以外の組織による「間接サービス」は「直接

サービス」より、サービスの種類も利用者も尐ない。それに、多くの社区で提供されていない。

その一方、高齢者は社区による紹介なので信頼が高く、サービスに対する評価も高かった。それ

に対して、家政会社において、サービス向上のために行政やその他福祉組織との提携が尐なかっ

た。 

しかし今後、高齢化が進むと社区が提供するサービスだけでは需要に対応できないと思われ、

社区以外の事業者の連携が望まれる。家政会社などの民間組織の目的は営利であるが、上述した

社区の公的機関・組織によるサービス員の育成や情報の一元化などに協力し、連携を強化すれば、

確実にサービスの質が高められる。高齢者の受け入れやすい社区による斡旋などで顧客が増え、

結果的に利益に繋がることができる。このような社区を中心とした高齢者在宅サービスのネット

ワークづくりが望ましいと考える。 

 

⑤サービス状況の確認に対する整備 

社区居民委員会事務所では、サービス実施後、常に実施状況を確認しておらず、記録も保管さ

れていない場合がある。また、一部では確認していなかった。さらに、これまで区ごとで実施し

ているサービス実行状況に対する評価は、主に社区居民委員会事務所が提出した報告書を元に判

断している。高齢者の家を訪問し調査する場合もあるが、普段の記録がほぼなしで評価された結

果には疑問があり、その結果に応じた改善策も懸念される。それに対して、家政会社におけるサ

ービス状況の確認は、記録がほとんど残されていないため、聞き取り内容やその後の対応に関す
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る調査ができなかった。 

今後、サービス向上や家政会社の発展を考えると、サービス実施後に、サービスの利用者によ

る評価や提供者による報告書が必要であり、その後のデータに対する保管、分析、またその結果

に応じた改善策などを計画的、系統的に進めるべきである。また、評価などの結果によって、社

区居民委員会・家政会社・サービス提供者にランクを付け、評価の高い組織とサービス提供者に

奨励を与えるなどの事業促進策も必要だと考える。 

 

７－４ 地方都市の社区における高齢者在宅介護サービスのあり方への提言 

中国における高齢者在宅介護サービスは、社区で賄う傾向である。これまで中国政府は社区コ

ミュニティづくりに着目し、介護サービス基盤整備を促進した結果、社区に所属する住民なら誰

でも利用できる施設や設備が設置され、居家養老サービス事務室や専業事務職員、生活困難な高

齢者を重点としたサービスなどの高齢者在宅サービス供給整備も進んでいる。しかし、資金や人

員不足などの原因で、社区におけるサービスの供給量が限られている。そこで中国政府は福祉サ

ービスの産業化を進めた。これを機に、家政会社は飛躍的な発展が得られた。これで、中国にお

ける高齢者在宅介護サービスは、生活困難な高齢者は主に社区内で社区居民委員会事務所などの

公的福祉組織が提供するサービスを受ける。それに対して、経済的に余裕がある高齢者、またよ

り良いサービスを求める高齢者は、自分の意思で家政会社などの民間事業者でサービスを購入す

るようなサービス供給体制になっている。また一部の地域では、生活困難な高齢者も政府の補助

でサービス購入が可能になっている。 

また、中国の社区コミュニティづくりは、中央から地方へ分権している。基層社会に対する管

理も、市政府から区政府へ、区政府から街道弁事処へ、更に地域によって街道弁事処から社区居

民委員会へ委譲している。長春市などの地方都市は北京や上海とは異なり、社区居民委員会がサ

ービスを実質的に担当している方式は、地域の独自性を反映した事業展開、住民の意向反映とい

う点で望ましい。しかし、社区居民委員会事務所は、サービスを行う資金が不足する上、業務内

容が幅広いため、訪問介護などのサービス提供が僅かである。 

その一方で、社区居民委員会には財政力の違いなどがあり、提供しているサービスの種類、利

用者の数等で社区間に大きな差が見られた。できる限り市民に身近な所でサービスを担当しつつ、

格差を尐なくする方策が必要である。具体的には下記の内容が考えられる（図７－２）。 

① 行政は、統一したサービス対象者の判断基準、サービス内容、料金等を設定する。高齢

者サービスに携わる仕事の内容に応じて必要な資格等を定め、それに対する待遇規定を

作る。一方、生活困難な高齢者に対し、サービス利用の補助制度や優先的に利用する制

度等を整備する。また、それらについて評価し、その改善を図るなど、制度、システム、

基本的な財源を担当する。 

② 社区居民委員会は、以上に基づき、社区内の事業者と連携し、情報の提供、計画的なサ

ービス提供や状況把握、また高齢者の状況に応じたサービス内容の充実等に関する業務

を行う。また、社区内高齢者サービス提供者に対する情報の一元的管理と専門性向上等
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に勤める。さらに、サービスの改善を進めるため、住民の要請や不満などを把握し、行

政に届ける。 

③ 家政会社や弁当配送会社などの民間事業者は、各自のサービスを行う同時に、社区居民

委員会事務所と連携し、必要な情報提供等を行う。行政が定める基準等を満たすサービ

スについては、利用料金の一部を社区居民委員会を通じて補助し、利用しやすい状況に

改善する。 

 

 

 

７－５ 今後の研究課題 

本研究では、第Ⅰ部は中国全体における高齢者在宅介護サービスの状況、第Ⅱ部は長春市おけ

る高齢者在宅介護サービスの現状について把握した。 

第Ⅰ部においては、高齢在宅介護サービスにおける既存社区の重要性、政府による推進からの

発展性と有効性を示唆したが、現状において問題が多い。これらの問題について、今後行政の動

きを合わせながら、十分検討を重ねていく必要がある。また、本論文で述べていた通り、中国は

統一した高齢者自立度の判定基準や住宅改修制度などを整えていない。制度上における不備が多

いため、今後高齢者福祉の先進国である日本を含めた諸外国を含めて研究する必要がある。世界

の先進事例を取り上げ、その現状を比較し、中国の事情を合わせながら今後高齢者在宅介護サー

ビスのあり方を検討することも重要である。 

第Ⅱ部においては、長春市の社区居民委員会事務所による高齢者在宅サービスの現状とサービ

スに対する利用者の評価について把握した。しかし、社区ごとのサービス利用率が異なる原因と

される高齢者の経済状況などについて社区を単位で調査していないため、利用率の違いとの因果

関係が分析できなかった。また、社区とその他組織の連携における高齢者在宅サービスや活動の

詳細を調査していなかった。これらについて、今後の研究課題とする。 

図７－２．地方都市における行政・社区・民間事業者の役割分担の提案図 
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一方、家政会社における高齢者向け在宅サービスの現状に対する把握では、家政サービス員や

サービス対する評価を行っていない。また、家政会社は入院中の高齢者に対して介護サービスを

行っているが、本研究では在宅高齢者を対象としたため、これまでの調査では目に向けなかった。

今後入院中の高齢者に対する家政会社による介護サービスはもちろん、地域にある老人ホームや

病院など高齢者にとって重要な施設も含めて、視野を広げて研究していく予定である。 
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